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はじめに 

 

昨今のわが国の地方行政を取り巻く環境は、少子化に伴う本格的な人口減少・高齢化の進行、社

会全体のデジタル化の急速な進展、各種災害の激甚化、働き方やライフスタイルの多様化、インバ

ウンドの急増、脱炭素化やＳＤＧｓ等の地球規模の潮流など、これまでとは大きく異なる変化が見

られます。 

こうした中で、地方公共団体は、自治体ＤＸの推進、人材の確保・育成、経営マネジメントの強

化等を図りつつ、住民ニーズを的確に捉え、地域の特性を活かしながら、住民福祉の向上、地域産

業の振興、まちづくりの推進、防災対策の強化、自然環境の保全、共生社会の実現等に関する諸課

題に、自らの判断と責任において取り組んでいくことが求められています。 

このため、当機構では、地方公共団体が直面している諸課題を多角的・総合的に解決するため、

個々の団体が抱える課題を取り上げ、当該団体と共同して、全国的な視点と地域の実情に即した視

点の双方から問題を分析し、その解決方策の調査研究を実施しています。 

本年度は４つのテーマを具体的に設定しており、本報告書は、そのうちの一つの成果を取りまと

めたものです。 

公文書は、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置付けられており、厚木市に

おいても、これまで「厚木市公文書等の管理に関する条例」を施行するなど、公文書管理体制の高

度化に向けた取組を進めてきましたが、公文書の保存場所の確保や、それらを市民が主体的に利用

できる環境の確保などに、引き続き課題を有している状況にあります。 

 このような背景を踏まえ、本調査研究では、他自治体における事例を調査し、公文書管理や公文

書管理施設に求められる要素などを整理することで、今後の厚木市における公文書管理の在り方

と、公文書管理施設の必要性について検討しました。 

本調査研究の企画及び実施に当たりましては、調査研究委員会の委員長及び委員を始め、関係者

の皆様から多くの御指導と御協力をいただきました。 

また、本調査研究は、公益財団法人 日本財団の助成金を受けて、厚木市と当機構とが共同で行

ったものであり、ここに謝意を表する次第です。 

本報告書が広く地方公共団体の施策展開の一助となれば大変幸いです。 

 

 令和８年３月 

一般財団法人 地方自治研究機構 

理 事 長  北 崎 秀 一 
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序 章 調査研究の概要 

 

  



 

 



 

 

序 章 調査研究の概要 

 

１ 調査研究の背景と目的 

公文書には、国民の生活に影響を及ぼす重要政策の意思決定プロセス等が記録されているこ

とから、公文書は、現在及び将来の国民に対する説明責任を果たすためのものであり、民主主義

を支える基盤といえる。  

2009 年に制定された「公文書等の管理に関する法律」（以下「公文書管理法」という。）におい

て、公文書は、「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」であり、「主権者である国

民が主体的に利用し得るもの」とされた。公文書管理法では、努力義務ではあるものの、地方自

治体にも同様の公文書管理を求めており、現在、全国の地方自治体で、条例化や公文書館の設立

等、公文書管理の在り方についての検討が進められている。 

厚木市においては、「厚木市公文書等の管理に関する条例」（以下「公文書管理条例」という。）

の施行により、市民が特定歴史公文書等を利用するための仕組みを整えるなど、歴史的価値のあ

る資料や公文書等を未来に承継するような各種取組が進められている。しかしながら、それらの

資料や公文書等の保存場所、それらを市民が主体的に利用できる環境の確保などに引き続き課

題があるほか、公文書管理条例の制定過程においては、公文書管理施設の設置の必要性について

市民等から多くの声が届いており、将来的な公文書管理施設の新設等も見据えた、更なる公文書

管理体制の高度化に向けた検討を進めていく必要がある。 

そうした背景の下、他自治体における公文書管理体制や公文書管理施設の事例等を調査し、公

文書管理に求められる要素や公文書管理施設の在り方などを整理することで、厚木市における

公文書管理体制の更なる高度化に資することを目的として、公文書管理施設の必要性について

検討するため、本調査研究を実施した。   
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２ 調査研究の流れと全体像 

調査研究の流れと全体像を、図表 序－２－１に示す。 

 

図表 序－２－１ 調査研究の全体像 

 

出所：機構作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の公⽂書管理ルール、保有⽂書量等の整理
 現在(条例施⾏後)の公⽂書等の定義、保存すべき⽂書、管理の流れ等の公⽂書管理ルールを整理
 令和6年度⽂書量調査によって⽰された現在の保有⽂書量、今後の⽂書量推計等を整理

現状
整理

事例
調査

先進的な取組を実施している他⾃治体の事例調査
 公表資料に基づき、以下のテーマに沿った他⾃治体の先進事例を調査

①公⽂書館の整備・運営 ②公⽂書管理及び利⽤促進 ③デジタルアーカイブの整備・活⽤
 特に厚⽊市の⽅向性に合致した事例について、個別にヒアリング・視察調査等を実施（第1回委員会後）

課題
整理

今後の公⽂書管理に係る課題整理と管理⽅法の検討
 各種調査等によって得られた⽰唆を踏まえ、厚⽊市における公⽂書管理・活⽤上の課題・論点を整理すると
ともに、保存・利活⽤の両側⾯から、適正な管理⽅法として重視すべき点を検討

検討

ア.公⽂書管理に関する⽅向性の検討
以下の点について検討を実施
 公⽂書の管理・活⽤に係る基本理念等
 特定歴史公⽂書等の利⽤促進に必要と
考えられる取組

 デジタルアーカイブの整備⽅針
 公⽂書館に求められる機能のモデル案
 公⽂書館機能を有する施設等の確保・整
備⽅策

イ.公⽂書館の整備・活⽤に関する⽅向性の検討
以下の点について検討を実施
 公⽂書館の整備候補地
 公⽂書館に求められる施設・機能・規模等
 公⽂書館を核とした地域活性化に向けた取組の⽅向性
 公⽂書館における収蔵計画

右記によって得られた推計値を⽤い、
公⽂書館における収蔵計画を検討

報告書 報告書の作成

（第1回委員会）

（第2回委員会）

（第3回委員会）
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３ 調査研究のスケジュール 

本調査研究は、図表 序－３－１のとおり実施した。 

 

図表 序－３－１ 調査研究の全体スケジュール 

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下

第１回 7/8

第２回 11/18

第３回 2/3

（１）現在の公文書管理ルール、保有文書量等の整理

①現在の公文書管理ルールの整理

②保有文書量等の整理

（２）他自治体における先進事例調査

①公文書の管理及び利用促進に関する事例

②デジタルアーカイブの整備・活用に関する事例

③公文書館の整備・運営等に関する事例

④先進事例への視察調査

（３）今後の公文書管理に係る課題整理と管理方法の検討

①課題整理と管理方法の検討

（４）－ア.公文書管理に関する方向性の検討

①公文書の管理・活用に係る基本理念等

②特定歴史公文書等の利用促進に必要と考えられる取組

③デジタルアーカイブの整備方針

④公文書館に求められる機能のモデル案

⑤公文書館機能を有する施設等の確保・整備方策

（４）－イ.公文書館の整備・活用に関する方向性の検討

①公文書館の整備候補地

②公文書館に求められる施設・機能・規模等

③将来的な公文書保存量の推計

④公文書館における収蔵計画

⑤公文書館を核とした地域活性化に向けた取組の方向性

（５）報告書（案）の執筆

報告書（案）の執筆

報告書（案）の修正・確定

2月

委員会

5月 6月 11月 1月12月7月 8月 9月 10月

 

出所：機構作成 
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４ 調査研究体制 

本調査研究では、厚木市総務部行政総務課及び一般財団法人地方自治研究機構を実施主体とし

て、調査研究委員会(以下「委員会」という。調査研究委員会の構成メンバーは、巻末の「委員会

名簿」に記載)の指導及び助言の下、基礎調査機関として、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

株式会社の協力を得て実施した。 

 

図表 序－４－１ 調査研究の体制図 

 

 

なお、以下の日程で委員会を実施した。 

 

【第１回委員会】 

 日時：2025 年７月８日(火)10:00～11:30 

 場所：厚木市役所本庁舎４階 大会議室 

 内容：調査研究の背景説明及び調査研究の実施内容の審議 

 

【第２回委員会】 

 日時：2025 年 11 月 18 日(火)15:00～17:00 

 場所：厚木市役所第二庁舎 11 階会議室 

 内容：各種調査結果の報告及び報告内容に関する審議 

 

【第３回委員会】 

 日時：2026 年２月３日(火)15:30～17:00 

 場所：厚木市役所第二庁舎 11 階会議室 

 内容：調査研究報告書（案）の審議 
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第１章 厚木市における公文書管理の現状   



 

 

 



 

 

第１章 厚木市における公文書管理の現状 

 

１ 公文書管理に関するこれまでの取組 

（１）背景 

厚木市では、庁舎を消防本部、国及び県の施設との複合化をすることを目指し、2028 年 1 月

の供用開始に向けて建設工事を進めている。 

また、厚木市では、2005 年に文書管理システムが導入され、現在、電子決裁率が９割を超え

ているものの、紙の文書は継続して発生しており、新庁舎におけるスペースの効率的活用など

の動きとも相まって、今後は、従来のように紙文書を保管するための広いスペースを庁舎内に

確保することが難しくなってくることが予想される。一方、公文書は、各課執務室での管理の

ほか、庁舎地下の倉庫、外部委託倉庫と、様々な場所に分かれて管理されている。今後は、こ

れらを適切な保存環境のもとで一元管理するとともに、公文書のうち、歴史的に重要である歴

史公文書等を選別し、市民の利用に供することで、現在及び将来の市民に対する説明責任を果

たしていくことが求められる。 

 

（２）保有文書量の調査 

上記のような背景の下、公文書管理体制の整備に向けた取組の第一歩として、2024 年度に全

庁を対象とした保有文書量調査を実施した。 

本調査は、新庁舎への移転に向けて庁内横断的に進めることとしている「ペーパーレス」の

取組に当たり、職員１人当たりの紙文書量を 30％削減するという目標を達成するため、庁内各

課等で保有している紙文書を調査・分析するとともに、紙文書量を削減するための有効な手法

や、将来的な紙文書の発生抑制策について検討を行い、削減方針としてまとめることを目的と

して実施した。 

本調査の実施概要については、図表 １－１－１のとおりである。 

 

図表 １－１－１ 2024 年度保有文書量調査の概要 

調査機関 富士フイルムシステムサービス株式会社 

期間 2025年１月14日（火）～２月７日（金）  

調査対象 執務室内の文書（個人文書、書籍・パンフレット等を含む） 

手法 市職員による目視又はメジャー等による計測 

保有文書量 7,643fm（うち行政文書5,849fm） 

出所：機構作成 
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（３）条例・規則等の制定 

厚木市では、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的資源とし

て、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を

定めることにより、行政文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図

り、もって、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市政に関する市民の知

る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにするこ

とを目的として、2025 年４月に公文書管理条例が施行された。これに伴って「厚木市公文書等

の管理に関する条例施行規則」、「厚木市公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を

定める規則」、「厚木市特定歴史公文書等の保存、利用等に関する規則」、同年６月に「厚木市歴

史公文書等選別基準」を定めている。 

なお、厚木市は、公文書管理条例を制定するに当たり、厚木市情報公開審査会、厚木市個人

情報保護審査会、厚木市史編さん委員会への意見聴取、市民との意見交換会及び市民からのパ

ブリックコメントを実施した。パブリックコメントには、１名１件の意見が寄せられた。寄せ

られた意見は、「内閣府の『行政文書の管理に関するガイドライン』に沿い、公文書は電子媒体

での作成を基本とする内容にしてほしい」とのことで、厚木市はこれに対し、「基本的な姿勢に

ついて条例で定めるとともに、条例の委任を受けた規則で定める予定である」と回答した。 

厚木市における公文書管理に関する条例及び規則制定の流れは、図表 １－１－２のとおり

である。 

 

図表 １－１－２ 公文書管理条例及び関連規則等制定の流れ 

2024 年 ６月 厚木市史編さん委員会への意見聴取 

    ７月 厚木市個人情報保護審査会への意見聴取（第１回審査会） 

厚木市情報公開審査会への意見聴取（第１回審査会） 

    ８月 （仮称）厚木市公文書等の管理に関する条例の制定等に係る意見交換会 

    ９月 厚木市個人情報保護審査会への意見聴取（第２回審査会） 

厚木市情報公開審査会への意見聴取（第２回審査会） 

   11 月 パブリックコメント実施 

2025 年４月 公文書管理条例の施行 

関連規則の制定 

・厚木市公文書等の管理に関する条例施行規則 

・厚木市公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則 

・厚木市特定歴史公文書等の保存、利用等に関する規則 

６月 厚木市歴史公文書等選別基準の制定 

出所：機構作成 
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（４）歴史公文書等の選別 

2025 年６月に、歴史的に重要である歴史公文書等を選別するための基準である「厚木市歴史

公文書等選別基準」が制定され、同年７月から、2025 年３月 31 日までに保存期間が満了して

いる文書の歴史公文書等選別作業が行われた。 

また、公文書管理条例の施行に伴い、厚木市における行政文書の保存期間から「永久」区分

が無くなり、最長で「30 年」保存とされた。これまで永久保存とされていた行政文書について

も保存期間は「30 年」とみなされた。永久保存文書であった行政文書の中には、既に 30 年の

保存期間を過ぎているものもあり、それぞれ 30 年が経過している行政文書については経過措置

がとられ、歴史公文書等の選別は 2026 年度から 2028 年度までの３年間をかけて実施される予

定である。 

歴史公文書等に選別され、行政文書としての保存期間が満了した文書は文書主管課へ引き継

ぎがされ、特定歴史公文書等として管理され、市民利用に供される。また、特定歴史公文書等

は、インターネット上での目録公開を行うこととしている。なお、既存文書の選別から目録公

開までのスケジュールについては、改めて 134 ページに掲載している。 

 

（５）特定歴史公文書等を活用したイベントの開催 

公文書管理条例の施行を記念し、2025 年８月８日（金）から 18 日（月）までの期間、「公文

書でたどる厚木の歴史」と題した展示会を、本厚木駅前の公共施設（アミューあつぎ５階の 

アートギャラリー１・２・３）で開催した。 

 

図表 １－１－３ 「公文書でたどる厚木の歴史」展示会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚木市 
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同展示会には、11 日間で 421 人もの来場があり、複数回来場するリピーターもいるなど、盛

況を博した。なお、来場者から寄せられた主な意見については、以下の図表 １－１－４のと

おりである。 

 

図表 １－１－４ 「公文書でたどる厚木の歴史」来場者の主な意見 

公文書等の収集は今後とも務めていただき、公文書等が過去と現在、未来との懸け橋となることを期待して 

います。 

公文書等は厚木市民にとっても財産ですが、普段は遠い存在なので、このような機会があることは意義があり、

今後も展示など公文書等に触れる機会を作って欲しいと思います。 

今回、市制施行 70 周年を記念して開催された特別展とのことでしたが、常設で展示してもらえると、 

いつでもみることができてよいと思いました。 

厚木市内の発展の様子を多くのこどもたちにも見てもらいたいです。 

講演会で「公文書等の保管・保存・整理が重要」という話があり、印象に残りました。 

これから厚木市でしっかりと公文書等を管理してもらいたいです。 

出所：来場者アンケートの自由回答から抜粋 
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２ 公文書管理の流れ 

（１）公文書管理条例の対象となる文書等 

公文書管理条例の対象となるのは、行政文書及び特定歴史公文書等である。 

なお、１（４）で述べているとおり、行政文書の中には歴史的に重要であると判定された歴

史公文書等があり、歴史公文書等に選別された文書は、保存期間満了後、特定歴史公文書等と

して文書主管課が管理をする。 

反対に、公文書管理条例の対象外となるものは、官報・白書・新聞・雑誌・書籍等、その他

不特定多数の者に販売することを目的に発行されるもの、図書館の蔵書・博物館の資料、歴史

的・文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているものである。 

公文書管理条例の対象文書・対象外文書を図示したものが、図表 １－２－１のとおりであ

る。 

 

図表 １－２－１ 公文書管理条例の対象文書 

 
出所：公文書管理における公文書館の必要性についての調査研究 第１回委員会資料 
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（２）厚木市における公文書管理の流れ 

厚木市の行政文書は、各課等で作成されてから保存期間満了を迎えるまでの間に厚木市歴史

公文書等選別基準に基づき一次選別を受ける。一次選別を行うのは文書を作成した各担当課等

である。その後、保存期間満了を迎えた行政文書は、文書主管課及び厚木市情報公開・個人情

報保護・公文書等管理審査会による二次選別を受ける。 

ここで歴史公文書等に該当するとされた文書は文書主管課へ移管し、永久に保存される。な

お、該当しないとされた文書は廃棄される。文書が廃棄されるまでには、一次選別における判

定→（文書主管課の）二次選別における判定→（審査会の）二次選別における判定という三段

階のプロセスを経る必要があり、歴史的に重要な文書を誤って廃棄してしまう誤廃棄のリスク

を軽減するための仕組みがとられている。 

この一連の流れを図示したものが、図表 １－２－２のとおりである。 

 

図表 １－２－２ 公文書管理のフロー図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：公文書管理における公文書館の必要性についての調査研究 第１回委員会資料
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第２章 他自治体における公文書管理施設の事例 

  



 

 



 

 

第２章 他自治体における公文書管理施設の事例 

 

１ 他自治体における先進事例調査の方針 

（１）調査目的 

他自治体が設置する公文書館での先進的な取組内容、団体情報、体制等、施設概要及び成果

等を情報収集することで、厚木市として、今後目指すべき公文書館の姿の検討に活用する。 

 

（２）調査方針 

公文書館のウェブサイト、公文書館運営等に関する研修会・勉強会等の資料、論文等を対象

に、以下に示した「公文書館の整備・運営」「公文書管理及び利用促進」「デジタルアーカイブ

の整備・活用」の３分野に関して事例情報を収集し、取組の特徴について事例ごとにとりまと

めた。 

特に参考となる事例は、後述する現地視察・ヒアリング調査の対象とし、取組や実施体制の

詳細把握に役立てる。  

 

図表 ２－１－１ 調査対象となる３分野 

分野 取組内容の例 

１．公文書館の整備・運営に関する事例 公文書館機能の整備、指定管理者制度、他施設との連携等 

２．公文書管理及び利用促進に関する事例 
目録作成・利用、レファレンス、資料の活用推進、調査研

究、資料収集、市民連携、教育利用、他施設との連携等 

３．デジタルアーカイブの整備・活用に関

する事例 

デジタルアーカイブ機能の整備、データ作成・管理、他施

設との連携等 

 

（３）調査対象 

地方公共団体が設置している公文書館を調査対象事例とした。 

厚木市での検討に活用する観点から、厚木市と地理的条件が類似している神奈川県内の施設

又は同程度の市立の施設※１を中心に調査を行った。 

ただし、取組内容が特徴的、取組期間が長い、取組効果が大きいなど、他の理由により参考

になると考えられる事例は、人口規模に限らず本調査の対象とした。 

※１）厚木市の 2024 年 12 月時点の人口 22.3 万人に対して、±10 万人程度を目安とした。該当する人口規模の公文

書館を設置している地方公共団体として、府中市（26.0 万人）、長岡市（25.8 万人）、松本市（23.5 万人）、上

越市（18.2 万人）、小山市（16.7 万人）、磐田市（16.7 万人）、上田市（15.2 万人）、武蔵野市（14.8 万人）、

戸田市（14.2 万人）が挙げられる。 
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２ 他自治体における公文書管理等に関する取組事例 

前述した先進事例調査の方針に基づき、本節では、他自治体の公文書管理施設及びその取組につ

いて、施設の整備・運営、公文書管理や利用促進の取組、デジタルアーカイブの整備・活用に関す

る取組、の３つの分野それぞれに着目し、整理した。 

（１）公文書館の整備・運営に関する事例 

本項では、公文書管理施設に関する団体情報・体制等、施設概要や施設整備の経緯に関する

事例や施設の運営に関する事例を取り上げる。 

① 松本市文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 松本市（人口 23.5 万人） 

所管組織 総務部行政管理課 

設立年 1998 年 

根拠条例 松本市文書館条例 

施設の位置付け 公文書館 

職員数 ９名（2025 年時点） 

文書所蔵数 
公開公文書 62,188 点 
※上記のほか、地域文書、地図・航空写真、図書等も所蔵 

出所：松本市ウェブサイト「松本市文書館の概要」※2025 年 12 月確認

（https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/4316.html） 

国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）  

         （https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

 

(イ) 施設概要 

建設年 2014 年 

設置方法 新築 

施設構造 鉄筋コンクリート造２階建て 

延床面積 1,908.9 ㎡ 

書架面積等 856.2 ㎡ 

その他 開架スペース、閲覧コーナー、平和資料コーナー、講義室、会議室等 

出所：小松芳郎「松本市文書館の新館開館」『アーカイブズ』第 55 号(国立公文書館 2015 年２月） 

  （https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_55_p39.pdf ） 

 

(ウ) 施設整備（移転）の経緯 

松本市では、旧公文書管理施設の移転協議の開始から約４年後に、新文書館が開館し

た。新しく開館した新文書館では、基本方針を「将来にわたって、市民の貴重な財産であ

る歴史的公文書等を収集等し、保存するとともに、小中学生から高齢者まで、市民がより

利用しやすい、人と情報の交流拠点となる施設を目指すもの」と定めている。 
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2010 年   建物の老朽化、収蔵スペース不足、耐震・耐火設備の課題、松本市と近隣町村と

の合併を理由に、文書館の移転について検討開始。市議会総務委員協議会で、文

書館の移転改築を協議 

2011 年８月 市議会総務委員協議会で単独館としての新築移転が了承 

2011 年３月 松本市文書館改築市民懇話会開催、市長に意見・提言書を提出 

2012 年６月 プロポーザル方式により設計者募集 

2012 年８月 設計業者決定 

2013 年６月 第２学校給食センター跡地（鎌田地区）に、新文書館建設工事着工 

2014 年９月 新松本市文書館開館 

出所：松本市ウェブサイト「松本市文書館の概要」※2025 年 12 月確認

（https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/4316.html） 

 

 

図表 ２－２－１ 施設外観 

 
出所：松本市ウェブサイト「松本市文書館の概要」※2025 年 12 月確認

（https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/3/4316.html） 

 

図表 ２－２－２ 公文書室の様子 

 
出所：小松芳郎「松本市文書館の新館開館」『アーカイブズ』第 55 号(国立公文書館 2015 年２月） 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_55_p39.pdf） 
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② 金沢市公文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 金沢市（人口 44.5 万人） 

所管組織 総務局文書法制課 

設立年 2022 年 

根拠条例 
金沢市公文書館条例 

金沢市公文書等の管理に関する条例 

施設の位置付け 公文書館 

職員数 ６名（2025 年時点 4 月時点） 

文書所蔵数 
特定歴史的公文書等 1,891 件 

行政資料 2,150 件 
※目録公開済の文書のみ 

出所：金沢市公文書館「金沢市公文書館年報（令和６年度）」(2025 年 6 月) 

      （https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/12/koubunnsyokannenpour6.pdf） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 新築（図書館と同一建物として整備） 

施設構造 
鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、 

地上３階地下１階建て 

延床面積 
3,178.7 ㎡ 
※うち公文書館専用面積は 409 ㎡ 

書架面積等 書庫 257 ㎡、書架延長 2,436m 

その他 閲覧室、作業室、書庫あり 

出所：金沢市公文書館「金沢市公文書館年報（令和６年度）」(2025 年 6 月) 

      （https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/12/koubunnsyokannenpour6.pdf） 

国立公文書館「金沢市公文書館の開館について」『アーカイブズ』第 85 号(2022 年 8 月）※2025 年 1

月確認 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/no085/12202） 

 

(ウ) 主な業務 

 歴史公文書等の移管等 

 特定歴史公文書等の整理・保存 

 特定歴史公文書等を一般の利用に供すること 

 特定歴史公文書等の保存・利用に関する調査研究 

 歴史公文書等の利用に関する普及啓発      
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図表 ２－２－３ 施設外観 

 

出所：「金沢市公文書館の開館について」『アーカイブズ』第 85 号(国立公文書館 2022 年８月） 

※2025 年 1 月確認（https://www.archives.go.jp/publication/archives/no085/12202） 

 

(エ) 施設整備（移転）の経緯 

金沢市公文書館は、市内小中学校の移転改築や玉川こども図書館の改築と同時期に整備

基本計画を検討した。その結果、小学校、玉川図書館に隣接し、玉川こども図書館に併設

する形で施設を整備することとなった。2013 年 12 月の金沢市歴史公文書保存・公開検討

委員会にて、公文書館を設置すべきであるとの報告がなされてから約８年後に、また、整

備基本計画の検討開始から約５年後にあたる 2022 年に、施設が開館した。 

2011 年６月 金沢市公文書選別基準策定委員会を設置、選別基準について検討開始 

2012 年４月 金沢市公文書選別基準を策定。以後、公文書選別基準に基づく歴史公文書の選別

を試験的に実施 

2013 年２月 金沢市歴史公文書保存・公開検討委員会を設置 

2013 年12月 委員会にて、極力早期に全庁的な選別を実施すること及び公文書館を設置すべき

であると報告 

2014 年２月 「世界の交流拠点都市金沢重点戦略計画」において、2018 年までの公文書館整備

を位置付け（後に「2022 年までの整備」に見直し） 

2014 年   全庁的な歴史公文書の選別を開始 

2017 年６月 金沢市公文書館（仮称）整備基本計画検討委員会設置 

2018 年２月 金沢市公文書館（仮称）整備基本計画策定。                

計画の基本目標として、「後世に残すべき重要な歴史公文書の良好な環境での保

存、市民共有の知的資源としての歴史公文書の利用」の２点を定める 

2018 年９月 中央地区教育施設再整備基本計画策定。玉川こども図書館の改築に併せて公文書

館の整備を行うことを決定 

2020 年 7 月 金沢市公文書館の工事着工（併設図書館、隣接の小学校工事着工） 

2021 年４月 金沢市公文書館条例を施行 

2022 年３月 金沢市公文書館の工事竣工（併設図書館、隣接の小学校も竣工） 

2022 年４月 金沢市公文書館開館 

参考資料：金沢市公文書館「金沢市公文書館年報（令和６年度）」 

(https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/12/koubunnsyokannenpour6.pdf) 
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(オ) 施設・機能配置 

小学校施設に隣接し、玉川こども図書館に併設する形で施設は整備されている。 

 

図表 ２－２－４ 施設配置図 

 

出所：国立公文書館「金沢市公文書館の開館について」『アーカイブズ』第 85 号(2022 年 8 月）を元に三菱 UFJ リサ

ーチ＆コンサルティングにて加工（https://www.archives.go.jp/publication/archives/no085/12202） 

 

 

図表 ２－２－５ 閲覧室と書庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：金沢市公文書館「金沢市公文書館年報（令和６年度）」(2025 年 6 月) 

        （https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/12/koubunnsyokannenpour6.pdf） 

参考資料：金沢市公文書館「金沢市公文書館年報（令和６年度）」(2025 年 6 月) 

(https://www4.city.kanazawa.lg.jp/material/files/group/12/koubunnsyokannenpour6.pdf) 

国立公文書館「金沢市公文書館の開館について」『アーカイブズ』第 85 号(2022 年 8 月）※ 

2025 年１月確認（https://www.archives.go.jp/publication/archives/no085/12202） 

 

 

⽟川こども図書館・公⽂書館 
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③ 大仙市アーカイブズの取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 大仙市（人口 7.5 万人） 

所管組織 総務部総務課 

設立年 2017 年 

根拠条例 大仙市アーカイブズ条例 

施設の位置付け 公文書館 

職員数 ９名（2024 年時点） 

文書所蔵数 
32,809 冊 
※配架数 

出所：大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズ年報第８号（令和６年度）」 

（https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001384_01/nenpoR6.pdf） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 リノベーション 

施設構造 木造一部鉄筋コンクリート造２階建て 

延床面積 4,464.18 ㎡ 

書架面積等 
書架延長 7,309.31ｍ 
※収容可能冊数は約 27 万冊 

その他 閲覧室、展示室、研修室、資料整理作業室等あり 

出所：大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズ年報第８号（令和６年度）」 

（https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001384_01/nenpoR6.pdf） 

 

(ウ) 施設整備（移転）の経緯 

大仙市アーカイブズは、市民から設置要望のあった 2007 年から約 10 年後の 2017 年５月

に開館した。 

施設整備に際しては、国土交通省「社会資本整備総合交付金小規模住宅地区等改良事業

（空き家再生等推進事業（活用事業タイプ））」を活用している。 

2007 年５月 市民からアーカイブズ設置の要望・提言 

2011 年３月 大仙市アーカイブズ構想を策定 

2012 年 4 月 地域史料に関する業務を文化財保護課から総務課へ所管替え 

2013 年６月 廃校舎となっていた旧双葉小学校へ大仙市アーカイブズ設置が決定 

2014 年４月 大仙市公文書館設置懇話会を設置（2017 年まで計 10 回開催） 

2014 年７月 大仙市公文書館設置工事基本設計に着手 

2015 年２月 大仙市公文書館設置工事基本設計が完了 

2015 年５月 大仙市公文書館設置工事実施設計に着手 

2016 年２月 大仙市公文書館設置工事実施設計が完了 

2016 年８月 改修工事着工 

2017 年２月 改修工事完了 

2017 年３月 大仙市アーカイブズ条例制定 

2017 年５月 大仙市アーカイブズ開館 

出所：大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズ年報第８号（令和６年度）」 

（https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001384_01/nenpoR6.pdf） 
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(エ) 施設・機能配置 

リノベーションでは、元小学校施設を活かして実施した。１階部分にある元体育館に特

定歴史公文書を配架する大書庫を設置し、空調設備のある２階部分には、特別貴重書庫２

部屋を含む地域史料の書庫を設置する形で整備を行った。 

 
図表 ２－２－６ 施設平面図 

 

出所：大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズ年報第８号（令和６年度）」 

（https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001384_01/nenpoR6.pdf） 
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図表 ２－２－７ 施設外観 

 
出所：大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズリーフレット」 

（https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001398_00/leaflet_daisen_archives.pdf） 

 

参考資料：大仙市ウェブサイト「大仙市アーカイブズ」※2025 年 12 月確認 

(https://www.city.daisen.lg.jp/archive/contents-9947) 

大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズ年報第８号（令和６年度）」 

(https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001384_01/nenpoR6.pdf) 

大仙市アーカイブズ「大仙市アーカイブズリーフレット」 

(https://www.city.daisen.lg.jp/uploads/contents/archive_0000001398_00/leaflet_daisen_archives.

pdf) 

蓮沼 素子「東北の市町村初！大仙市アーカイブズ開館」『アーカイブズ』第 66 号(国立公文書館 2017 年

11 月） 

(https://www.archives.go.jp/publication/archives/no066/6564)   
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④ 長岡市歴史文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 長岡市（人口 25.8 万人） 

所管組織 長岡市教育委員会中央図書館 

設立年 2023 年（前身の長岡市立中央図書館文書資料室は 1998 年設立） 

根拠条例 長岡市歴史文書館条例 

施設の位置付け 
その他の教育機関 
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条で規定 

文書所蔵数 約 226,393 点（2024 年度） 

出所：長岡市歴史文書館発行「長岡あーかいぶ」第 21 号（2023 年３月発行） 

（https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/wysiwyg/file/download/23/880） 

長岡市「長岡市歴史文書館条例」（令和５年３月 28 日条例第２号）  

（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate03/jyourei/reiki/reiki_honbun/e403RG00002 

033.html） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 リノベーション 

施設構造 鉄筋コンクリート造 ４階建て 

延床面積 1,552.72 ㎡ 

書架面積等 
478 ㎡ 
※収蔵エリア面積、書庫のほか作業室も含む 

その他 閲覧・展示室、講座室、 図書室等あり 

        出所：長岡市教育部中央図書館「郷土長岡の歴史を伝える「歴史文書館」 が７月１日オープン」 

（2023 年５月） 

（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shityo/kaiken_i/file/20230531-3-1.pdf） 

 

 

(ウ) 施設整備（移転）の経緯 

長岡市では、従来は、郷土の歴史に関する文書の保存や調査・研究の相談などを行う文

書資料室が、旧長岡市立互尊文庫内に設置されていた。市の歴史関連施設の再整備の一環

で、旧互尊文庫から、旧サンライフ長岡1へ移転し、2023 年 7 月に長岡市歴史文書館とし

て整備・開館した。   

 
1 勤労者の余暇活動の充実、健康の増進に寄与することを目的として、1978 年に現・独立行政法人雇用・能力開発

機構が建設し長岡市に譲渡された施設。譲渡後は、トレーニングルームの運営や、趣味・教養を育む場、様々な会

議・講習会の場として活用するも、余暇活動の多様化に伴い 2022 年３月に閉館。 
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図表 ２－２－８ 外観 

 
出所：長岡市「歴史文書館が開館」※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/tayori/file/0506/t0506/06_rekishi.html） 

 

(エ) 主な取組・活動 

 歴史文書の収集、保存、整理及び利用に関する事業 

 歴史文書の調査及び研究に関する事業 

 歴史文書に関する講演会、講座、研究会等の主催及びその開催の援助に関する事業      

 

図表 ２－２－９ 閲覧・展示室 

 
出所：長岡市「歴史文書館が開館」※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/tayori/file/0506/t0506/06_rekishi.html） 

 

参考資料：長岡市「歴史文書館が開館」※2025 年 12 月確認 

(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate02/tayori/file/0506/t0506/06_rekishi.html) 

長岡市歴史文書館発行「長岡あーかいぶ」第 21 号（2023 年３月発行） 

(https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/multidatabases/multidatabase_contents/download/1088/d

430fc9f1bbbaaa349f6358fc0884ff0/151?col_no=3&frame_id=1403) 

長岡市「長岡市歴史文書館」ウェブサイト※2025 年 12 月確認 

(https://www.lib.city.nagaoka.niigata.jp/rekibun/) 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 
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⑤ 沖縄県公文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 沖縄県（人口 148.6 万人） 

所管組織 沖縄県総務部総務私学課 

設立年 1995 年 

根拠条例 沖縄県公文書館の設置及び管理に関する条例 

施設の位置付け 公文書館 
※例規上に法律上の施設の位置付けの記載はないが、公文書館法を関係法令に含む 

指定管理者 
公益財団法人沖縄県文化芸術振興会 

※1996 年～運営委託、2007 年～指定管理者2 

職員数 財団職員９名（2024 年時点） 

文書所蔵数 琉球政府文書約 16 万冊 970 箱、沖縄県文書約 5.1 万箱 

出所：沖縄県公文書館ウェブサイト※2026 年１月確認（https://www.archives.pref.okinawa.jp/） 

福地洋子「〔認証アーキビストだより〕沖縄県公文書館で認証アーキビストとして働くこと」 

『アーカイブズ』第 93 号（国立公文書館 2024 年８月) 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/no093/15861） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 新築 

施設構造 鉄筋コンクリート造、地下１階､地上４階建て 

延床面積 7,757 ㎡ 

書架面積等 3,235 ㎡ 

その他 展示室、講堂、ラウンジ、史料編集室等 

出所：沖縄県公文書館ウェブサイト「施設概要」※2026 年１月確認 

  （https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/summary） 

 

(ウ) 指定管理者の導入経緯 

沖縄県公文書館では、文書管理業務に関する専門性（文書の選別・受入・保存）を求め

て、2007 年より指定管理者制度が導入され、以前より施設の運営に携わっていた財団法人

沖縄県文化振興会が指定管理者に指定された。 

1995 年 沖縄県公文書館開館 

     沖縄県公文書館の設置及び管理に関する条例制定 

1996 年 財団法人沖縄県文化振興会に施設の運営委託開始 

2007 年４月 改正沖縄県公文書館管理規則、施行。（寄贈手続き等の条文に「指定管理者を経
由」することが記載） 

2007 年 指定管理者制度導入開始。財団法人沖縄県文化振興会を管理者に指定 

    沖縄県公文書館運営基本方針の決定 

2011 年 沖縄県文化振興会が沖縄県より公益認定。公益財団法人沖縄県文化振興会へ名称
変更 

2025 年 公益財団法人沖縄県文化芸術振興会へ名称変更 

参考資料：沖縄県公文書館ウェブサイト「沿革」※2026 年１月確認 

(https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/history) 

 

 
2 現時点で指定管理者制度を導入している自治体公文書館は、茨城県、沖縄県、福島県のみ 
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(エ) 指定管理者の主な業務 

デジタルアーカイブ「琉球政府」では、公開されている琉球政府文書の目録、一部資料

の画像データのほか、歴史年表、琉球政府刊行物がオンライン上で閲覧できる。 

公開されている琉球政府文書の数は２万帳簿以上である。 

 

図表 ２－２－10 外観 

 
出所：沖縄県公文書館ウェブサイト「施設概要」※2026 年１月確認 

   （https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/summary） 

 

図表 ２－２－11 展示室と閲覧室 

 

出所：沖縄県公文書館ウェブサイト「施設概要」※2026 年１月確認 

  （https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/summary） 

 

図表 ２－２－12 参考資料室と荷解選別室 

 

出所：沖縄県公文書館ウェブサイト「施設概要」※2026 年１月確認 

  （https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/summary） 
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図表 ２－２－13 書庫（中間書庫） 

 
出所：沖縄県公文書館ウェブサイト「施設概要」※2026 年１月確認 

  （https://www.archives.pref.okinawa.jp/about/summary） 

 

図表 ２－２－14 沖縄県立公文書館デジタルアーカイブ「琉球政府の時代」 

 

出所：沖縄県公文書館「琉球政府の時代 1945～72」※2026 年１月確認 

（https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/） 

 

 

参考資料：沖縄県公文書館ウェブサイト※2026 年１月確認（https://www.archives.pref.okinawa.jp/） 

福地洋子「〔認証アーキビストだより〕沖縄県公文書館で認証アーキビストとして働くこと」 『アーカイ

ブズ』第 93 号(国立公文書館 2024 年８月） 

(https://www.archives.go.jp/publication/archives/no093/15861) 

小嶋翔「自治体文書館と指定管理者制度―民間アーカイブズをめぐる制度設計に注目して」国文学研究資

料館紀要アーカイブズ研究篇、2024 年、第 20 号、p.13-25 国立公文書館 
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（２）公文書管理及び利用促進に関する事例 

本項では、公文書管理や公文書の利用推進に関する取組事例を取り上げる。 

① 上越市公文書センターの取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 上越市（人口 18.2 万人） 

所管組織 総務部総務課 

設立年 2011 年 

根拠条例 上越市行政組織規則 

施設の位置付け 行政庁舎内 
※例規上に、法律上の施設の位置付けは記載なし 

職員数 ９名（2025 年時点） 

文書所蔵数 歴史公文書 25,292 冊 

出所：国立公文書館「アーカイブズ」第 69 号（2018 年８月発行） 

      （https://www.archives.go.jp/publication/archives/no069/7888） 

      上越市「上越市行政組織規則」（平成 14 年 3月 29 日規則第 14 号） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 
複数の既存施設への併設・転用（区総合事務所を含む複合施設の一部に

事務室・閲覧室を設置し、廃校後の小学校校舎２校を書庫・旧市町村史

の保管庫へ活用） 

施設構造 
RC３階建て（区総合事務所） 

RC３階建て・一部２階建て（旧小学校校舎・現 地域生涯学習センター）

※保管庫を有する施設の詳細は非公表 

書架面積等 1,226 ㎡（書庫・保管庫計３か所の合計） 

その他 歴史公文書・古文書の閲覧対応、必要に応じ情報公開請求で対応 

出所：国立公文書館「アーカイブズ」第 69 号（2018 年８月発行） 

           （https://www.archives.go.jp/publication/archives/no069/7888） 

                     上越市 令和２年度 第４回清里区地域協議会 会議資料 ※2025 年 12 月確認           

                 （https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/186409.pdf） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

(ウ) 主な業務 

市史編さん事業において収集した資料の整理保存及び歴史公文書や古文書等の収集並び

に整理保存、所蔵資料の活用に関する以下の業務を実施している。 

 閲覧利用サービス 

 資料の特定利用（画像掲載等）への対応 

 地域の歴史資料・公文書の保存 

 「上越市史」、上越市各区町村史の販売 

 レファレンス（調査・照会）サービス 

 現用公文書の整理保存、現課への貸出   
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図表 ２－２－15 施設外観 

 

出所：国立公文書館「アーカイブズ」第 69 号（2018 年８月発行） 

            （https://www.archives.go.jp/publication/archives/no069/7888） 

 

図表 ２－２－16 施設内観 書架 

 
出所：国立公文書館「アーカイブズ」第 69 号（2018 年８月発行） 

             （https://www.archives.go.jp/publication/archives/no069/7888） 

 

(エ) 主な取組・活動 

 古文書整理ボランティア 

市の広報紙・ホームページ等を通じて「古文書資料整理ボランティア」を募集し、月２

回程度、市内施設３か所を会場としてボランティアと協働の上古文書等のクリーニング

（ほこり払い）や修復（のり付け）、カード作成（古文書の判読）等を行う活動を行ってい

る。 

特に、初めてボランティアに参加する人は、古文書が読めるようになりたいとの希望が

きっかけの一つとなっていることから、作業に入る前に古文書解読の学習会も実施してい

る。 

2017 年度は、延べ 67 回開催し、延べ 260 名が参加し、4,298 点の整理が終了している。

これまでに 29,000 点以上の古文書の整理が行われた。 
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図表 ２－２－17 古文書の判読カード 

 

出所：上越市公文書センター ウェブサイト ※2025 年 12 月確認   

                          （https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koubunsho/siryouborantia.html） 

 

 歴史資料の取扱にかかわる庁内連携 

上越市では、「文書や資料等における人権・部落差別問題への配慮の基本方針」及び「文

書や資料等における人権・同和問題への配慮について【ガイドライン】」の策定（2015

年）を機に、公文書センター、高田図書館・歴史博物館、関連部署により定期的に会議を

開催している。 

本会議では、差別表現が含まれた古文書等に関する情報交換、所蔵資料の閲覧や特定利

用に関して問題が生じそうになった事例の共有・対応策を協議した。 

また、公文書センター・高田図書館・歴史博物館において所蔵する古文書の目録情報等

を、市内の関係施設・部署間で共有するため、庁内イントラネット内にフォルダを設置

し、あわせて、各施設で管理する古文書や過去の郷土紙のデジタルデータを共有化する形

で資料情報の庁内・施設間での共有も行っている。 
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② 相模原市立公文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 相模原市（人口 71.8 万人） 

所管組織 総務局情報公開・文書管理課 

設立年 2014 年 

根拠条例 
相模原市立公文書館条例 

相模原市立公文書管理条例 

施設の位置付け 公文書館 

職員数 10 名（2024 年時点） 

文書所蔵数 37,654 点（2024 年時点） 

出所：相模原市立公文書館「相模原市立公文書館年報（令和６年度の運用状況報告）」※2025 年 12 月確認

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/97

1/r06.pdf） 

相模原市立公文書館ウェブサイト※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/shikanren/etc/1002758.html） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 旧城山町議会議場を改修し設置 ほか、施設外に書庫を設置 

施設構造 本館 鉄骨造３階建て 

延床面積 325 ㎡ 
※公文書館部分のみ 

書架面積等 書架延長 317ｍ 
※公文書館部分のみの書架延長、ほか施設外に別に書庫あり 

その他 本館に閲覧展示室、事務室、整理作業室を設置 

出所：相模原市立公文書館「相模原市立公文書館年報（令和６年度の運用状況報告）」※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/971/r06.pdf） 

相模原市立公文書館「利用案内リーフレット」 ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/758/

riyou_annai_leaflet.pdf） 

 

 

図表 ２－２－18 施設外観 

 
出所：相模原市立公文書館「利用案内リーフレット」 ※2025 年 12 月確認

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/758/riyou_a

nnai_leaflet.pdf）   
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図表 ２－２－19 施設入口と内観 

 
出所：相模原市「施設案内 市立公文書館」 ※2026 年１月確認

（https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/shisetsu/shikanren/etc/1002758.html） 

 

(ウ) 主な業務 

 歴史的公文書及び行政資料等の保存、利用、利用促進 

 公文書館の管理及び運営 

 

(エ) 主な取組・活動 

 企画展、講演会等の開催 

時宜に応じた特定のテーマに焦点を当て、関連する歴史的公文書や資料を紹介する展

示や講演会を実施している。 

 

図表 ２－２－20 案内チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：相模原市提供 
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 「公文書館ＫＯＢＯＲＥ話」の開催 

公文書館が所蔵する歴史的公文書の１冊をとりあげ、その公文書が作成された時代背景

やかかわる出来事などを公文書館学芸員が解説する取組で、公文書館及び歴史的公文書へ

の興味につなげるきっかけを提供している。 

 

 ウェブサイト上での資料検索システムの紹介 

相模原市では「相模原市現用公文書・歴史的公文書目録検索システム」をインターネッ

ト上で公開しているため、市の現用公文書及び歴史的公文書の情報を館外からも検索可能

である。 

歴史公文書等の検索対象は、1868 年（明治元年）から 2022 年まで3が検索対象となって

いる。また、検索結果から目録個別情報の閲覧ができ、資料の利用請求も、電子申請や郵

送で館外から可能となっている。 

 

図表 ２－２－21 システム検索画面 

 

出所：相模原市現用公文書・歴史的公文書目録検索システム ※2025 年 12 月確認    

         （http://kobunshomokuroku.city.sagamihara.kanagawa.jp/BK095/Search.aspx） 

 

 

図表 ２－２－22 ウェブサイトで確認可能な資料情報 

・分類番号・個別名称詳細 

・文書年度 

・サブタイトル 

・作成課 

・現在の主管課 

・保存期間 

・保存期間満了日 

・保存場所（書庫・主管課・電子のみ） 

・保存期間満了後の措置（歴史的公文

書、溶解） 

・利用区分（全部利用、一部

利用、利用制限、要審査） 

・管理番号 

・備考 

 

出所：相模原市現用公文書・歴史的公文書目録検索システム ※2025 年 12 月確認   

                 （http://kobunshomokuroku.city.sagamihara.kanagawa.jp/BK095/Search.aspx）より作成 

 

 

 
3 2025 年 12 月時点（続くシステム検索画面やウェブサイトで確認可能な資料情報も調査時点は同様である）。 
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③ 府中市立ふるさと府中歴史館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 府中市（人口 26.0 万人） 

所管組織 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 

設立年 2011 年 

根拠条例 府中市立ふるさと府中歴史館条例 

施設の位置付け 歴史館 
※例規上に、博物館法など法律に基づく位置付けは明記されていない 

職員数 29 名（2025 年時点） 

文書所蔵数 

・歴史的公文書資料 5,000 点 

・地域資料（府中市刊行物ほか）8,000 点 

・国府関連資料 2,500 点 
※2011 年時点 

出所：国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年 6 月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

府中市「府中市立ふるさと府中歴史館条例」（平成 22 年 12 月 24 日条例第 27 号） 

（https://www1.g-reiki.net/city.fuchu.tokyo/reiki_honbun/g130RG00000679.html） 

    
 

(イ) 施設概要 

設置方法 
改築（1967 年建設の市立図書館・郷土館の建物内部を改修し、リニュー

アルオープン） 

施設構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上３階建て 

延床面積 2,375.80 ㎡ 

書架面積等 282.09 ㎡ 
※資料庫、中間資料庫の面積 

その他 

１階：国府資料展示室（406.08 ㎡）、資料庫（256.83 ㎡）、中間資料庫

（25.26 ㎡）ほか 

２階：公文書史料室（170.42 ㎡）、公文書史料展示室（30.31 ㎡）、宮町

図書館ほか  

３階：国府資料室（72.00 ㎡）、会議室（137.00 ㎡）、ふるさと文化財課

事務室ほか 

出所：「開館２年を迎えたふるさと府中歴史館-公文書史料室の開設、そして現在」  

『アーカイブズ』第 50 号(国立公文書館 2013 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_50_p43 

.pdf）   
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図表 ２－２－23 ふるさと府中歴史館外観 

 
出所：国立公文書館「ジャパン・アーカイブズ・ディスカバリー“ふるさと府中歴史館”」ウェブサイト 

※2026 年１月確認 

     (https://www.archives.go.jp/jad/repository/item.php?id=10170&keyword=%E5%BA%9C%E4%B8%AD) 

 

(ウ) 主な業務 

 歴史的公文書史料の選別・整理・保存・公開 

 地域資料（府中市刊行物ほか）の収集・整理・保存・公開 

 公文書史料展示室の運営 

 レファレンス対応 

 

図表 ２－２－24 １階フロアマップと公文書史料室 

出所：フロアマップは府中市「ふるさと府中歴史館」ウェブサイト※2026 年１月確認 

（https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/fuchurekishikann/hurusatorekisikann.html） 

写真は国立公文書館「開館２年を迎えたふるさと府中歴史館-公文書史料室の開設、そして現在」『アーカイブズ』

第 50 号(2013 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_50_p43.pdf） 
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図表 ２－２－25 ２階フロアマップと公文書展示室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：フロアマップは府中市「ふるさと府中歴史館」ウエブサイト※2026 年１月確認 

（https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/fuchurekishikann/hurusatorekisikann.html） 

写真は国立公文書館「ジャパン・アーカイブズ・ディスカバリー“ふるさと府中歴史館”」ウェブサイト 

(https://www.archives.go.jp/jad/repository/item.php?id=10170&keyword=%E5%BA%9C%E4%B8%AD) 

 

(エ) 主な取組・活動 

 府中市行政文書調査受託事業（2016 年度） 

2000 年に府中キャンパスへ移転した東京外国語大学では、2012 年より文書館が設置され

ている。同学文書館では設置３年目となる 2014 年に府中市との連携の可能性について、検

討を開始した。これは、同時期に、市制 60 周年を記念する市史編さん委員として本学文書

館長らが参画したことなどが契機となり、2016 年度、表記事業を大学が受託した。 

ふるさと府中歴史館（以降「歴史館」）は、明治初期からの行政文書などが保管され、簿

冊単位の目録が整備され、図書館検索システムの利用も可能となっていたが、簿冊内の文

書件名の目録化は未実施であった。市史編さん事業や一般利用者の閲覧に係る不便解消、

今後、歴史館を公文書館として国立公文書の横断検索システムに連動させる等の観点か

ら、項目の追記が必要であったため、東京外国語大学の大学生が参加し、行政文書の簿冊

目録・件名目録の作成と、検索性向上に向けた調査等を実施した。   
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図表 ２－２－26 受託事業での目録作成風景 

 
出所：国立公文書館「大学文書館による大学－地域連携の試み～東京外国語大学と府中市立ふるさと府中歴史館の

連携事業」『アーカイブズ』第 71 号(2019 年 2 月） 

 (https://www.archives.go.jp/publication/archives/no071/8311) 

 

 連携企画展の開催（2016～2018 年度） 

東京外国語大学文書館と歴史館は、連携事業の活性化と前記受託事業の活動成果を紹介

するため、2016～18 年度にかけて連携企画展を継続して開催している。2017 年度の企画展

では、前記の受託事業や市史編さん事業により明らかとなった歴史事象を紹介する連携企

画展を開催し、歴史館より借り受けた行政文書等を、同学文書館で展示したほか、行政文

書とは何かを紹介するコーナーを設けるなど、歴史紹介にとどまらない企画展を開催し

た。 

この取組の結果、双方の情報発信と連携を通じた広報力の向上、双方の所蔵資料の活用

による内容の充実、連携による作業コスト低減等のメリット等が得られた。 

展示物の制作は、労務コストが高い一方、展示期間終了後の利活用が難しい。双方の制

作物を活用することで労務コストが大幅に削減されたほか、再利用の促進などの効果も 

あった。   
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図表 ２－２－27 2018 年度連携企画展のパンフレット 

  
出所：国立公文書館「大学文書館による大学－地域連携の試み～東京外国語大学と府中市立ふるさと府中歴史館の

連携事業」『アーカイブズ』第 71 号(2019 年 2 月） 

 (https://www.archives.go.jp/publication/archives/no071/8311) 

東京外語大学文書館アーカイブズ「地域連携事業」 

(http://www.tufs.ac.jp/common/archives/local_cooperation.html) 

 

 

参考資料：「大学文書館による大学－地域連携の試み～東京外国語大学と府中市立ふるさと府中歴史館の連携事業 

『アーカイブズ』第 71 号(国立公文書館 2019 年２月） 

(https://www.archives.go.jp/publication/archives/no071/8311) 

府中市ウェブサイト※2026 年１月確認 

(https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/fuchurekishikann/hurusatorekisikann.

html)   
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④ 埼玉県立文書館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 埼玉県（人口 737.9 万人） 

所管組織 教育局 

設立年 1969 年 

根拠条例 埼玉県立文書館条例 

施設の位置付け その他の教育機関 
※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条で規定 

職員数 32 名（2025 年時点） 

文書所蔵数 
・行政文書：約 24.7 万点（2024 年時点） 

・古文書：約 47.6 万点、ほか地図等 
出所：埼玉県立文書館「要覧第 43 号」2025 年度 

（https://monjo.spec.ed.jp/%E5%BD%93%E9%A4%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 新設 

施設構造 
RC 造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 

地下２階地上４階建て、塔屋１階あり 

延床面積 6,507 ㎡ 

書架面積等 3,314 ㎡ 
※周密書架（総延長約 30km） 

その他 閲覧室、講座室、展示室、修復室、作業室、ボランティア控室等あり 

出所：埼玉県立文書館「要覧第 43 号」2025 年度 

（https://monjo.spec.ed.jp/%E5%BD%93%E9%A4%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6） 

 

(ウ) 主な業務 

 収蔵資料の収集・整理・保存の充実 

 行政文書の受入、有効期限保存文書の選別 

 歴史的に重要な古文書、地図等の収集、参考図書の受入 

 収蔵資料の目録及びその検索手段の整備 

 レファレンスサービス 

 複写利用サービス 

 史料編さん 

 調査・研究 

 普及事業 

 収蔵資料を中心に展示する企画展の開催 

 県民向けの講習・講座、小学生向け体験教室 

 教員向けの研修 

 県・市町村職員のための文書資料取扱講習会  
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図表 ２－２－28 施設外観 

 

出所：国立公文書館ニュース「特集 意外と身近にある！あなたのまちにも公文書館」※2026 年１月確認

（https://www.archives.go.jp/naj_news/33/special.html） 

 

(エ) 主な取組・活動 

 小・中・高校生向けの出前授業・館内学習 

埼玉県立公文書館では、学校教育の支援の充実を組織の重点目標の一つに掲げ、児童・

生徒が埼玉の歴史や歴史学習に興味関心を持つきっかけとなることを目指している。 

その取組の一つとして、小・中・高等学校の社会科や特別活動、総合的な学習の時間を

活用した、学校への出前授業や学生向けの館内学習を実施している。 

2024 年度は、公民館への派遣やオンライン開催を含め 10 回の出前授業・出前講座を実

施したほか、歴史系学部・学科で学んでいる高校生・大学生に対する施設所蔵の古文書、

地図等の資料紹介や教員志望の大学生に対する社会科の授業・教材づくりの紹介等の研修

も行っている。   
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 教員研修 

学校との連携・協力に向けて、県や市町村主催の年次研修や各種学校の校内研修等への

支援を実施しており、2024 年度は、オンライン開催も含め、３回の教員研修を実施した。 

教員研修は、所要時間１～２時間程度で行われ、文書館内館外への講師派遣のいずれの

形態でも実施可能である。文書館での教員研修では、文書館の収蔵資料（行政文書・古文

書・地図）の解説や館内の案内のほか、資料リストの中から、授業に関連する文書を選択

し、資料を活用した指導案・教材開発に関するグループワーク研修、立体地図の教材や埼

玉県衛星写真、映像資料等を用いた授業づくりの研修プログラムが提供可能である。 

一方で、館外の出前の教員研修では、立体地図の教材や埼玉県衛星写真、映像資料等を

用いた授業づくりの研修を行っている。  

なお、公文書館資料の授業での利用につなげるため、小・中学校や高等学校の授業に関

連する収蔵資料リスト（資料情報に歴史に関する時代区分・キーワードを関連付けたも

の）を、施設ウェブサイトにて公開している。 

 

図表 ２－２－29 教員研修の様子 

 

出所：埼玉県立文書館ウェブサイト「職員研修」※2026 年１月確認 

   （https://monjo.spec.ed.jp/gakkourenkei/kyouinkensyu）   
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（３）デジタルアーカイブの整備・活用に関する事例 

本項では、デジタルアーカイブの整備や活用に関する取組事例を取り上げる。 

① 長野県 信州ナレッジスクエア・信州デジタルコモンズの取組 

(ア) 運営主体 

運営主体 長野県立長野図書館（公開機関） 

運用開始時期 2020 年 

 

(イ) デジタルアーカイブ運用開始に至る経緯 

2016 年に長野県立歴史館、長野県信濃美術館（現長野県立美術館）、信州大学附属図書

館、長野県立長野図書館の４団体が MLA 連携の枠組み「信州 知の連携フォーラム」を設置

し、2016 年 12 月に開催された第 1回目のトークセッションを契機として、施設間の関係

構築や施設間で連携した情報システム基盤が検討された。 

その際の「信州 知のプラットフォーム構想」が 2020 年に「信州ナレッジスクエア」と

して実現した。信州ナレッジスクエアは以下のオンラインコンテンツで構成されている4。 

 

図表 ２－２－30 信州ナレッジスクエア 

 

 
出所：信州デジタルコモンズ ウェブサイト（https://shinshu-dcommons.pref.nagano.lg.jp/） 

 

 

 
4 2025 年 12 月時点で長野県リポジトリは公開前である。 
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(ウ) デジタルアーカイブの機能 

連携団体 
長野県立歴史館、長野県立美術館、長野県立長野図書館、県内市町村図書

館・博物館・文書館・公民館等 
公開対象資料 行政文書、行政資料、古文書、絵地図、美術品、映像、写真・設計図等 

登録ファイル形式 メタデータ、画像データ 

主な運用規定 デジタルアーカイブ登録の運用、著作権処理 
出所：槌賀 基範「信州ナレッジスクエア」（デジタルアーカイブ推進コンソーシアム News letter No. 18 

2021 年） 

(https://dapcon.jp/wp-content/uploads/2021/10/news18.pdf） 

 

 信州デジタルコモンズの公開情報 

2010 年から長野県が運用してきた「信州デジくら」（移行時は長野県企画振興部情報政

策課が所管）を 2020 年に継承し、システム改修を経て、「信州デジタルコモンズ」として

新たに開設した。 

信州デジタルコモンズでは、県立文化施設の所蔵資料のデジタル化オープン化及び地域

の人々の生活に関する記録を画像や映像（ライセンス処理済のもの）で記録し、信州の

「知の共有地」として活用するための取組を推進している。 

2025 年 12 月時点では、長野県立長野図書館、長野県立歴史館、長野県立美術館、松沢

宥アーカイブ、安曇野市文書館が参加機関となっており、デジタル化した所蔵資料の公開

を行っているほか、県が作成した県の民俗・風俗等に関する映像資料も公開している。 

今後も、県や市町村立図書館・博物館・文書館等、文化資源を収集、整理（組織化）、保

存、提供する機能を持つ機関・団体、公民館や学校、民間等の活動主体との連携促進を通

じて、「信州の地域デジタルアーカイブ」として活用されるよう、取組を進めていく。 

 

図表 ２－２－31 信州デジタルコモンズ 検索画面 

 
出所：信州デジタルコモンズ ウェブサイト※2025 年 12 月確認 

     （https://shinshu-dcommons.pref.nagano.lg.jp/search） 
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図表 ２－２－32 信州デジタルコモンズ 登録録資料の公開情報例 

 
出所：信州デジタルコモンズ ウェブサイト※2025 年 12 月確認 

     （https://shinshu-dcommons.pref.nagano.lg.jp/search） 

 

参考資料：長野県「信州デジタルコモンズ ウェブサイト」（https://www.ro-da.jp/shinshu-dcommons/） 

槌賀基範「信州ナレッジスクエア」（デジタルアーカイブ推進コンソーシアム News letter No.18 2021 年 

(https://dapcon.jp/wp-content/uploads/2021/10/news18.pdf） 

森いづみ「信州 知の連携フォーラム（電子情報の共有化・新たな発信の展開／新たな人材育成）と「信

州デジタルコモンズ」について」2023 年２月 第６回信州・知の連携フォーラム 発表資料 

(https://researchmap.jp/izumimi/presentations/41484775） 

信州 知の連携フォーラム「地域資源の価値共有による地域創生を目指して ～過去・現在を未来へと架

橋するために「信州 知の連携フォーラム」が目指す姿～ 」 

(https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/library/mla-message20240201.pdf) 
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② 八潮市立資料館の取組 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 八潮市（人口 9.3 万人） 

所管組織 八潮市教育委員会文化財保護課 

設立年 1989 年 

根拠条例 八潮市立資料館条例 

施設の位置付け 資料館 
※例規上に、博物館法など法律に基づく位置付けは明記されていない 

職員数 14 名（2022 年時点） 
※博物館機能等にかかわる職員も含む 

文書所蔵数 88,065 冊 
※公文書のほか、役場文書、諸家文書、図書等を含む冊数 

出所：国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

八潮市「八潮市立資料館条例」（令和元年３月 28 日条例第５号） 

（https://www.city.yashio.lg.jp/reiki/reiki_honbun/e335RG00000301.html） 

 

(イ) 施設概要 

設置方法 新築（敷地内に明治期古民家あり） 

施設構造 鉄筋コンクリート造３階建て 

延床面積 2,295.38 ㎡ 

書架面積等 412 ㎡ 
※収蔵庫面積、公文書以外も保存 

その他 会議室、学習室、展示室、くん蒸室等 

出所：高山治「八潮市立資料館の活動」『アーカイブズ』第 43 号(国立公文書館 2011 年３月） 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_43_p87.pdf） 

 

図表 ２－２－33 施設外観 

 
出所：八潮市「八潮市立文書館 利用案内」※2026 年１月確認 

（https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/shisetsuguide/shiryokan/riyouannai.html） 
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図表 ２－２－34 八潮市立資料館 デジタルアーカイブの案内 

 

出所：八潮市「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」※2025 年 12 月確認 

（https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000748yashiooudan） 

 

 

(ウ) デジタルアーカイブ運用開始に至る経緯 

八潮市立資料館では、コロナ禍を機に、資料をインターネット上でも公開するため、デ

ジタルアーカイブの導入準備を本格的に開始した。 

2022 年７月にデジタルアーカイブの導入を決定したのちに、既存の職員用データベース

の情報も活用してデジタルアーカイブの準備を実施、2023 年３月よりデジタルアーカイブ

配信を開始した。 

 

(エ) デジタルアーカイブの機能 

公開対象資料 公文書（簿冊・件名）、古文書、写真のうち利用頻度が高いもの 

登録ファイル形式 メタデータ、画像データ 

主な運用規定 目録データ修正のため「八潮市立資料館資料目録マニュアル」を作成 
 

(オ) デジタルアーカイブの特徴 

同館のデジタルアーカイブでは、収蔵する公文書・古文書・写真の一部の目録が検索で

きるほか、一部資料はデジタル画像も閲覧可能である。また、デジタルアーカイブの利用

者増加につなげるため、館が運営する、八潮の歴史文化に関する情報提供サイト「れきナ

ビ‐やしお歴史辞典」や、公式 X（旧 Twitter）を通じて、デジタルアーカイブに登録して

いる資料の紹介も実施している。   
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図表 ２－２－35 詳細検索画面 

 

出所：八潮市「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」※2025 年 12 月確認 

       （https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000748yashiooudan） 

 

図表 ２－２－36 登録資料の公開情報例 

 

出所：八潮市「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」※2025 年 12 月確認 

       （https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000748yashiooudan） 

※資料のデジタルアーカイブ化が完了している場合、画像資料も併せて表示される。 
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図表 ２－２－37 登録資料の目録項目 新旧対照表 

 
出所：柴田愛「地域資料館におけるデジタルアーカイブの導入と課題‐八潮市立資料館を中心に‐」 

淑徳大学人文学部研究論集、2023 年、第 8号、p.53 の図表を元に、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティ 

ングにて作成 

※表の左側は既存の職員用データベースで管理していた項目 

※表の右側は、デジタルアーカイブ化に伴い整理・新規追加した項目（灰色の情報は利用者に非公開） 

 

参考資料：八潮市「八潮市立文書館 利用案内」※2026 年１月確認 

(https://www.city.yashio.lg.jp/kurashi/shisetsuguide/shiryokan/riyouannai.html) 

八潮市「八潮市立資料館デジタルアーカイブ」※2025 年 12 月確認 

(https://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000748yashiooudan) 

柴田愛「地域資料館におけるデジタルアーカイブの導入と課題‐八潮市立資料館を中心に‐」淑徳大学人

文学部研究論集、2023 年、第８号、p.47-60 

 

 

旧項目 新項目

ID ID

資料番号順

文書番号 資料番号

簿冊表題 資料名

出所 出所

宛所

年号

年 年（和暦）

年（西暦）

月 月

日 日

年月日順

年月日

形態 形態

縦（寸法）

横（寸法）

MF番号 マイクロフィルム番号

MF撮影年月日 マイクロフィルム撮影年月日

コマ数

製本番号 複製本番号

備考 備考

市史

目録

分類項目

分類小項目

閲覧制限

制限区分

制限理由

利用協議年度

データ公開

アクセス制限

所在 配架場所

箱番号

ファイル色

収集経緯

移管年度（和暦）

移管年度（西暦）

保存期間

旧箱番号

画像デジタル化年度

画像デジタル化箇所

件名目録作業

審査作業

更新日

件名有無

詳細画面のURL
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３ 他自治体における公文書管理施設の整備事例 

本節では、公文書施設の整備事例について整備方法の特徴を踏まえて５施設の事例を取り上げ

る。始めにそれぞれの施設の概要や施設整備の経緯を整理するとともに、施設の諸室について、機

能面の確認を行った。 

整備方法の特徴別に、公文書施設を単体で新設した例として①「川崎市公文書館」を取り上げる。 

既存施設のリノベーションにより、公文書管理施設を（単体で）整備した例として、②「常陸大

宮市文書館」と③「仙台市公文書館」を取り上げる。 

博物館等の別施設に公文書管理施設を併設する形態で新設した例として④「郡山市歴史情報博

物館」を、改修例として⑤「府中市立ふるさと府中歴史館」を取り上げる。 

 

（１）公文書管理施設の整備事例5 

① 川崎市公文書館 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 川崎市（人口 152.9 万人） 

所管組織 総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部公文書館 

設立年 1984 年 

根拠条例 川崎市公文書館条例 

施設の位置付け 公文書館 

職員数 13 名（2025 年時点） 

文書所蔵数 
歴史的公文書 5,825 簿冊、公文書館保存公文書 約 15.2 万簿冊、ほか

古文書、歴史図書等保存 
出所：川崎市公文書館ウェブサイト ※2026 年１月確認 

（https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/288-3-4-1-0-0-0-0-0-0.html） 

国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

 

(イ) 施設概要 

建設年 1984 年 

設置方法 新築 

施設構造 鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建て 

敷地面積 3,783.2 ㎡ 

建築面積 981.62 ㎡ 

延床面積 2,451.38 ㎡ 

書架面積等 1245.6 ㎡（書架総延長 11.27ｋｍ） 

※川崎市公文書館は、保存期間満了前の公文書の中間書庫機能も有する。 

出所：川崎市公文書館「事業概要（令和６（2024）年５月）」 

（https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000084/84938/R6jigyou.pdf） 

 
5 本節「３」でとりあげた５施設は、すべて公開情報を用いて整理・分析を行っている。特に「施設機能による諸室

の整理」に際しては、公開された図面を元に諸室と機能の関係を整理しており、非公開の階の図面や諸室情報につ

いては整理対象外である。また、公文書施設が博物館等に併設されるなど複合施設の一部等である場合は公文書施

設とは異なる機能は「その他諸室」で整理した（以下同様）。 
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図表 ２－３－１ 施設外観 

 
出所：川崎市生涯学習財団、Stage Up 246 号「市内公的施設等の紹介」

（https://www.kpal.or.jp/4_jyouhoushi/41_stageup/stageup_pdf/stageup246/stgeup246_p6.pdf） 

 

(ウ) 施設整備の経緯 

1980 年６月 川崎市情報公開準備委員会発足。情報公開制度の検討過程で、文書管理の徹底の
必要性が指摘され、文書を一元管理する公文書館構想が持ち上がる 

1981 年３月 川崎市公文書館構想委員会設置 

1982 年６月 総務局に情報公開準備室を設置 

1983 年１月 工事着工 

1984 年３月 竣工、事業費約８億４千万円 

1984 年 10 月 公文書館開設 

1985 年 10 月 川崎市公文書館条例施行、川崎市情報公開条例施行 

 

(エ) 施設機能による諸室の整理 

施設の機能配置の特徴としては、１、２階の書庫は、複数室を分散する形で配置してい

る点、資料形態・利用者（一般の方・職員）ごとに閲覧室を複数室配置（１，２階で３

室）している点、会議室を複数室配置（１，２階で３室）している点が挙げられる。 

保存機能 書庫、文書分類室、複製古文書室（書庫面積 1245.6 ㎡） 

公開機能 市政資料閲覧室、マイクロフィルム閲覧室、職員閲覧室 

管理機能 事務室、職員会議室、会議室、小会議室 

その他諸室・機能 文書搬入場、玄関ホール、トイレ、駐車場 
（参考）オンラインでの情報提

供サービス 
ウェブサイト上での目録公開 

１階書庫 ・公文書館保存公文書 ・文書保存箱 
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図表 ２－３－２ 施設図面(１・２階のみ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：川崎市公文書館「事業概要（令和６（2024）年５月）」より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング加工 

（https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000084/84938/R6jigyou.pdf） 

 

図表 ２－３－３ （参考）書庫への収蔵状況 

３階書庫 

・公文書館保存公文書 
・文書保存箱 
・保存期間延長文書及び保存箱 
・歴史的公文書 
・マイクロフィルム 
・古文書 
・市政資料 

２階書庫 
・公文書館保存公文書 
・文書保存箱 
・市政資料 

中２階書庫 
・公文書館保存公文書 
・保存期間延長文書 

１階書庫 
・公文書館保存公文書 
・文書保存箱 

 

(オ) 施設の整備費用 

約 8 億 4000 万円（※1984 年時点） 

 

参考資料：川崎市公文書館「事業概要 令和６（2024）年５月」、図面は資料 p.４掲載の図面を三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティングにて加工 

(https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000084/84938/R6jigyou.pdf) 

国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月） 

川崎市公文書館「事業概要 令和６（2024）年５月」 

(https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000084/84938/R6jigyou.pdf)   
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② 常陸大宮市文書館 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 常陸大宮市（人口 3.8 万人） 

所管組織 教育委員会 文化スポーツ課 

設立年 2014 年 

根拠条例 常陸大宮市文書館の設置及び管理に関する条例 

施設の位置付け 公文書館 
※条例で公文書館法及び地方自治法第 244 条の２第１項を引用し、位置付け 

職員数 ７名（2025 年時点）  

文書所蔵数 
歴史的公文書 49,602 点 旧町村役場文書 6,000 点 地域史料 11,800 点 

図書 12,000 点 写真 4,926 点（2025 年時点）  

出所：国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）    

                （https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

 

(イ) 施設概要 

建設年 1988 年築、2013 年一部改築 

設置方法 リノベーション 

施設構造 RC 造 地上３階建て 

敷地面積 不明 

建築面積 不明 

延床面積 1,452.90 ㎡ 

書架面積等 604.60 ㎡（書架総延長 910ｍ） 

出所：国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

常陸大宮市ウェブサイト「公文書館とは」 ※2025 年 12 月確認 
（https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/kankou_bunka/bunka_shisetsu/bunshokan/page002052

.html） 

 

図表 ２－３－４ 施設外観 

 
出所：常陸大宮市ウェブサイト「公文書館とは」 ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/kankou_bunka/bunka_shisetsu/bunshokan/page002052.html） 
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(ウ) 施設整備の経緯 

2005 年 町村合併後、文書管理をファイリングシステムに移行し、旧町村の永年保存文書
を廃校施設に集約 

2008 年 公文書館設置を公約とする市長が当選 

2009 年５月～近隣自治体の公文書館の視察開始、庁内検討委員会を開催 

2010 年３月 廃校後の小学校校舎を予定地として決定 

2011 年４月 予定施設の一部エリア（体育館）の利用開始 

2013 年 12 月 施設の改修工事着工。改修費用を考慮し、歴史民俗資料館と独立し文書館を設置 

2014 年６月 施設及び管理に関する条例施行 

2014 年 10 月 文書館開館 

出所：常陸大宮市「文書館パンフレット」 

（https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1452754140_doc_1_0.pdf） 

 

 

(エ) 施設機能による諸室の整理 

施設の機能配置の特徴としては、校舎を転用するにあたり、資料保存・防犯・防火・防

虫上の課題に対し、改修・利用上の工夫で対応したことが挙げられる。 

保存機能 

保存書庫 ９室・計 604.60 ㎡ 

資料室 130.60 ㎡ 

作業室 120.97 ㎡（作業室内にくん蒸室あり） 
※常時温湿度管理ができる空調の完備が難しく、各部屋に１台ずつ除湿器を設置 

※廃校舎を活用したため、教室の窓を合板で遮光 

※防犯・防湿のため、1階の閲覧室から２階以上の保存書庫までには三重の防火扉を

設置 

公開機能 閲覧室、会議室 ※来館者は１階部分のみ利用可能で、全館土足禁止。 

管理機能 事務室 130.81 ㎡ 

その他諸室・機

能 

エントランスホール、小荷物専用昇降機（給食用昇降機の転用）、階段、

トイレ  
※漏水による史料の被災防止や管理コスト面から、水道・トイレは１階のみに設置 

※北側非常階段は害虫や汚れ予防のため原則使用しない 

（参考）オンラ

インでの情報提

供サービス 

なし（目録データベースは館内 PC で検索し、閲覧・複写・撮影を申込み、

即日閲覧可（一部文書は審査後に閲覧日を指定） 

職員数 ７名（2024 年時点） 

文書所蔵数 36,697 点（2024 年時点） 

出所：国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

常陸大宮市ウェブサイト「公文書館とは」 ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/kankou_bunka/bunka_shisetsu/bunshokan

/page002052.html）   
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図表 ２－３－５ 施設図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：常陸大宮市「文書館パンフレット」を元に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて加工 

（https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/data/doc/1452754140_doc_1_0.pdf） 

 

(オ) 施設の整備費用（廃校となった小学校校舎の改修） 

約 9,770 万円（うち合併特例債 5,290 万円、社会資本整備総合交付金 4,200 万円） 

 

参考資料：常陸大宮市ウェブサイト「公文書館とは」 

(https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/kankou_bunka/bunka_shisetsu/bunshokan/pag

e002052.html) 

高村恵美「常陸大宮市における公文書・地域史料の保存と活用について」全史料協会報 No.99,pp.29-

31,2016 年３月 

   

保存機能

公開機能

管理機能

その他諸室・機能
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③ 仙台市公文書館 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 仙台市（人口 106.6 万人） 

所管組織 文書法制課 

設立年 2023 年 

根拠条例 仙台市公文書等の管理に関する条例 

施設の位置付け 
公文書館 
※条例で公文書館法（昭和六十二年法律第百十五号）第五条第一項の規定に基づき

公文書館を設置するとしている 

職員数 ９名（仙台市公文書館年報第１号（2023 年時点））  

文書所蔵数 
16,352 点（2025 年３月 31 日時点） 

公文書（合併旧自治体を含む）、旧公図・土地台帳、写真、刊行物、仙台

市史編さん資料 
出所： 国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

(イ) 施設概要 

建設年 1986 年築（1987 年に開校・2015 年に閉校した仙台市立貝森小学校） 

設置方法 リノベーション（2021 年竣工） 

施設構造 鉄筋コンクリート造 地上５階建て 

敷地面積 2,449.90 ㎡ 

建築面積 948.62 ㎡ 

延床面積 3,698.45 ㎡ 

書架面積等 書架総延長 3.7km 

出所： 国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

図表 ２－３－６ 施設外観 

 
出所：当該施設へのヒアリング時に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて撮影 
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(ウ) 施設整備の経緯 

1987 年に公文書館法が制定されて以降、歴史資料として重要な公文書等を保存、閲覧す

るための施設として将来的な公文書館設置の必要性は認識されていたものの、仙台市では

具体的な検討に至らない状況が続いていた。その後、2008 年と 2015 年の二度にわたり、

仙台市史編さん委員会から仙台市長あてに提言書が提出され、市史編さん事業に伴い収集

された貴重な資料の散逸を防止し、継続的な保存と利用を可能とするため公文書館の整備

が必要であるとの提言がなされた。 

また、2009 年には「公文書等の管理に関する法律」が制定され、地方公共団体に対して

も、この法律の趣旨にのっとり、保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を定め、

実施することが求められるようになった。ここで求められる「必要な施策」には、行政上

の必要から利用や保管をしている、いわゆる「現用文書」だけでなく、現用を終えた歴史

的公文書の適切な保存及び利用も含まれると解されている。 

その後、提言を受け仙台市における歴史的公文書の保存及び利用に向けた取組の第一歩

として、まずは歴史的公文書を選定する基準を新たに設けることとし、2015 年３月に「歴

史的公文書の収集選別基準」が策定された。 

公文書館の整備に向けては、2015 年３月に閉校した仙台市立貝森小学校の旧校舎を活用

することに決定し、2018 年度に総務局総務部文書法制課内に「公文書館設置準備室」を設

置して、開館に向けた準備を進めることとなった。 

2008 年 12 月 「仙台市史編さん事業に関する提言書」（仙台市史編さん専門委員会） 

2009 年７月 「公文書等の管理に関する法律」公布 

2013 年８月 「仙台市史編さん事業の収束についての提言書」（仙台市史編さん専門委員会） 

2015 年３月 「歴史的公文書の収集選別基準」策定、仙台市史編さん事業終了 

2017 年２月 閉校した旧・貝森（かいがもり）小学校校舎を利活用した公文書館設置を決定 

2018 年４月 公文書館設置準備室を設置 

2020 年７月 （仮称）仙台市公文書館運営検討会議を設置 

    ９月 旧貝森小学校校舎の改修工事着工（2021 年年７月竣工） 

2021 年４月 所蔵する歴史的公文書等を登録、検索するための「仙台市公文書館目録システ
ム」を構築開始（2022 年６月構築終了） 

2022 年３月 所蔵資料を施設内書庫に搬入 

    ８月 所蔵資料をくん蒸処理 

   11 月 公文書館設置準備室を施設内に移転 

2023 年３月 「仙台市公文書等の管理に関する条例」制定 

    ７月 仙台市公文書館開館 

出所：仙台市ウェブサイト「仙台市公文書館 設置までの経緯」 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/documents/setti-keii.pdf） 

仙台市ウェブサイト「仙台市公文書館 開館までの経緯」 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/documents/kaikan-keika.pdf） 

公文書等管理条例の制定と仙台市公文書館の開館について※2026 年１月確認 

（2024 年７月 30 日 第５回公文書管理フォーラム 仙台市 総務局文書法制課） 

（https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/local/koubunforum/20240730haifu/0730haifu3.pdf） 
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(エ) 施設機能による諸室の整理 

施設の機能配置の特徴としては、校舎を転用するにあたり、調理室を文書の補修等を行

う部屋にすることで、館内への文書の搬入出を効率化した点や給食配膳用の昇降機を書庫

からの文書の入書庫に利用している点や書庫中心に内壁を設置し、保存環境の温度を安定

させたこと等がある。 

保存機能 
書庫（２～４階） 

作業室・荷解室、撮影室 

公開機能 閲覧室、展示室、休憩室、会議室・セミナールーム 

管理機能 事務室、会議室、倉庫等（１階）、屋上倉庫（５階） 

その他諸室・機

能 
エントランスホール、小荷物専用昇降機（給食用昇降機の転用）、階段、

トイレ  

（参考）オンラ

インでの情報提

供サービス 
あり（目録データベースを用いインターネット申請が可能。） 

職員数 ９名（仙台市公文書館年報第１号（2023 年時点））  

文書所蔵数 16,352 点（2025 年３月 31 日時点） 

出所： 国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

図表 ２－３－７ 施設図面 

 

 

出所：仙台市公文書館 リーフレット 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/documents/koubunshokan-leaflet.pdf） 
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図表 ２－３－８ くん蒸作業の様子 

 

出所：仙台市ウェブサイト ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/koubunshokan.html） 

 

図表 ２－３－９ 修復作業の様子 

 

出所：仙台市ウェブサイト ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/koubunshokan.html） 

 

図表 ２－３－10 配架作業の様子 

 

出所：仙台市ウェブサイト ※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/koubunshokan.html）   
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(オ) 施設の整備費用（廃校となった小学校校舎の改修） 

2017 年から 2023 年までの 7 年間で 701,443 千円（うち、公文書館施設整備債 490,600

千円、行革債 10,000 千円、特別減収対策債 35,000 千円、一般財源 175,843 千円） 

 

参考資料：仙台市公文書館 リーフレット ※2025 年 12 月確認 

(https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/documents/koubunshokan-leaflet.pdf) 

公文書等管理条例の制定と仙台市公文書館の開館について（2024 年７月 30 日 第５回公文書管理フォー

ラム 仙台市 総務局文書法制課） 

(https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/local/koubunforum/20240730haifu/0730haifu3.pdf) 

JIMMA 歴史的公文書を後世へつなげる仙台市公文書（IM 2024 年３・４月号） 

(https://www.jiima.or.jp/wp-content/uploads/im-pdf/kobunshokanri_2024.pdf)   
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④ 郡山市歴史情報博物館 

(ア) 団体情報・体制等 

設立団体 郡山市（人口 31.7 万人（2025 年 9 月 1 日現在）） 

所管組織 文化スポーツ観光部 

設立年 2025 年 

根拠条例 郡山市歴史情報博物館条例 

施設の位置付け 
登録博物館 
※2025 年６月 27 日博物館法における「登録博物館」として登録された、東北で初の

公文書館機能を有する登録博物館 

職員数 
21 名 
※内訳は館長、副館長、ＭＬＡ連携企画係が 12 名、歴史公文書係が 9名（正職員５

名（係兼務職員２名を含む）、会計年度任用職員４名） 

文書所蔵数 公文書 6,217 点、歴史資料 69,000 点（2025 年時点）  

出所：当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

(イ) 施設概要 

建設年 2025 年 

設置方法 新築 

施設構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（地下１階、地上１階） 

敷地面積 4,006.89 ㎡ 

建築面積 2,588.66 ㎡ 

延床面積 3,534.72 ㎡ 

書架面積等 収蔵庫面積：1,014 ㎡ 
※うち 442 ㎡が文書資料・特定歴史公文書用 

出所：当該施設へのヒアリング時の提供情報 

 

(ウ) 施設整備の経緯 

2011 年に発生した東日本大震災より多くの自治体が文化施設や教育施設などに深刻な被

害を受け、貴重な史料が損壊、あるいは散逸の危機にさらされた。郡山市においても、震

災以前から長年にわたり市の歩みを記録した行政文書や歴史資料の保存・活用の在り方が

課題とされた。こうした問題意識等を経て、公文書管理施設の設置についての本格的な検

討を開始した。歴史資料保存整備検討委員会の設置を機に、基本構想策定、基本計画策

定、基本設計、実施設計を進め、約 10 年の検討等を経て施設が開館した。 

2014～15 年 郡山市歴史資料保存整備検討委員会設置 

2016～18 年 （仮称）郡山市歴史情報・公文書館基本構想の策定 

2019 年   （仮称）郡山市歴史情報・公文書館基本計画の策定 

2020 年   （仮称）郡山市歴史情報・公文書館基本設計 

2021 年   （仮称）郡山市歴史情報・公文書館実施設計 

2022 年 12 月～2024 年 10 月 建設主体工事  

2025 年３月 開館 

出所：当該施設へのヒアリング時の提供情報 
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図表 ２－３－11 施設外観 

 
出所：郡山市歴史情報博物館ウェブサイト「施設案内」※2025 年 12 月確認 

（https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/134829.html） 

 

図表 ２－３－12 施設入口 

 
出所：当該施設へのヒアリング時に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて撮影   
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図表 ２－３－13 収蔵庫写真 

 
出所：当該施設へのヒアリング時に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて撮影 

 

(エ) 施設機能による諸室の整理 

施設の機能配置の特徴としては、１階に公開機能、地階に保存機能を集中させたゾーニ

ングを行っている。なお、本施設は新設のため、比較的自由度高く各機能の室面積を設

定・配置が可能であった。 

保存機能 
書庫、収蔵庫、特別収蔵庫、一時保管庫、資料整理室 

（収蔵庫面積 1,014 ㎡） 

公開機能 

資料閲覧室（36 ㎡）、常設展示室（566 ㎡）、企画展示室（111 ㎡）、交通

と交流のギャラリー（48 ㎡）、地域ギャラリー（47 ㎡）、多目的ルーム（67

㎡）、シアター、オープンスペース（120 ㎡、イベント等利用） 

※展示室では、公文書を用いた歴史的な証言を紹介し、市政の意思決定の記録や地

域の変遷を視覚的に伝える工夫を施しているほか、資料閲覧室では博物館資料及

び特定歴史公文書等の閲覧時に参考となる図書を配架 

※情報検索端末を配置し、特定歴史公文書等を含む多様な資料をデジタルアーカイ

ブを通した自由な閲覧を可能とすることで「見る・調べる・学ぶ」の一体的なサー

ビスを提供 

管理機能 事務室、小会議室、第２事務室 

その他諸室・機

能 
荷解室、荷解ホール、ロビー、控室、更衣、救護室、風除室、機械室、

倉庫、ガス消火ボンベ庫、トイレ、階段、エレベーター 

（参考）オンラ

インでの情報提

供サービス 

デジタルアーカイブシステムを構築し、館内及びインターネット上での

目録データの公開とデジタル画像の一部閲覧を実施 
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図表 ２－３－14 施設図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：郡山市ウェブサイト「（仮称）郡山市歴史情報・公文書館建設主体工事」（※2025 年 12 月確認）を元に 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて加工 

（https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/225/108094.html） 

 

(オ) 施設の整備費用 

30 億 6,112 万円（施設関係工事費分 ※当該施設へのヒアリング時の提供資料による。 

 

参考資料：郡山市「郡山市歴史情報博物館ウェブサイト」※2025 年 12 月確認 

(https://www.city.koriyama.lg.jp/site/historymuseum/134829.html) 

郡山市「2024 年 10 月 月例市長記者会見 資料１『歴史情報博物館の開館について』」 

嶋根裕一「開かれた歴史情報拠点へ～公文書館機能と博物館機能の融合～」『アーカイブズ』第 97 号（国

立公文書館 2025 年８月） 

(https://www.archives.go.jp/publication/archives/no097/17401) 

当該施設へのヒアリング時の提供資料 

   

保存機能

公開機能

管理機能

その他諸室・機能

第 2 事務室 
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⑤ 府中市立ふるさと府中歴史館の施設 

(ア) 団体情報・体制等 【再掲】 

設立団体 府中市（人口 26.0 万人） 

所管組織 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 

設立年 2011 年 

根拠条例 府中市立ふるさと府中歴史館条例 

施設の位置付け 歴史館 
※例規上に、博物館法など法律に基づく位置付けは明記されていない 

職員数 29 名（2013 年時点） 

 

(イ) 施設概要 

建設年 2011 年 

設置方法 
改築（1967 年建設の市立図書館・郷土館の建物内部を改修し、リニュー

アルオープン） 

施設構造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上３階建て 

敷地面積 2,112 ㎡ 

建築面積 1,046.84 ㎡ 

延床面積 2,375.80 ㎡ 

書架面積等 282.09.㎡ 
※資料庫、中間資料庫の面積 

出所：「開館２年を迎えたふるさと府中歴史館-公文書史料室の開設、そして現在」 『アーカイブズ』第 50 号(国立

公文書館 2013 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-content/uploads/2015/03/acv_50_p43.pdf） 

府中市「公共施設カルテ（令和３年度版）」 

（https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/shisetu_infra/koukyoushisetu/hakusho-

karute.files/fuc22b07p_f15public_facilities.pdf） 

 

(ウ) 施設整備の経緯 

本施設は、1967 年に市立図書館・郷土館として開館した施設をリノベーションし、2011

年に府中市立ふるさと府中歴史館として開館したものである。 
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(エ) 施設機能による諸室の整理 

施設の機能配置の特徴としては、情報公開機能は１・２階に、管理機能は３階に分けて

配置されている点、資料庫は、ほかの機能と別棟に配置されている点が挙げられる。 

保存機能 １～３階 資料庫（256.83 ㎡）中間資料庫（25.26 ㎡） ほか 

公開機能 

１階 国府資料展示室（406.08 ㎡） 

 公文書史料室（170.42 ㎡） 

２階 公文書史料展示室（30.31 ㎡）等 

３階 国府資料室（72.00 ㎡） 

管理機能 ３階 府中市ふるさと文化財課事務室 等 

その他諸室・機能 宮町図書館、トイレ、ＥＶ、階段 

（参考）オンライ

ンでの情報提供サ

ービス 

所蔵する資料のデータ管理については、図書館オンラインシステムに

乗せて運営 

 

図表 ２－３－15 施設図面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：府中市「ふるさと府中歴史館」ウェブサイト 

2026 年１月確認を元に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて加工 

（https://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/gekijo/fuchurekishikann/hurusatorekisik

ann.html） 

保存機能

公開機能

管理機能

その他諸室・機能
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４ 視察・ヒアリング調査 

 

（１）調査概要 

全国の公文書館等の事例のうち、廃校等の既存施設を利活用した事例、博物館と併設した事

例、デジタルアーカイブに関する事例など、厚木市において参考となり得る事例について、WEB

調査では得られない生の情報等を入手し、今後の厚木市における方向性等の検討に際しての参

考とすることを目的として、視察・ヒアリング調査を実施した。 

計５つの事例を選定し、訪問のうえ、それぞれ２時間程度の視察・ヒアリングを行い、聞き

取りした内容等のポイントを整理した。 

なお、調査対象とした事例と調査実施日は図表 ２－４－１のとおりである。 

 

図表 ２－４－１ 視察・ヒアリング調査の実施概要 

調査実施日 調査対象（訪問先） 施設整備方法 

2025 年 10 月８日(水) 
「信州デジタルコモンズ」（長野県立長野図書館） デジタルアーカイブ 

上越市公文書センター 既存施設利用 

2025 年 10 月９日(木) 長岡市歴史文書館 既存施設利用 

2025 年 10 月 15 日(水) 仙台市公文書館 既存施設リノベーション 

2025 年 10 月 16 日(木) 郡山市歴史情報博物館 新設（博物館併設） 

出所：機構作成 
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（２）各館等の概要 

 ア．上越市公文書センター 

 上越市史編さん事業が 2005 年３月に完了し、編さん事業で収集した歴史資料や公文書の保

存と公開を目的として総務管理課内に公文書センターを設置した。 

 当初は清里区総合事務所（旧清里村役場）の庁舎の３階部分を公文書センターとして活用

（のちに２階へ移動し、３階部分は書庫とする）。 

 

図表 ２－４－２ 施設概要及び保有資料・利用状況 

施設概要 

住所 新潟県上越市清里区荒牧 18 番地 清里区総合事務所内 

開館日 2011 年６月 

施設構造 鉄筋コンクリート造 3階建て 

延床面積 1,969 ㎡ 

整備方法 既存施設利用 

機能モデル 小規模型 

計画上の位置づけ なし 

職員数（調査時点） ９名（正規職員６名 会計年度３名） 

 

保有資料・利用状況 

選定資料範囲 公文書、古文書 

保有資料点数 25,588 冊（2025 年 2 月末、歴史公文書のみ） 

受入れ文書量（年） 8,968 冊（2024 年度） 

デジタルアーカイブ 

・上越市ホームページで、古文書等の目録を一部公開 

・新潟県立図書館の越後佐渡デジタルライブラリーで、所蔵資

料の一部を画像にて公開 

来館者数 60 名（2024 年度） 

歴史的公文書の利用請求件数 35 件（2024 年度） 

出所：機構作成 

 

図表 ２－４－３ 上越市公文書センターが入る清里区総合事務所の外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：機構職員にて撮影 
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① 施設整備において工夫した点 

 廃校になった小学校３校などを外部書庫として利用しているが、特に、上越市役所や

公文書センターに近い書庫へ重点的に保管することで利便性の確保を図っている。 

 公文書センターで保存中の公文書を庁内利用したい場合、電話一本で、翌日には手元

に届くような仕組みを整えている。公文書は、保存種別（長期、１０年、５年）や作

成年度ごとに部屋を分け、組織表順に配列して保存することにより、各課から文書搬

出の依頼があった際に速やかな対応が可能になっている。 

 公文書センター設置時は「きめ細かな交付金」や「住民生活に光をそそぐ交付金」と

いう国庫補助金等を利用したことで、一般財源の負担を少額に抑えることができた。 

 

② 施設の特徴 

 旧村役場の議場を合併後に書庫へリノベーションしたこともあり、湿度の変化が少な

いなど、保存環境が比較的良好である。 

 廃校を利用した外部書庫については、警備会社との契約、物品棚や暗幕の導入等を行

い、保存環境を整備している。 

 エレベーターの新設等の大規模な改修を避けることで、比較的安価な予算で書庫への

転用を可能にした。 

 

図表 ２－４－４ 上越市公文書センター館内の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：機構職員にて撮影 

 

③ イベント・情報発信における主な取組み 

 古文書整理ボランティアの周知を随時行い、参加者を募っている。ボランティアへの

参加を通して市民が古文書に触れる機会を創出し、古文書への興味関心の醸成や、古

文書保管の必要性に関する意識啓発を行う。 

 毎年度、中堅・若手職員を対象に公文書管理に関する職員研修を実施し、公文書管理

の重要性を周知している。 

 収蔵している公文書の命名等のルールを決めている。しかし、各課に対して完璧な作

業を求めているわけではなく、通常業務の負担にならない程度にルールに沿った作業

に協力してもらい、最終的に公文書センターで確認調整し文書リストを完成させてい

る。 

マイクロフィルムスキャナー 収蔵エリア（旧村役場の議場） 
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④ 課題と今後の展望 

 長期保存文書、歴史公文書や古文書を保管するスペースが不足している。 

 職員のマンパワーが不足している。現用文書の整理や歴史公文書の選別などに毎年度

４ヶ月ほど費やしている。 

 異動などに備え、後進を育成していく必要がある。 

 

 イ．長岡市歴史文書館 

 長岡市史編さん室と長岡市立中央図書館文書資料室（長岡市立互尊文庫内）を前身とする。 

 現在の施設は、勤労者の余暇活動の充実と健康増進を目的とした施設であった旧「サンライ

フ長岡」をリノベーションし、開設したものである。 

 旧トレーニング室を講座室や閲覧・展示室として活用し、駐車場も利用に十分な収容能力を

持つなど、キャパシティに余裕を持たせた広々とした施設となっている。 

 

図表 ２－４－５ 施設概要及び保有資料・利用状況 

施設概要 

住所 新潟県長岡市長倉西町４５８－７ 

開館日 2023 年７月 

施設構造 鉄筋コンクリート造４階建 

延床面積 1,532.72 ㎡ 

整備方法 既存施設利用 

機能モデル 公開機能重視型（独立型） 

計画上の位置づけ なし 

職員数（調査時点） ８名（正規職員２名 会計年度任用職員６名） 

 

保有資料・利用状況 

選定資料範囲 古文書、公文書、図書資料、その他文書など 

保有資料点数 約 226,393 点（2024 年度） 

受入れ文書量（年） 

・古文書等：3,591 点 

・歴史公文書：575 点 

・図書資料：427 点 

（全て 2024 年度） 

デジタルアーカイブ なし（ホームページにて保有文書の目録を一部公開） 

来館者数 2,444 名（2024 年度） 

歴史的公文書の利用請求件数 ４件（2024 年度） 

 

出所：機構作成 
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図表 ２－４－６ 長岡市歴史文書館フロアマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：長岡市立図書館ホームページ 

 

① 施設整備において工夫した点 

 設立にあたり、いくつかの候補地があったが、利用者の利便性と立地の拠点性を確保

すること、施設を整備・拡充していくことを考慮し、選定した。 

 河川沿いのため、浸水危険性のある区域に指定されているが、収蔵エリアを上階に設

けることで、増水害のリスクに対応している。 

 資料保存のための書庫の他、旧互尊文庫では確保できなかった展示室スペース及び講

座室を設けた。 

 

② 施設の特徴 

 １階を施設利用者エリア、２・３階を収蔵エリアとして整備している。 

 来館者が利用するに十分なだけの駐車場を確保できており、車社会である長岡市住民

の利用に適した造りになっている。 

 飲食物運搬用として使用していた小エレベーターを、資料の運搬用に整備・活用して

いる。 

 

図表 ２－４－７ 長岡市歴史文書館館内の様子 

 

 

 

 

 

 

出所：機構職員にて撮影 

 

 

講座室 収蔵エリア 
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③ イベント・情報発信における主な取組み 

 歴史文書館内の講座室で古文書解読講座や講演会等を実施している。 

 資料ボランティア活動も講座室内で実施している。 

 2025 年の夏に、親子向けの講座「親子れきし教室」を開講した。 

 小中学校に対して歴史文書館事業を周知している。 

 

④ 課題と今後の展望 

 勤労者福祉施設である旧「サンライフ長岡」を活用しているため、資料収蔵環境が温

湿度管理などの点から見て十分ではなく、保存環境維持管理のためにマンパワーが割

かれている。 

 歴史文書館及び館外の保管書庫は既存施設を転用しており、資料保存環境の整備・施

設の老朽化への対応が必要であるが、修繕に多額の費用がかかるため、取り掛かるこ

とが難しい。一方で、館外保管施設の新設も難しい。 

 システム担当の業者が変わった場合のデータ移行に不安がある。 

 長岡市役所内で文書の電子化を推奨している一方、電子化された歴史公文書を閲覧す

る環境の整備が十分とはいえない。 

 資料公開に関する法整備と公文書の電子化・歴史公文書閲覧体制整備を促進すること

により、市民の公文書に関する興味関心や問題意識を高めていく。 
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 ウ．仙台市公文書館 

 2015 年３月に廃校となった旧仙台市立貝森小学校の校舎を改修した施設。周囲は急な坂道

の続く住宅地であり、仙台駅からはバスで 30 分ほどの距離にある。 

 仙台市史編さん委員会から 2008 年と 2013 年の二度にわたり、市史編さん事業に伴い収集さ

れた貴重な資料の散逸を防止し、継続的な保存と利用を可能とするため、公文書館の整備が

必要であると提言がなされていた。 

 

図表 ２－４－８ 施設概要及び保有資料・利用状況 

施設概要 

住所 宮城県仙台市青葉区貝ケ森５丁目６番１号 

開館日 2023 年７月 

施設構造 鉄筋コンクリート造地上５階建 

延床面積 3,698.45 ㎡ 

整備方法 既存施設のリノベーション（単独） 

機能モデル 保存機能重視型 

計画上の位置づけ なし 

職員数（調査時点） ９名 [内訳]事務職員：４名、学芸員：５名 

 

保有資料・利用状況 

選定資料範囲 公文書、刊行物、その他資料 ※すべて紙資料のみ 

保有資料点数 歴史的公文書 17,875 点（2025 年 12 月９日現在） 

受入れ文書量（年） 歴史的公文書 846 件（2024 年度） 

デジタルアーカイブ 非対応 

来館者数 247 名（2024 年度） 

歴史的公文書の利用請求件数 289 件（2024 年度） 

 

出所：機構作成 

 

図表 ２－４－９ 仙台市公文書館フロアマップ（１階） 

  

 

 

 

 

出所：仙台市公文書館リーフレット 

 

① 施設整備において工夫した点 

 整備期間がコロナ禍と重複していたため、先進自治体への視察等による情報収集が困

難な状況であったが、先進自治体に電話等でのヒアリングを行うとともに、有識者５

名からなる「（仮称）仙台市公文書館運営検討会議」での議論を基に検討したこと。 
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 廃校を活用したリノベーション施設ということで、適切な文書保存環境の確保のた

め、書庫内に内壁を設置し、遮光・遮熱対応をしたこと。また、温湿度管理のため、

３階までのすべての部屋に空調や除湿器を設置するとともに、廊下側の扉や壁も新設

した。 

② 施設の特徴 

 保存機能重視型の施設ではあるが、仙台市の歴史についての展示スペースや休憩室な

ども設置している。 

 旧仙台市立貝森小学校にまつわるパネルや校章などを展示しており、それを目的に貝

森小学校の卒業生が来館することもある。 

 手の皮脂や汗等による資料の劣化を防ぐため、資料の閲覧前に手洗いをすることとし

ており、手洗い場が資料閲覧室前に設けられている。 

 １階が事務室や展示室と閲覧室、２～３階が書庫となっている。将来的には４階まで

書庫とする想定だが、現在は使用しておらず、書庫の余裕率は高い状況である。 

 元小学校ということで、給食運搬用の小荷物専用昇降機があったため、現在は文書を

書庫に搬入する際の昇降機として重用している。（文書を書庫に搬入するための新たな

エレベーター等の整備は行っていない。） 

 施設の立地として、川が近く、湿度が上がりやすいことから、エアコンの除湿機能だ

けでなく、独立型の除湿器を稼働させていたが、土日休みの間にタンクが満水となり

除湿器が停止していることも多く、やはり自動排水のできる除湿器が必要だというこ

とで、2024 年度にドレン排水ができる 24 時間稼働の除湿器を導入した。 

 

図表 ２－４－10 仙台市公文書館館内設備・展示 

 

 

 

 

 

 

出所：機構職員にて撮影 

 

③ イベント・情報発信における主な取組み 

 地域住民向けとして、回覧板での案内チラシの配布を実施した。 

 全国の公文書館施設及び地域のミュージアム施設との連携を図るため、全国歴史資料

保存利用機関連絡協議会や仙台・宮城ミュージアムアライアンス等の団体に加盟して

いる。 

 市街地での企画展へ積極的に参加することで、公文書館の認知度向上を図っている。 

卒業制作作品（写真） 小荷物昇降機 閲覧室前手洗い場 
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図表 ２－４－11 仙台市公文書館が参加した展示会（2025 年） 

開催場所 展示内容 

仙台市戦災復興記念

館（仙台市青葉区大

町２丁目 12-１） 

 

企画展名 戦災復興展 

主催 仙台市 

協力・共催 

東北大学学術資源研究公開センター史料館、東北学院史資料セ

ンター、仙台・空襲研究会、（株）プランニングオフィス社りら

く編集部、仙台ひとまち交流財団・東北共立グループ（仙台市

戦災復興記念館指定管理者） 

アクセス 

①市営地下鉄東西線「大町西公園駅」下車、東１番出口から徒 

歩約６分 

②市営バス「東北公済病院・戦災復興記念館前」下車、徒歩約 

５分 

東北大学史料館（宮

城県仙台市青葉区片

平２-１-１） 

企画展名 学都仙台の記録―戦争と復興― 

主催 東北大学史料館 

協力・共催 
東北大学総合学術博物館、仙台市公文書館、歴史文化資料保全

の大学・共同利用機関ネットワーク事業・東北大学拠点 

アクセス 
①仙台駅西口から徒歩約 15 分 

②市営バス「東北大正門前」下車、徒歩約３分 

せんだいメディアテ

ーク（仙台市青葉区

春日町２-１） 

企画展名 ミュージアムユニバース 

主催 仙台・宮城ミュージアムアライアンス（ＳＭＭＡ） 

協力・共催 

仙台文学館、仙台うみの杜水族館、地底の森ミュージアム、Ｈ

ＯＫＵＳＨＵ仙台市科学館、仙台市博物館、仙台市天文台、仙

台市歴史民俗資料館、仙台市公文書館、仙台市戦災復興記念

館、仙台城見聞館、史跡陸奥国分寺・尼寺跡ガイダンス施設、

八木山動物公園フジサキの杜、東北福祉大学芹沢銈介美術工芸

館、せんだい 3.11 メモリアル交流館、東北学院大学博物館、仙

台市縄文の森広場 

アクセス ①市営バス「春日町」下車、徒歩約１分 

出所：仙台市公文書館ヒアリング及び各企画展広報資料 

 

④ 課題と今後の展望 

 文書管理システムの更新により、電子決裁が原則となった。そのため、今後、電子公

文書を受入れるための体制を整える必要がある。2027 年度に目録システムの更新を控

えているため、それに合わせて電子公文書の受入を開始する予定である。 

 学校との連携について検討段階である。  
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 エ．郡山市歴史情報博物館 

 郡山駅からバスで 15 分ほどの立地で、周囲には、郡山中央図書館や中央公民館など、文化

施設が立ち並ぶ。 

 豊かな地域史像を発信するための拠点施設として整備された、公文書館機能を有する博物

館。市民の生涯学習や交流の場としての側面も持つ。 

 前身となる歴史資料館が最低ランクの耐震性能であったことや、収蔵環境の適正化、文化財

や災害記録等の散逸防止のための適正な保護・保存体制の整備等の喫緊の課題に対応する必

要があったことから施設の新設が検討された。 

 

図表 ２－４－12 施設概要及び保有資料・利用状況 

施設概要 

住所 福島県郡山市麓山一丁目５番 30 号 

開館日 2025 年３月 15 日 

施設構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造（地下１階、地上１階） 

延床面積 3,534,72 ㎡ 

整備方法 新設（博物館併設） 

機能モデル 公開機能重視型（併設型） 

計画上の位置づけ 郡山市立地適正化計画、都市計画マスタープラン 

職員数（調査時点） 
21 名 [内訳] 館長、副館長、ＭＬＡ連携企画係：12 名、歴史公

文書係：９名（係兼務職員２名を含む） 

 

保有資料・利用状況 

選定資料範囲 
公文書（紙、マイクロフィルム、磁気テープ、光ディスク、磁

気ディスク）、寄贈寄託資料 

保有資料点数 特定歴史公文書等 6,217 点、古文書等 69,000 点（2024 年度） 

受入れ文書量（年） 
特定歴史公文書等 6,217 点、古文書等 69,000 点（2024 年度） 

※古文書等は歴史資料館から引継ぎ 

デジタルアーカイブ 導入済（デジタル化作業は直営） 

来館者数 40,242 名（2025 年３月 15 日～９月末） 

歴史的公文書の利用請求件数 ９件（2025 年３月 15 日～９月末） 

 

出所：機構作成 
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図表 ２－４－13 郡山市歴史情報博物館１階フロアマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：郡山市歴史情報博物館ホームページ 

 

① 施設整備において工夫した点 

 文化庁との調整を密に行ったことで、整備計画に当たっての収蔵庫の配置や動線、空

調、展示ケース等について指導をもらうことができた。 

 同様に、文化庁と密に連携することにより、公開承認施設に準じる施設として設計で

きたこと。これにより、展示時に展示物を借り受ける際の手続きを一部省略すること

ができた。 

 複合施設である利点を活かし、利便性を向上させるため、博物館資料と特定歴史公文

書等の利用請求があった場合、同時に提供できるように事務手続きを調整したこと。 

 

② 施設の特徴 

 施設整備事業を、市制施行 100 周年記念事業として位置づけ、「交通の要衝」としての

まちの成り立ちにフォーカスしたテーマ展示や、郡山の歴史を通史として展示する常

設展示スペースを設けた。 

 地盤が周辺道路から３mほど低かったため、盛土をしている。そのため、構造上、段

差ができてしまう部分に休憩スペースを設け、コンサートや読み聞かせ等を実施して

いる。 

 1 階は、主に来館者が利用する場所として展示エリアと交流エリアに分かれている。 

 地下は、主に職員が使用する場所として、収蔵エリアと研究エリアに分かれている。

収蔵エリアには、大きな収蔵庫が２つ（紙系の古文書や特定歴史公文書等、土器や民

俗資料）と、一時保管庫、指定文化財や借用資料を保存する特別収蔵庫がある。研究

エリアには資料整理室、第２事務室がある。 
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図表 ２－４－14 郡山市歴史情報博物館館内の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出所：機構職員にて撮影 

 

③ イベント・情報発信における主な取組み 

 積極的な企画展示を実施している。 

＜国際アーカイブズ週間記念講演会館内ライブ中継や資料閲覧室利用ガイドツアー、

特定歴史公文書等講座、国立公文書館巡回展の開催など＞ 

 公式ホームページでの博物館コラムや SNS の更新 

 地域と連携しイベント等を実施している。 

＜プロバスケットボールの福島ファイヤーボンズ：開幕戦への準備イベント、地元大

学や産総研：科学館のような展示＞ 

 

④ 課題と今後の展望 

 歴史公文書の選定は継続中。 

 歴史公文書の修復は、古文書で実績のある地元業者から予算要求用の見積を徴取。特

定歴史公文書等の修復実績はまだない。 

 各事業の効率化を図るため、委託等を含めた事業手法を検討している。 

 高齢者層の利用が比較的多いため、若年層に向けた PR 強化が必要である。 

 ボランティアとの連携については、検討段階である。 

 

展示エリア（常設展示） 交流エリア 

収蔵エリア 
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 オ．「信州デジタルコモンズ」（運営主体：長野県立長野図書館） 

 長野県の文化機関を始め、市町村立図書館・博物館・美術館、民間団体など、様々な機関が

「地域の記憶」を記録する「信州の地域デジタルアーカイブ」として、「信州の知の共有地

（コモンズ）」を共に創り、ここから生まれる新たな研究成果を、二次利用可能なデータと

して蓄積し、県民のみならず信州・長野県に関する研究の深化に資することを目指して開

設。 

 県内ＭＬＡ（博物館、図書館、文書館など）が、コンテンツ登録・公開に注力できるよう、

長野県立長野図書館がプラットフォームを運営・提供している。 

 

図表 ２－４－15 「信州デジタルコモンズ」概要及び保有資料・利用状況 

概要 

開設日 2020 年４月 開設 

職員数（調査時点） 主担当１名 

 

保有資料・利用状況 

公開資料範囲 
本・文書、マイクロフィルム、古文書、地図、美術品、映像、

写真・図面など 

管理資料点数 5,508 点（調査時点） 

受入れ点数（年） 例年 100～200 点程度 

年間のアクセス数 91,857 回（Google アナリティクスの「表示回数」参照） 

歴史的公文書の利用請求件数（年） １件から２件程度（私的利用でない場合のみ申請） 

 

出所：機構作成 

 

図表 ２－４－16 「信州デジタルコモンズ」トップページ 

  
出所：信州デジタルコモンズ ホームページ 
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① デジタルアーカイブ整備の基本方針 

 各参加施設において次世代に継承していきたい地域情報資源の選定基準を定め、それ

に基づく評価と優先順位付けにより、デジタル化を行う。 

（長野県立長野図書館では、発行年度、稀少性、保存状態、著作権満了の確認のしや

すさ等により対象資料を選定。） 

 多様な形態の資料を所蔵する団体が参加しやすくするため、統一的なメタデータを作

成しアーカイブ化を行う。 

 インターネット利用者が、著作物を二次利用しやすくするよう、コンテンツにＣＣラ

イセンス（クリエイティブ・コモンズ・ライセンス）を付与している。 

 サイト内検索を行う際に、資料を解説した内容をメタデータとして収録することで、

キーワード検索の対象となるように努めている。 

 

② 「信州デジタルコモンズ」の特徴 

 長野県立長野図書館は、所蔵資料のデジタル化・オープン化を進めるとともに、長野

県内共通のプラットフォーム（「信州デジタルコモンズ」）の運営、提供の役割を担っ

ている。 

 県内ＭＬＡが、共通のプラットフォームを利用することで、コンテンツ登録・公開に

注力できるようになり、全体のコスト削減と豊かな共有財産（コモン）の活用醸成を

可能にする。 

 

③ イベント・情報発信における主な取組み 

 参加団体を増やし、デジタルコンテンツを充実させるために、長野県内の図書館職員

や自治体職員等を対象にデジタルコンテンツ作成研修会を毎年２回実施している。 

 月 1 回程度、SNS(Facebook)を使用して、公開資料の紹介を実施している。 

 

④ 課題と今後の展望 

 将来的に、自治体における地域情報資源のデジタル化の機運が高まっていくことを想

定し、今後も人材育成の一環として研修を継続していく。 

 コンテンツへの永続的なアクセスを保証し、利用者の利便性及びコンテンツの活用可

能性を高めることを目的として、ＤＯＩ6付与を行う予定である。ＣＣライセンスやＤ

ＯＩ付与を通して、コンテンツ利用環境向上につながる取組を進めていく。 

 
6 ＤＯＩ…Digital Object Identifier：ＵＲＬ等に変更があってもリンク切れを起こさず、永続的にコンテン 

ツへのアクセスを可能とする国際的な永続的識別子） 
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 学校教育における活用や地域の歴史保存など様々な活用可能性を提示しながら今後も

「信州デジタルコモンズ」のＰＲ活動を進めていく。 

 

（３）ヒアリング結果のまとめ 

ヒアリング項目ごとに各館等の状況を一覧表形式にまとめた結果は、以下のとおりである。 

 

 ア．上越市公文書センター、長岡市歴史文書館、仙台市公文書館、郡山歴史情報博物館 

① 公文書の管理体制について 

・公文書を所管する職員数、保有する資格等 

  郡山市歴史情報博物館を除き、上越市・長岡市・仙台市では、計８～９名程度の職員

を配置していた。また、公文書館の現職員に認証アーキビスト保有者はいなかったが、

将来的に資格取得を目指すという動き（国立公文書館主催のアーカイブズ研修を受講

等）が一部でみられた。 

上越市公文書センター ・正規職員６名 

・会計年度任用職員３名 

長岡市歴史文書館 ・正規職員２名 

・会計年度任用職員６名 

仙台市公文書館 ・正規職員３名 

・会計年度任用職員６名（うち学芸員５名） 

郡山市歴史情報博物館 

（博物館と併設） 

・正規職員 13 名（うち学芸員４名） 

・会計年度任用職員８名（うち学芸員２名） 

 

・歴史公文書選別の流れ 

  上越市・長岡市では、一次選別を含め、選別の全工程を公文書館が担当していた。 

選別の手段としては、文書目録上での判断が主であり、目録上で判断できない場合の

み、現物確認等を行うこととしていた。 

上越市公文書センター 【一次選別】（保存期間満了文書のリスト上で）公文書センター 

が歴史公文書か判断 →正規職員６名全員で実施 

【二次選別】一次選別で疑義のあった資料について、公文書セン 

ターが現物を確認 →正規職員２名程度で実施 

長岡市歴史文書館 【一次選別】（目録に記載されている簿冊の題名をみて）歴史文 

書館が歴史公文書か判断 

【二次選別】題名だけでの判断が困難な資料については、歴史文

書館が現物を確認 

・主に正規職員と会計年度任用職員計２人で実施 

仙台市公文書館 【一次選別】各課で実施 

【二次選別】公文書館が実施 →学芸員５名が中心 

・原則、リスト上での確認のみとし、原本の確認は行わない。 

・学芸員が選別した文書は、必ず正規職員が確認の上、館長が承 

認する。 
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郡山市歴史情報博物館 ・① 各課で選別実施 
・② 公文書主管課（総務法務課、教育委員会事務局総務課、上
下水道局総務課）が措置確認 

・③ ①、②を終えたリストを元に歴史情報博物館が措置確認 
・原則、簿冊名のリスト上での確認とし、原本の確認は行わな
い。簿冊名だけでは内容が不明な場合、②において各課へヒア
リングを行い、その結果をリストに反映する。③において文書
管理システム上で確認、必要に応じて公文書管理主管課及び各
課へヒアリングを行い、その結果をリストに反映する。なお、
必要に応じて原本の確認を行う。 

 

・現在の公文書管理における主な課題 

  文書を適切に管理・保管するためのスペースや人員の不足、今後の選別作業や文書の 

 電子化に備えた体制の整備などが課題として挙げられた。 

上越市公文書センター ・文書保管スペースが不足していること 

・歴史公文書・古文書のみならず現用文書の整理・保管も担って

いることから、業務量に鑑み職員数が不足していること 

長岡市歴史文書館 ・システム業者変更の際のデータ移行に懸念があること 

仙台市公文書館 ・選別対象部署の拡大のため、作業量の増加が見込まれること 

・電子データで作成された歴史的公文書受入れのため、準備を要

すること 

郡山市歴史情報博物館 ・2019 年までに作成した 30 年保存（旧永年保存）文書を原則と

してマイクロフィルムに撮影し保存しているが、マイクロフィ

ルムで保存している文書を含めた 30 年保存文書の選別に必要

な環境整備及びスケジュールについて検討を進めている。 

 
② 公文書管理施設について 

・公文書管理施設の設置に至った背景と経緯 

  市史編さん事業において収集した歴史的資料の存在（上越市・仙台市）、旧施設の移転  

 や老朽化（長岡市・郡山市）などが、公文書館の設置に至った直接的なきっかけとなっ 

ていたことが分かった。 

上越市公文書センター ・上越市史編さん事業の完了後、事業のために収集した歴史資料

や公文書の保存と公開を目的として設立した。 

長岡市歴史文書館 ・市の歴史関連施設の再整備の一環で、旧互尊文庫内から既存施

設・空きスペースへの移転が検討された。 

仙台市公文書館 ・二度にわたり市史編さん委員会からの「公文書館設置に関する

提言」がなされたことを受け、公文書館設置に向けた取組みを

開始した。 

郡山市歴史情報博物館 ・歴史資料館の施設老朽化を課題として抱えていたところ、東日

本大震災で施設及び資料に大きな被害を受けたこと、また、

2011 年に公文書等の管理に関する法律が施行され、本市におい

てもこの法律に則り、公文書の適正管理に向けた整備を進める

こととなったことから、施設の新設が検討されることとなっ

た。 
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・施設整備費等の財源 

  一般財源、国・県の補助金を基本としつつ、事業規模が大きい案件では、地方債の発

行等により賄っているケースもみられた。 

上越市公文書センター ・2009 年度～2021 年度 総事業費 28,790 千円（うち、国補助

金 9,762 千円、県補助金 3,539 千円、一般財源 15,489 千円） 

・2010～2012 年度の間に実施した整備では「きめ細かな交付

金」、「住民生活に光をそそぐ交付金」といった補助金を利用し

たことで、一般財源の負担を少額に抑えた。 

長岡市歴史文書館 ・2022 年度 26,103,660 円（一般財源） 

＜移転経費 8,978,860 円 施設整備費 17,124,800 円＞ 

仙台市公文書館 ・（2017 年度～2023 年度）総事業費 701,443 千円（システム構

築・保守を含む） 

・総事業費の約 25％を一般財源、約 70％を公文書館施設整備

債、約５％を特別減収対策債で賄った。 

・施設整備費は、総事業費の約 80％と大きく、約 20％はシステ

ム導入管理費等 

郡山市歴史情報博物館 

 

・（2019 年度～2024 年度）総事業費 5,631,500 千円（立体駐車

場や周辺道路の整備費を含む） 

・国土交通省の都市構造再編集中支援事業費補助金を活用。施設

を博物館エリア(誘導施設)と交流エリア(高次都市施設)に機能

分離し、活用できる補助金の幅を増やすことで、総事業費の約

30％を補助金で賄った。 

 

・施設整備において工夫した点 

    施設整備において工夫した点として、①資料の適切な保存環境の確保、②市民と職員

の両方にとって高い利便性等の確保 の２点が挙げられた。 

上越市公文書センター ・保存環境に比較的適した旧村役場の議場を、書庫へリノベー 

ションしたこと（①） 

・５つある書庫のうち、上越市役所や公文書センターに近い書庫

へ重点的に保管することで利便性を確保したこと（②） 

長岡市歴史文書館 ・浸水危険性のある区域であることから、収蔵エリアを上階に設

け、増水害のリスクへ対応したこと（①） 

・広い駐車場を持つ既存施設を活用し、利便性を向上させたこと

（②） 

仙台市公文書館 ・既存施設（学校）のリノベーション時に、書庫内に内壁を設置

するなどして、遮光・遮熱対応をしたこと（①） 

・河川と隣接していることから、個別設置の除湿器の他、ドレン

排水ができる 24 時間稼働の除湿器を導入したこと（①） 

郡山市歴史情報博物館 ・文化庁との調整を密に行い、整備計画にあたって指導を受け、

公開承認施設に準じる施設として設計したこと（②） 

・地盤が周辺道路から３m 程度低かったことから盛土を行ってお

り、その段差をイベント等で利活用できるようにしたこと

（②） 
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・施設内に所蔵する文書等の種類・点数 

  それぞれ以下のとおりであった。 

上越市公文書センター ・歴史公文書 25,292 冊 

長岡市歴史文書館 ・古文書、歴史公文書、図書資料、その他文書など約 226,393 点 

仙台市公文書館 

 

・公文書 11,665 点 
・刊行物 5,619 点 
・その他資料（旧公図等の地図図面） 591 点 
(2025 年 12 月現在) 

郡山市歴史情報博物館 ・特定歴史公文書等 6,217 点 
・古文書等 69,000 点（歴史資料館から引継ぎ） 

 

・デジタルアーカイブを含めたネット上での情報公開・発信等の取組 

全ての公文書館がホームページ上での目録の公開を行っており、目録の作成及び公開

が、最初に着手すべき必要最低限の取組であると考えられる。 

上越市公文書センター ・上越市ホームページで、古文書等の目録を一部公開 
・新潟県立図書館の越後佐渡デジタルライブラリーに所蔵資料の
一部を画像にて公開 

長岡市歴史文書館 ・ホームページにて保管文書の目録を一部公開 

仙台市公文書館 ・ホームページにて目録検索システムを公開 

郡山市歴史情報博物館 ・デジタルアーカイブ「郡山コレクション」にて一部資料を公開
（先行して、表紙のみを撮影している） 

・開館直前、地元テレビ局のニュース番組のスタジオとして、歴
史情報博物館のオープンスペースを３日間に渡り提供 

 

・歴史公文書の利用促進や地域活性化等に向けた取組（市民向け講座・イベント等含む） 

  いずれの公文書館においても、市民が歴史公文書や古文書等に親しむための講座・ボ 

 ランティアや講演会等の開催、他団体等と連携した展示会の開催などに積極的に取り組  

んでいる様子がみられた。 

上越市公文書センター ・古文書整理ボランティアを通じた、市民の古文書への興味関心
の醸成及び古文書保管の必要性に関する意識啓発活動の実施 

・中堅・若手職員を対象にした公文書管理に関する研修の実施 

長岡市歴史文書館 ・古文書解読講座、講演会等の実施 
・資料整理ボランティア活動の実施 

仙台市公文書館 ・仙台・宮城ミュージアムアライアンス（ＳＭＭＡ）への加盟及
び市街地での展示会等への参加 

郡山市歴史情報博物館 ・特定歴史公文書等を活用した講座の開催 
・国立公文書館主催国際アーカイブズ週間記念講演会館内ライブ
中継の開催 

・資料閲覧室ガイドツアーの開催 
・図書館や公民館との連携 
・地元（福島県）の企業やプロバスケットボールチームとの連携
イベントの開催 
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・現在の施設運営における主な課題や今後の展望 

  限られた人員や予算の中で、資料の適切な保存環境の確保、市民の利用に供するため

の体制整備、人材育成等の諸課題に、いかに対応していくかに悩んでいる様子がみられ

た。 

上越市公文書センター ・正規職員の後進育成が必要である。 
・現用文書の整理及び歴史公文書選別の業務負荷が高いため、業
務効率化を図る必要がある。 

長岡市歴史文書館 ・マンパワーが不足している。 
・限られた資源において、資料保存環境の整備及び施設老朽化へ
の対応が必要である。 

・電子データで作成された歴史公文書を閲覧するための環境整備
が必要である。 

・館外保管施設（現 14 施設）を集約し、将来的に２～３施設ま
で減少させたい。 

仙台市公文書館 ・市民からの認知度に課題があるため、市街地でのイベントへ積
極的に参加するなど、館外に出向いたＰＲを続けていく。 

・学校との連携も視野に入れた検討を行う。 

郡山市歴史情報博物館 ・限られた人員及び予算の中で、特定歴史公文書等の保存・整理
を進めていく必要がある。 

・持続可能な運用体制の確立を目指す（公文書管理担当部署との
連携強化、アーキビストの育成機会の確保、ボランティア等の
活用、節電など）。 
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イ．長野県立長野図書館（「信州デジタルコモンズ」） 

・「信州デジタルコモンズ」の開設に至った背景と経緯 

  長野県の情報政策課が運用していた「信州デジくら」を、2020 年４月から引き継ぐ形

で開設した。 

・基本方針・コンセプト、運営体制、年間アクセス数 

  「信州 知のプラットフォーム」実現のため、長野県立長野図書館がハブとなってプ 

ラットフォームを整備し、県内ＭＬＡがコンテンツを提供するという体制で運営されて

いる。 

長野県立長野図書館 【基本方針・コンセプト】 

・デジタルによる地域資源活用のための情報・教育・文化政策で

ある。 

・次世代に継承すべき地域情報資源のデジタル化・オープン化を

図ることにより、信州の「知の共有地」を目指す。 

・県がプラットフォームを提供することで、様々な分野の地域情

報資源を一覧できるようにする（統一的なメタデータの作成及

びアーカイブ化）。 

・コンテンツごとにＣＣライセンス（クリエイティブ・コモン

ズ・ライセンス）を付与することにより、二次利用しやすい環

境を整え、地域情報資源の活用を促進し、知の循環に繋げてい

く。 

【運営体制】 

・主担当は１名 

・サイトの構築・保守・維持管理は開発事業者が対応（運営上の

要望や不具合への対応等） 

・地域の情報拠点である公共図書館がハブとなり、プラット 

フォームを整備維持する主体となることで、県内ＭＬＡがコン

テンツ制作に注力できる体制を整えている。 

【年間アクセス数】 

・91,857 回（Google アナリティクスの「表示回数」参照） 
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・整備費等の財源 

  整備に要した費用は、以下のとおりである。 

長野県立長野図書館 ・2025 年度 36,783 千円（県費） 

（事業費 36,332 千円・コンテンツデジタル化費用 900 千円） 

・事業費は、他システムの費用と一括して調達しているため、

「信州デジタルコモンズ」に限った金額は算出できない。 

・2025 年度は、事業費、コンテンツデジタル化費用ともに全額を

県費負担した。 

・2023 年度は所蔵資料デジタル化の経費にデジタル田園都市国家

構想交付金を活用した。 

 

・保有・管理対象の文書等の種類・点数 

  保有・管理対象の文書等は、以下のとおりである。 

長野県立長野図書館 ・本・文書、マイクロフィルム、古文書、地図、美術品、映像、

写真・図面など 5,508 点 

 

・公開データを整備するうえで工夫している点 

  利用者の利便性向上のためのＣＣライセンス設定やメタデータ整備、県内の図書館や

自治体の職員等を対象とした研修会等に取り組んでいる。 

長野県立長野図書館 ・利用者が著作物の二次利用をしやすくするため、ＣＣライセン

ス（クリエイティブ・コモンズ・ライセンス）を設定したこと 

・検索性向上のため、メタデータの整備に努めていること 

・長野県内の図書館職員・自治体職員等を対象としたデジタルコ

ンテンツ作成研修会を年２回実施していること 

 

・現在の「信州デジタルコモンズ」運営における主な課題や今後の展望 

  今後、更なる利便性向上のためのＤＯＩ付与や、積極的なＰＲ活動などに取り組んで

いく予定である。 

長野県立長野図書館 ・利用者の利便性向上及びコンテンツ活用可能性を高めるため、

ＤＯＩの付与を行っていく。 

・学校教育における活用や地域の歴史保存など様々な活用可能性

を提示しながら、今後も「信州デジタルコモンズ」のＰＲ活動

を進めていく。 
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５ 他自治体の事例から分かったこと 

（１）公文書管理施設の運営体制 

今回ヒアリングを実施した施設では、正規職員・会計年度任用職員を合わせて、計８～９名

を配置している施設が多く、施設運営に必要な職員数の確保についても、今後、検討する必要

がある。また、施設の課題の中で、マンパワー不足や人材育成について挙げている施設もあ

り、限られた予算・人員の中で、公文書管理施設として持続可能な運営体制の維持や多分野に

わたる職員の専門性確保（公文書管理業務、行政実務、IT 人材等）方策、業務のノウハウ等の

継承、長期的な人材育成（専門職採用の検討や、キャリアプランの提示、人事異動での工夫も

含む）、地域活性化に向けた取組等の新たな取組の実施方策についても、施設運営開始時から検

討を始める必要があると思われる。 

なお、公文書管理に関する知見、関心は行政職員の全員に求められるものであることから、

新人・中堅向け職員研修の実施や、職員主体での公文書管理に関する WG の開催等を行い、組織

を横断しての公文書管理に関する意識づけ、意識の底上げを行う必要がある。 

 

（２）運用段階を想定した施設整備条件の整理・検討の必要性 

公文書館の整備は、既存施設を活用した施設に限らず、新築の場合でも、予算をはじめ諸条

件の制約が多い。特に、施設の立地場所や施設の機能など整備後の変更が難しい事柄につい

て、運営段階で得られた知見を多く収集することができた（一例として、多くの既存施設は、

現在の地球温暖化や昨今の災害に対応した施設ではないため、紙を中心とした公文書保存に適

切な保管環境確保のための設備投資は高額化しやすく、また、施設整備後に新たに機器を導入

する場合もある。）。 

また、今回調査した公文書館の多くは、既存施設を利活用した施設が多かったが、リノベー

ションによる整備を行う場合には、検討段階から、厚木市の気象や気候、交通などの館運営時

の制約となる条件を理解することや、市の方向性に近い他の公文書管理施設が抱える課題につ

いて把握し、その対応策を検討することが重要である。 

今後、市として公文書館設置の意義や整備方針等を明確化しながら、候補地・施設ごとに、

整備後の保管や利活用イメージを具体化し、課題を想定した先行投資を行うことが、館整備後

の運営の円滑化・効率化・高度化に影響を与える。 

（運用段階を想定した検討箇所例） 

・施設の想定配置職員数、想定利用者数 

・地球温暖化・自然災害の増加といった紙文書保存リスクの増加への対応（施設全体の二

重壁による防湿・防虫、空調設備、火災・水害時の防災対策など） 

・文書の受け入れから保管までの動線確保（駐車場の場所、昇降機の有無） 
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・複数施設との一体型運営による利活用促進の可能性（当該公文書館のほかの館外保管庫

や分館との移動、市街地における市民向け施設（博物館や図書館）と当該公文書館との

事業連携など） 

 

（３）公文書管理施設や特定歴史公文書等の活用につながる取組 

公文書館の設置の意義については、図書館や博物館等といった公共公益施設と比べ市民の理

解が得ることが総じて難しく、館整備後の、地域との協業を始めとする利活用に影響を与えて

いる。先行例を踏まえて、厚木市の地域活動団体、教育機関等の協業先や連携先を具体化した

上で導入可能な取組などを踏まえた検討が必要である。従来型の公文書館の事業や催事の参加

の多くは、社会人や高齢者向けのものが多い一方で、当該地域の児童やこども向けのわかりや

すい催事や、継続的な関与が可能な事業などの在り方についての情報を補強する必要がある。 

加えて、行政文書の保存の重要性は行政内では十分に理解されているものの、行政史研究な

ど、積極的な利用がなされた実例はあまりない。特定歴史公文書等の活用につながる取組とし

て、今後厚木市固有の行政課題を対象とした活用事業の施行などを検討する必要がある。 

（例：地域内での活用促進に向けたモデル事業、行政経営の観点からの活用モデル×AI 分析

事業など） 
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第３章 公文書管理に関する方向性の検討   



 

 



 

 

第３章 公文書管理に関する方向性の検討 

 

１ 厚木市における公文書管理に係る課題・検討事項の整理 

（１）公文書管理に係る課題 

厚木市における公文書管理に係る課題として、特に以下の３点が挙げられる。 

 

① 公文書管理ルール 

厚木市では、公文書管理条例や条例関連規則等が制定され、歴史公文書等の選別が開始さ

れた。行政文書の廃棄判断について、以前は、市史編さん担当の職員のみが行っていたが、

条例施行後は、職員のほか審査会で審査を行う手順が発生する、保存する特定歴史公文書等

の目録（名称、保存期間満了時の実施機関、移管等の時期、媒体等を記載）の作成・公表が

義務化される7、特定歴史公文書等の利用請求手続きが制度化される8、などの特定歴史公文

書に関する行政事務が新たに生じている。そのため、公文書管理条例に基づく、特定歴史公

文書等の選別・保存・整理・公開に係る方針の決定とそのための取組の推進が課題である。 

② 特定歴史公文書等となり得る、永久保存文書等の現状 

現在、厚木市では約 10,410fm（段ボール 37,479 箱分に相当）の文書を、庁舎内執務室等

や外部倉庫に分散保有している。保有文書の形態としては紙の文書のほか、マイクロフィル

ムの形で保管される資料も一定数ある。今後、毎年度発生する特定歴史公文書等の管理が課

題であるが、これには歴史公文書等の選別における職員等の人材育成に努める必要がある。 

また、特定歴史公文書等の保存場所は、余裕をもった面積を確保し、適切な温度、湿度、

耐震、耐火、照度条件や防火・防犯・防虫性能等の条件を満たした適切な保存環境が必要で

あり、そのような保存環境の確保も求められる。 

③ 厚木市での新庁舎整備に向けた検討 

2028 年 1 月に新庁舎が供用開始予定であるが、特定歴史公文書等の保存や公開などを一体

的に行うことができる場所は現時点で確保されていないため、新庁舎以外で新たに保管や公

開などを一体的に行うことができる場所の確保に関する検討が必要である。 

 

以上の３点から、厚木市の「公文書管理条例」に基づく、特定歴史公文書等の選別・保存・

整理・公開に係る方針の決定とそのための取組の推進、特に、その文書等の保存や公開などを

一体的に行うための保管場所・保管環境の確保が課題として挙げられる。 

 

 

 
7 2025 年 11 月現在は、特定歴史公文書等の選別実施前のため、目録もまだ作成していない 
8 2025 年 11 月現在は、厚木市情報公開条例に基づき、行政文書の情報公開請求が可能 
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（２）課題解決のための検討事項 

厚木市における公文書管理に係る課題解決に向けた検討事項について整理する。 

以下の①制度の運用、②施設・機能等の整備、の両面からの検討が必要になると考えられ

る。 

 

① 制度の運用 

制度の運用の観点においては、課題解決のためには、公文書管理条例等に基づく特定歴史

公文書等の選別・保存・公開に係る方針の決定と現時点における未整理の行政文書の計画

的・効率的な選別が必要である。具体的な検討事項としては、以下が挙げられる。 

 特定歴史公文書等が利用に供されるまでのロードマップ、実務上の運用ルール等の検討 

 特定歴史公文書等の利用請求・貸し出しへの対応フローの検討 

 公文書管理を実施するための、庁内体制の検討 

 特定歴史公文書等の利用促進に向けた取組の検討 

 市民、市内他施設、教育機関、他自治体の公文書館等との連携・協力に向けた可能性の

検討 

 

② 施設・機能等の整備 

施設やその機能の整備の観点においては、新たに特定歴史公文書等の保存・管理・公開の

ための施設等の検討が必要である。 

具体的な検討事項としては、以下が挙げられる。 

 条例等との整合性、市として何を重視するかなどを明確化するための、公文書管理施設

に関する基本理念・整備方針の検討 

 敷地、設置方法、予算、整備スケジュールなどの、施設の設置方法の検討 

 特定歴史公文書等の保存・管理・活用に必要な施設機能の検討 

 ウェブサイトの整備、目録等の公開、デジタルアーカイブでの公開等の形での施設によ

らない情報公開手法の検討やそれに関する公開範囲、公開方法、予算の検討   

100



 

 

２ 公文書の管理・活用に係る基本理念について 

（１）公文書の管理・活用に係る基本理念 

厚木市としての公文書の管理・活用に係る基本理念を検討するに当たっては、条例制定まで

の議論や条例の内容、今後、位置付けが想定される厚木市の計画、国の公文書管理等に関連す

る政策、動き、県の施策・動き、他自治体の基本理念・方針等を踏まえつつ、公文書管理施設

に求める基本理念や設置目的を検討することが求められる。 

 

① 厚木市における取組 

(ア) 公文書管理条例 

厚木市では本条例策定に向けて、2024 年に審議会等への意見聴取、意見交換会、パブ 

リックコメントを実施した。また本条例の目的が記載された第１条には以下の内容が記載

されている。 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的

資源として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関す

る基本的事項を定めることにより、行政文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な

保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするととも

に、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明す

る責務が全うされるようにすることを目的とする。 

出所：厚木市「厚木市公文書等の管理に関する条例」（令和７年厚木市条例第４号） 

 

(イ) 今後、位置付けが想定される厚木市の計画 

 

 第 11 次厚木市総合計画（2026～2035 年度） 

2025 年 12 月に、2026 年度から 2035 年度までの 10 年間を計画期間とする第 11 次厚木市

総合計画が策定された。本計画では厚木市が目指す将来都市像と、これを実現するための

六つのまちづくりの目標（政策）を定めた長期ビジョンを示している。長期ビジョンのま

ちづくりの目標の一つに、「Ｉｎｓｐｉｒｅ（創造と発見）：スポーツ・文化芸術・魅力自

分らしく心豊かに暮らせるまちを未来につなげるため、脈々と受け継がれている歴史や伝

統文化の継承、誰もが気軽に芸術やスポーツに触れられる環境の整備、観光資源の磨き上

げや発掘、これらの本市の魅力の効果的な発信などを推進し、住む人や訪れる人が新たな

創造と発見が得られる環境をつくります。」と定めている。 

 

 第３次厚木市生涯学習推進計画（2021～2032 年度） 

基本方針として、生涯学習活動の充実、あらゆる世代への生涯学習の環境整備、生涯学

習をいかしたまちづくり、を定めている。 
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 第２次厚木市文化芸術振興計画（2021～2032 年度） 

基本方針として、「文化芸術活動の活性化と担い手の発掘・育成・支援、文化芸術活動を

推進するための環境整備、市民協働による文化芸術活動を通したまちづくりの推進、未来

を担う子どもたちの夢と希望がかなえられる文化芸術活動の推進」、を定めている。 

 

(ウ) その他の取組 

厚木市は、スポーツ、文化・芸術、歴史の聖地づくりに取り組んでいる。 

 

② 国の政策、動き 

(ア) 公文書の管理に関する法律（2009 年法律第 66 号）の施行 

行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が

適正かつ効率的に運営されるようにすることを目的に制定された法律である。地方公共団

体は、「この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を

策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とある。また、当該法律に基づ

き、行政文書の管理に関するガイドラインが制定されている。なお、2022 年 1 月には、本

法律の改正法が施行され、行政文書ファイルのまとめ方の見直しや 30 年文書の保存期間の

見直し等がなされた。 

 

(イ) 知的財産戦略ビジョン（2018 年６月） 

本戦略ビジョンでは、行政機関を含む多様な主体が、保有する知的財産をデジタルアー

カイブとして利用しやすい形にして、利活用していくことを規定して、デジタルアーカイ

ブの推進に関する取組を進めている。そのうちの取組の一つに、各分野のアーカイブ機関

と関係府省庁が連携して「デジタルアーカイブジャパン」体制を整備したことが挙げられ

る。2020 年には、図書館、博物館、公文書館等の幅広い分野・機関のデジタルアーカイブ

と連携し、多様なコンテンツをまとめて検索・閲覧・活用できるプラットフォームである

「ジャパンサーチ（ https://jpsearch.go.jp/ ）」が正式公開された。 

 

(ウ) アーキビスト認証の実施（2020 年度から開始） 

国民共有の知的資源である公文書館等の適正な管理を支え、かつ永続的な保存と利用を

確かなものとする専門職を確立するとともに、その信頼性及び専門性を確保するため、ア

ーキビストとしての専門性を有することが認められるものを国立公文書館館長が認証する

制度が開始された。 
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③ 神奈川県の施策、動き 

(ア) 神奈川県立公文書館 

神奈川では、神奈川県立公文書館条例（1993 年神奈川県条例第 24 号）が制定され、神

奈川県立公文書館が開館（1993 年 11 月）している。本施設の設立目的は「歴史資料とし

て重要な公文書、古文書等の記録類を継続的に収集・保存し、県民共有の記録遺産として

永く後世に伝えるとともに、その収蔵資料を広く公開することにより開かれた県政の一翼

を担う」ことである。 

 

(イ) 神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会 

神奈川県歴史資料取扱機関連絡協議会は、1991 年に神奈川県立図書館内文化資料館にお

いて発足した。公文書館開館後は、事務局は神奈川県立公文書館に変更して、現在も継続

している。歴史的公文書及び古文書・私文書等の歴史資料を取り扱う神奈川県内の機関相

互の情報共有と連携を図るとともに、研究協議を通じて歴史資料の保存活用の推進に寄与

することを目的として、県及び県内全市町村を対象とした会議体組織が設置されている。 

 

④ 他自治体における公文書管理機能を有する施設の基本理念・目的 

他自治体における公文書管理機能を有する施設基本理念・目的には、歴史公文書等の保

存、市民への情報提供、それに基づく地域理解の醸成等が挙げられる。 

   

103



 

 

図表 ３－２－１ 他自治体における公文書管理施設の基本理念・目的等 

団体名 施設名 位置付け 基本理念・目的等 

宮城県 

仙台市 

仙台市 

公文書館 

公文書館 【設置目的】 

仙台市では、市の諸活動について現在及び将来の市民に説明する責

務を果たしていくため、保存期間が満了した公文書のうち歴史資料

として重要なものを「歴史的公文書」として永久に保存していくこ

ととしました。 仙台市公文書館はこれらの歴史的公文書等を適切に

保存し、皆様に利用していただくことを目的に、「仙台市公文書等の

管理に関する条例」に基づき設置された施設です。 

出所：仙台市公文書年報 第１号（令和５年度）

（https://www.city.sendai.jp/kobunsho/koubunsyo/documents/

r5nenpou.pdf） 

東京都 

府中市 

ふるさと

府中歴史

館 

歴史館 【目的】 

本市の歴史・文化に関する教育の振興を図ることにより、市民の郷

土に対する理解を深め、もって市民のふるさと府中を愛する心をは

ぐくむため 

出所：府中市立ふるさと府中歴史館条例（平成 22 年条例第 27

号）（https://www1.g-

reiki.net/city.fuchu.tokyo/reiki_honbun/g130RG00000679.htm

l） 

神奈川県

川崎市 

川崎市 

公文書館 

公文書 【目的】 

市民の生活の向上及び文化の発展に資するため、歴史的文化的価値

のある公文書及び資料類を適正に保存し、かつ、有効に活用すると

ともに、市民の生活の場に関する情報を中心とした統合的な情報公

開を推進する施設として、川崎市公文書館を設置する。 

出所：川崎市公文書館条例（昭和 59 年条例第４号）

（http://www.reiki.city.kawasaki.jp/kawasaki/d1w_reiki/H35

9901010004/H359901010004.html） 

神奈川県

藤沢市 

藤沢市 

文書館 

文書館 【藤沢市文書館の役割と仕事】 

歴史・行政情報の提供の充実に努める、古文書等、地域記録史料の

保存継承をはかる、藤沢市の歴史を知るための事業を行う、行政の

記録を残す。 

出所：藤沢市文書館ウェブサイト 

（https://digital.city.fujisawa.kanagawa.jp/introduction/） 

長野県 

松本市 

松本市 

文書館 

公文書館 【基本方針】 

将来にわたって、市民の貴重な財産である歴史的公文書等を収集等

し、保存するとともに、小中学生から高齢者まで、市民がより利用

しやすい、人と情報の交流拠点となる施設を目指すもの 

出所：国立公文書館、アーカイブズ第 55 号「松本市文書館の新

館開館」

（https://www.archives.go.jp/publication/archives/wp-

content/uploads/2015/03/acv_55_p39.pdf） 

長野県 

上田市 

上田市 

公文書館 

公文書館 【公文書館の必要性】 

（前略）公文書館が、歴史資料として重要な公文書その他の記録

を、市民共有の財産として永く後世に伝え、公開していくことで、

公正で開かれた市政が推進されるとともに、地域の学術文化の発展

に寄与することができます。 

出所：上田市公文書館整備検討懇話会「提言書 上田市公文書館

整備基本計画【案】」

（https://www.city.ueda.nagano.jp/uploaded/attachment/1725

1.pdf） 

新潟県 

上越市 

上越市 

公文書 

センター 

行政庁舎 【公文書センターの役割】 

歴史公文書等の保存と市民への情報提供、公文書の適正管理による

行政運営効率化、市民や市役所各課との情報共有 

出所：「公文書センターのご案内」

（https://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/9

7192.pdf） 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて作成 
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⑤ 厚木市における公文書管理・活用に係る基本理念等 

①～④の情報を踏まえると、厚木市での基本理念には、特定歴史公文書等の保存と将来へ

の継承（資料の選別・保存・整理に関すること）、市民の知る権利を尊重した市の諸活動に関

する情報提供（資料の公開・活用に関すること）、市民の地域やその歴史への理解の醸成に関

する内容を掲げることが想定される。   
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３ 公文書管理施設に必要な取組とその進め方 

（１）公文書管理施設における取組の整理 

公文書管理施設において必要な取組について整理すると、以下の取組が挙げられる。 

 

図表 ３－３－１ 公文書管理施設に必要な取組の整理 

取組内容 詳細 

特定歴史公文

書等の選別 

移管、寄贈・寄託された文書を確認し、特定歴史公文書等選別基準に該当するか

検討 

目録の作成・

公開 

特定歴史公文書等の目録を、ルールに基づき作成 

作成した目録は、利用者に公開 

・デジタルアーカイブの整備を念頭に置く場合、準用できるよう項目を検討 

・行政文書段階に作成された目録情報・データを、特定歴史公文書等の目録作成

へ活用できるかも要検討 

利用可否の判

断 

特定歴史公文書等の利用可否の別（利用、一部利用、利用制限）を、文書内容を

確認しながら慎重に判断 

特定歴史公文

書等の保存 

資料の劣化を早めることがないように、保存箱の準備、保存環境の温度・湿度・

照度、防虫措置、防犯措置、防火措置を徹底。保存庫の面積は余裕をもって設定 

特定歴史公文

書等の公開 

市民の利用の求めに応じて、特定歴史公文書等の公開を実施 

閲覧スペースの設置 

・来館が難しい方に向けた、インターネット上での目録公開や利用請求の仕組み

の検討 

公文書等に関

する調査 

特定歴史公文書等の利用状況の統計や、公文書等の調査研究、その結果公表を実

施 

情報発信 
刊行物・年報・公文書館だより等による定期的な情報発信、市広報誌やウェブサ

イト等での情報発信、資料に関する展示会、講演会等のイベントの開催 

レファレンス 

行政及び一般の利用者からの、特定歴史公文書等に関する問合せに回答、利用者

が必要な公文書を調べる手助けを実施。古文書所有者からの文書の寄贈・寄託等

への対応 

デジタルアー

カイブ 

特定歴史公文書等のうち、資料の特性・利用者ニーズ等を勘案し、優先順位をつ

けた上で、資料をインターネット上に公開 

市民、他施設、

学校等との連

携 

資料の収集・保存・展示・研修等に関して近隣の博物館・図書館、近隣自治体等

と連携 

市民や教育施設に対し、ボランティアの受け入れ、講座の開催、出前授業、施設

見学等、資料を用いた学習機会を提供 
（注）特定歴史公文書等の利用促進に必要と考えられる取組内容は下線表示とする。 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて作成 
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（２）特定歴史公文書等の利用促進に必要と考えられる取組の整理 

（１）で整理した取組について、①公文書管理施設に最低限求められる取組（以下「基礎的

取組」という。）及び施設の方向性や行政・市民等の要望と予算、職員の余力等を踏まえつつ

徐々に実施していく取組（以下「発展的取組」という。）の別、②取組の実施に際して外部との

連携があるかどうか、の２つの観点から、整理を行った。 

 

図表 ３－３－２ 特定歴史公文書等のさらなる利用促進に向けた取組の整理 

 基礎的取組 発展的取組 

外部との

連携なし 

 特定歴史公文書等の選別・目録の作

成 

 文書等の保存場所の確保（庁内） 

 公文書館内での目録の公開 

 公文書館内での特定歴史公文書等の

公開 

 公文書等に関する調査研究（自館の

み） 

 特定歴史公文書等の公開に関する情

報発信 

 施設の基本理念・方針や中長期的目

標の設定 

 インターネット上での目録の公開、

利用請求受付 

 デジタルアーカイブの整備（自館の

み） 

 行政への情報提供 

 施設の取組に関する定期的な情報発

信 

 資料に関する展示・講座・施設見学

等の開催（自館のみ） 

外部との

連携あり 

 公文書管理に関する研修等への参加 

 文書等の保存場所の確保（庁外） 

 特定歴史公文書等への問合せ対応 

 公文書等に関する調査研究（共同研

究） 

 デジタルアーカイブの整備（他施設

と連携） 

 地域内他施設との地域資料の保存・

収集に関する連携 

 資料に関する展示・講座・施設見学

等の開催（他施設と連携し実施） 

 ボランティアの受入れ 等 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

参考資料：全史料協 調査・研究委員会編 

「公文書館機能自己点検・評価指標「ミニマムモデル」「ゴールドモデル」」 

『公文書館機能ガイドブック』2015 年 p.56－60 

（https://www.jsai.jp/kanko/guidebook/guidebook_part3.pdf）  
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（３）公文書管理に必要な取組とその進め方 

公文書管理機能の検討では、まず、運用体制を確立し、基礎的な取組を開始した上で、行政

内・市民・他施設等のニーズ・意見等を踏まえつつ、優先順位をつけて発展的な取組を段階的

に進めていくことが期待される。この考えに基づき、厚木市における公文書管理施設で実施す

べき取組とその開始時期について図表 ３－３－３のとおり整理を行った。 

特定歴史公文書等の選別や目録の作成は、施設の有無に関わらず実施可能であり、また公文

書管理条例で定められているとおり、文書を市民が主体的に利用し得る状態とするためには、

施設設置前から実施することが望ましい。 

施設の基本理念・方針の検討についても、施設の設置前に行った上で、施設設置後には、運

用状況を踏まえて定期的な方針見直しや中長期目標の検討が求められる。 

文書・目録の公開に関しても、公文書管理条例の趣旨を踏まえると、施設設置前より庁舎内

でも対応できる範囲で公開を行うことが望ましく、庁舎や公文書管理施設から遠方の方の利用

も想定し、インターネット上での目録公開や、市での重要度・利用需要が高い資料のデジタル

アーカイブでの公開開始についても順次検討する必要がある。 

問合せ対応・行政への情報提供、公文書等に関する調査研究、情報発信、研修への参加とし

た、公文書管理施設としての基礎的取組は、施設設置前より可能な範囲で取組を実施しつつ、

施設設置後には毎年確実に取り組みながら、公文書等の共同研究、資料に関する展示会、地域

資料の保存、ボランティアの受入れ等の発展的取組も徐々に試行できると、より市民にとって

利用しやすい施設になると考えられる。 

 

図表 ３－３－３ 厚木市における特定歴史公文書等のさらなる利用促進に向けた 

取組・実施時期（案）の整理 

外部との連携可能性がある取組内容は赤字とする。 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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第４章 公文書管理施設の整備・活用に関する 

方向性の検討 

  



 

 



 

 

第４章 公文書管理施設の整備・活用に関する方向性の検討 

 

１ 公文書管理施設の必要性 

第３章１．で整理したとおり、厚木市においては、公文書管理条例に基づく形での、特定歴史公

文書等の保存、管理、公開等を一体的に行うための保管場所・保管環境の確保が課題となっている。 

 

「厚木市公文書等の管理に関する条例」（令和７年厚木市条例第４号） 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第 14 条 市長は、特定歴史公文書等について、第 29 条第１項の規定により廃棄されるに

至る場合を除き、永久に保存しなければならない。 

２ 市長は、寄贈等文書が歴史公文書等に該当し、特定歴史公文書等として保存すべきか

否かについて専門的な判断を要すると認めるときは、審査会の意見を聴かなければなら

ない。 

３ 市長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等

に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体に

より、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

４ 市長は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情

報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる

もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。）をいう。）が記録されている場合には、当該個人情報の

漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。 

５ 市長は、特定歴史公文書等の名称、保存期間が満了した時点における実施機関又は寄

贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、引き続き保存若しくは移管をし、又は寄贈若

しくは寄託を受けた時期その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利

用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、インターネットの利用その他の

方法により公表しなければならない。 

（特定歴史公文書等の利用を請求する権利） 

第 15 条 何人も、この条例の定めるところにより、市長に対して特定歴史公文書等の利用

を請求することができる。 

 

現在、永久保存文書等が庁舎内の執務室等や外部倉庫に分散的に保管されている状態であり、今

後も保存すべき文書が増加していくことが見込まれることから、特定歴史公文書等の保存のため

の適切な保管環境を有した空間を確保する必要がある。 

他方で、厚木市新庁舎の整備が進められ、2028 年１月に供用開始予定であるものの、特定歴史

公文書等の保存、管理、公開等を一体的に行うための十分な空間を確保できる見通しが立っていな

い状況である。 

これらの状況を踏まえると、公文書管理条例により要請される特定歴史公文書等の保存、管理、

公開等を実現させるためには、公文書管理に関する制度の適切な運用と、公文書管理のための施設

やその機能面の整備が求められる。 
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公文書管理条例の基本理念のもとに、市民共有の知的資源であり、厚木市の諸活動や歴史的事実

を記録した特定歴史公文書等の適切な保存・管理・公開を進めるためには、庁内全体で特定歴史公

文書等の重要性を認識するとともに、そのための公文書管理施設を新たに整備し、条例に適した形

での公文書管理体制を実現する必要性があると考えられる。 
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２ 公文書管理施設における収蔵計画の検討 

（１）特定歴史公文書等の文書量の推計 

今後、公文書管理施設における収蔵計画の検討を進めていくにあたり、厚木市の 50 年後の特

定歴史公文書等の文書量を推計した。推計に際しては、本推計のための新たな文書量調査等は

行わず、既存データ（2024 年度保有文書調査データ、2024 年度末満了文書の一次選別結果、文

書主管課による仮選別結果等）を用い、既存データで補えない部分には仮定の値を置いたうえ

で、既存データから算出した文書量と仮定に基づいて算出した文書量の積み上げによって推計

した。なお、本推計においては、紙文書のみを対象としている。 

 

ア．推計に当たっての考え方・手法 

  文書を、現在保有している「既存文書」と今後発生する「新規文書」に分け、それぞれ

図表 ４－２－１の考え方に基づき、推計した。 

 

図表 ４－２－１ 推計に当たっての考え方・手法 

文書の種類 考え方・手法 

現在保有している 

「既存文書」 

・既存文書には、文書目録等のデータが存在するため、 

 それらのデータを根拠として算出する。 

・具体的には、2024 年度末満了文書の一次選別結果、 

2024 年度保有文書調査時の文書目録データ上の仮選別結

果を用いて算出した。 

今後発生する 

「新規文書」 

・新規文書は、根拠とすべきデータ等が存在しないため、 

 仮定の値を用いたうえで推計する。 

・具体的には、推計に用いる値として、主に以下の仮定値 

 を設定した。 

  ①今後の新規文書作成量は１年当たり 1,124fm 

（電子化の進行により毎年５％減(対前年)、 

最終的には 300fm まで減少(下限)） 

 ②毎年の選別率は 13.2％(2024 年度末実績)で固定 

  ③新規文書作成後、30 年間にわたって毎年均等に同数 

   が保存期間満了を迎える など 
出所：機構作成 
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イ．推計結果 

   アの考え方・手法に基づいて、厚木市における 50 年後の特定歴史公文書等の文書量を推

計したところ、「2,677.1fm～3,622.0fm」という結果が得られた。なお、５年後から 50 年

後にかけての文書量の推移は以下図表のとおりである。 

 

図表 ４－２－２ 推計結果 

 ５年後 10 年後 30 年後 50 年後 

特定歴史公文書等の文書量 
183.9fm 

～ 248.8fm 

377.4fm 

～ 510.6fm 

1,596.1fm 

～ 2,159.4fm 

2,677.1fm 

～ 3,622.0fm 

※2024 年度を基準年度として、その５、10、30、50 年後の推計結果を記載した。 

出所：機構作成 

 

    なお、この推計値は、あくまで現時点の既存データや仮定に基づいた値であり、より精

緻な推計のためには、執務室・地下書庫・外部倉庫内の全ての行政文書を対象とした再調

査と粒度が細かいデータの整備、今後の新規文書作成量や減少見込みの精査等が必要であ

る。 
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（２）特定歴史公文書等の収蔵に必要な書庫面積の類推 

次に、50 年後の特定歴史公文書等の文書量（2,677.1fm～3,622.0fm）を収蔵するために必要

な書庫面積を類推した。類推に際しては、他自治体における公文書館の事例を集め、書庫面積

１㎡当たりの平均収蔵量を算出したうえで、その値を基に厚木市における必要な書庫面積を類

推した。 

 

ア．類推に当たっての考え方・手法 

   他自治体の公文書館における書庫面積と書庫内に収蔵された特定歴史公文書等の点数の

事例を集め、文書１点の厚みを 0.05fm と仮定したうえで、書庫面積１㎡当たりの平均収蔵

量（fm）を算出し、その値が厚木市にも一定程度あてはまるという前提を基に必要書庫面

積を算出した。 

 

イ．類推結果 

   他自治体の公文書館の 18 事例のうち、上下各 1 割（２事例×２：Ａ区、Ｂ市、Ｑ市、Ｒ

市）を除いた 14 事例における書庫面積１㎡当たりの平均収蔵量は、3.31fm であった。 

 

図表 ４－２－３ 全国の公文書館における書庫面積と歴史公文書収蔵点数の事例 

団体名 

書庫面積 

(㎡) 

① 

歴史公文書 

収蔵点数(点) 

歴史公文書 

収蔵量(fm) 

② 

1 ㎡当たり 

収蔵量(fm) 

②÷① 

Ａ区 204.66 46,853 2,342.65 11.45 

Ｂ市 568.3 87,212 4,360.60 7.67 

Ｃ市 228.9 25,428 1,271.40 5.55 

Ｄ町 639.63 68,845 3,442.25 5.38 

Ｅ市 1,650 160,467 8,023.35 4.86 

Ｆ市 1,126.85 107,974 5,398.70 4.79 

Ｇ県 3,189 264,491 13,224.55 4.15 

Ｈ市 604.6 49,602 2,480.10 4.1 

Ｉ市 577.1 47,243 2,362.15 4.09 

Ｊ市 683 40,168 2,008.40 2.94 

Ｋ市 769 43,143 2,157.15 2.81 

Ｌ市 675.23 37,796 1,889.80 2.8 

Ｍ市 309 11,498 574.90 1.86 

Ｎ市 1,262 30,294 1,514.70 1.2 

Ｏ県 2,516 60,287 3,014.35 1.2 

Ｐ市 558.2 7,313 365.65 0.66 

Ｑ市 1,073 12,130 606.50 0.57 

Ｒ市 257 1,891 94.55 0.37 

出所：機構作成 
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   書庫面積１㎡当たりの平均収蔵量 3.31fm を厚木市に当てはめると、厚木市における 50

年後の特定歴史公文書の文書量（2,677.1fm～3,622.0fm）を収蔵するために必要な書庫面

積は、「808.79 ㎡～1,094.26 ㎡」程度と推計される。 

また、現在、厚木市の歴史公文書等については、マイクロフィルム等紙文書以外のもの

も保有している。実際、公文書館で収蔵すべき文書としては、これらマイクロフィルム等

紙文書以外の文書も該当する。厚木市における現在のマイクロフィルムの保有本数は

2,321 本であり、新たにマイクロフィルム化を行っていないことや、保存する必要がある

マイクロフィルムの精査が完了していることから増減は見込まれない。現在保有している

マイクロフィルムを全て専用キャビネット9で保管した場合、２台分の面積が必要となる。

この場合、必要な床面積は 10 ㎡未満であることから、仮にマイクロフィルムを収蔵量の考

慮に入れたとしても、本類推結果には大きく影響しないと考えられる。  

 

図表 ４－２－４ 厚木市において必要な書庫面積 

厚木市における 50 年後の特定歴史公文書の文書量を 

収蔵するために必要な書庫面積 

808.79 ㎡ 

～ 1,094.26 ㎡ 

出所：機構作成 

 

なお、本類推結果は、全国の事例における書庫面積 1 ㎡当たりの平均収蔵量をそのまま

用いた概算値であり、実際の必要面積とは異なる。また、書庫内に収蔵可能な文書点数

は、書架の形状や文書配置のレイアウト、その他の収蔵物（古文書・美術品等）の有無等

によって大きく変わるが、本類推時にそれらの不確定要素は考慮しておらず、文書の厚み

を１点当たり 0.05fm と仮定するなど、諸条件が変われば、類推結果も大きく変わることに

留意が必要である。 

   

 

9 W800*D635*H1822（11 段）1 台当たりカードリッジ約 1,500 巻収納可能のキャビネットを想定 
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３ 公文書管理施設に求められる機能のモデル案 

（１）公文書管理のための施設の設置方法 

2028 年１月に供用開始予定の新庁舎には、公文書館に必要な特定歴史公文書等を保存する書

庫スペースは、現時点では確保されていない。このことから、当面は、文書保存を外部の委託

倉庫で賄いつつ、その他公文書館に必要な機能は①庁内への公文書管理機能の設置を前提に公

文書を管理し、②将来的には独立した公文書専用施設の設置又は③博物館等の別施設への公文

書管理機能の設置による公文書管理への移行を目指し、施設整備に向けた検討を進めていくこ

とが必要と考えられる。 

 

図表 ４－３－１ 公文書管理のための施設設置方法の比較及び関連事例 

 
①庁内に公文書管理 

機能を設置 

②独立した公文書専用施設の設置 ③博物館等の別施 

 設に公文書管理

機能を設置 
a）新設 

b）既存施設のリノ

ベーション 

メリット 

 市中心部に位置し

立地が良い 

 庁内職員が公文書

を利用しやすい 

 公文書の保存に適

した保管環境、閲

覧場所等の確保が

可能 

 職員が公文書管理

業務に専従 

 公文書の保存に適

した保管環境、閲

覧場所等の確保が

可能 

 職員が公文書管理

業務に専従 

 整備費用が新設よ

り少額 

 併設施設と連携

した、資料保存 

・管理、情報発信

等の取組が可能

（くん蒸室、作

業室、展示場所

の共同使用な

ど） 

デメリット 

 庁内に保管場所・

設備の確保が必要 

 職員が他業務と併

任となった場合の

業務負担 

 施設整備のための

合意形成、計画検

討、敷地・予算等

の確保が必要 

 立地によっては、

利用者が利用しづ

らいおそれ 

 公文書館に転用可

能な延床面積が必

要 

 既存施設の老朽化

の問題 

 立地によっては、

利用者が利用しづ

らいおそれ 

 公文書館に必要

な保管場所の確

保や設備の導入

が必要 

 職員が併設施設

と併任となった

場合の業務負担 

施設例 

 秋田市総務部文書

法制課 

 市川市総務部総務

課 

 茅ヶ崎市文化スポ

ーツ部 文化推進課 

等 

 神奈川県立公文書

館 

 川崎市公文書館 

 大阪市公文書館 

 柳川古文書館 

等 

 大仙市アーカイブ

ズ 

 相模原市立公文書

館 

 長岡市歴史文書館 

 神戸市文書館 

 仙台市公文書館 

 常陸大宮市文書館 

等 

 酒田市文化資料

館光丘文庫 

 八潮市立資料館 

 府中市立ふるさ

と府中歴史館 

 寒川文書館 

等 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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（２）公文書管理施設整備における各機能の必要面積・機能等の考え方 

公文書管理施設では、文書等の適切な保存機能の確保が重視されるほか、市民による活発な

施設活用を期待する場合には、公開機能の集客性・利便性への留意も必要となる。公文書管理

施設整備における各機能の必要面積・機能等を検討する際の留意点を次表に整理した。 

 

図表 ４－３－２ 公文書管理施設整備における各機能の必要面積・機能等の考え方 

機能 
室・スペース

名 
留意点 

保存機能 

 

収蔵庫・書庫  適切な温度、湿度、照度条件や防火・防犯・防虫性能等の確保 

 保存文書量、対象文書の種類（中間書庫機能も兼ねる場合は必要面

積が増加） 

 特別な保存措置の有無（マイクロフィルム、作成時期が古い公文書

等） 

くん蒸室  導入の必要性、設備、一度の作業を想定する資料量 

作業室  実施を想定する作業、作業人数（資料の分類、修理、撮影等） 

公開機能 

閲覧室  施設利用者数、一度の閲覧を想定する最大人数 

（図書館では、２～３㎡／人程度 ※出所は建築設計テキスト編集

委員会 編『建築設計テキスト 図書館』彰国社、2016 年より） 

 資料種別、階ごとの閲覧室の有無、・展示スペース等との併設の有

無 

 設置する機械、台数（コピー機、目録情報検索用 PC、マイクロフィ

ルムリーダー等） 

展示室・展示

スペース 

 設置形式（独立した室とするか、ホールや閲覧室と併設されたス 

ペースとするか） 

 施設利用者数、一度の利用を想定する最大人数 

 一度に展示する資料数・展示形態の想定（資料原本、ポスターの展

示等） 

管理機能 

事務室  職員数、事務室で想定する業務、設置する機械、台数 

会議室  利用想定人数、用途、利用内容・頻度 

（複数室が必要か、頻度が少ない場合他施設の利用等も検討） 

その他 

諸室・機能 

玄関ホール・

受付 

 展示スペースとの併設の有無 

 面積を広くとり、イス・机等を設置することで交流スペースとして

の活用も可能 

トイレ  職員用・利用者用の区分、使用人数の想定、だれでもトイレの有無 

駐車場  職員用・利用者用の区分、使用人数の想定、障がい者等用駐車場の

有無 

資料搬入場・

搬入スペース 

 一度に搬入を想定する資料数、駐車場との位置関係 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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（３）公文書管理施設の機能のモデル案 

施設のモデル案を検討する際には、厚木市の基本理念や設置目的を踏まえて、特に重視すべ

き観点が達成できるよう、事業候補地・施設面積・機能等の検討を進めることが求められる。 

具体的には、公文書等の保存、公開のいずれの機能に重点を置くか、また、独立の施設を設

置するか、博物館等の施設との併設とするかといった観点から、施設の機能に関して３案が想

定される。各案の概要や事業候補地に求められる要件、施設設置・運営上の注意点等について

次表に整理した。 

 

図表 ４－３－３ 公文書管理施設の機能のモデル案 

 
保存機能重視型 

公開機能重視型 

独立型 博物館等併設型 

概要 

 文書等資料の保存機能を重

視し、文書収蔵庫スペース

を広く確保したタイプ 

 書庫の余剰率によっては行

政文書の中間書庫としての

活用が可能 

 文書等の公開機能（市

民講座等含む）を重視

し、利用者向け諸室

（展示室、閲覧室、利

用者向け会議室・多目

的トイレ等）を確保し

たタイプ 

 文書等の公開機能（市民

講座等含む）を重視し、

利用者向け諸室（展示

室、閲覧室、利用者向け

会議室・多目的トイレ

等）を、併設施設と共有

する形で確保したタイプ 

事業候補地

の要件 

 敷地面積の広さ 

 リノベーションでは旧学校

施設など、延床面積が大き

い施設（荷物用エレベー 

ターの整備が可能なもの） 

 業務用駐車スペース 

 市街地、主要駅の近辺など利便性の高い立地 

 利用者用駐車場又は近隣コインパーキング等（利用

者のアクセス性確保） 

 リノベーションでは、バリアフリー改修が可能な施

設 

 業務用駐車スペース 

注意点 

 立地によっては来館者が少

ないおそれがあり、オンラ

インでの情報提供、他施設

での出張展示・講座等で市

民への情報提供に関する活

動を補う必要性がある。 

 保存機能に十分な面積

を確保できない場合に

は、外部書庫及びその

維持費用を確保する必

要性がある。 

 保存機能に十分な面積を

確保できない場合には、

外部書庫及びその維持費

用を確保する必要性があ

る。 

 併設施設と共有する機能

は、両施設での利用調整

が必要である。 

施設例 

 仙台市公文書館 

 大仙市アーカイブズ 

 常陸大宮市文書館 

 長岡市歴史文書館  郡山市歴史情報博物館 

 府中市立ふるさと府中歴

史館 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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① 保存機能重視型の特徴 

保存機能重視型の案は、施設機能のうち資料の保存機能を重視したものである。 

今後 50 年間で発生する文書量の推計値に対応できる規模の収蔵庫面積が求められるため、

事業候候補地には、一定以上の敷地面積が、また、既存施設をリノベーションする場合に

は、倉庫としての耐荷重強度や文書保存に適切な環境性能の確保が必要になる。 

保存機能を重視した結果、立地や施設機能面から、施設自体の来館者が少なくなることが

懸念されるため、オンラインでの情報提供を充実させたり、市内市街地にある他施設を利用

する形で展示や出前講座等を実施したりする形で、施設の立地によらない市民理解に向けた

取組の展開が期待される。 

② 公開機能重視型の特徴 

公開機能重視型の案では、施設機能のうち公開機能を重視したもので、公文書管理施設単

独で設置した場合及び市内他施設（博物館等）と併設した場合を想定している。 

それぞれ事業候補地には、市街地、主要駅の近辺など利便性の高い立地や駐車場の整備

（近隣の駐車施設利用でも代替可能）が求められるほか、既存施設をリノベーションする場

合には、バリアフリー改修への対応可能性を考慮する必要がある。 

併設施設や他施設公開機能を重視した結果、保存機能が不足する場合には、外部書庫及び

その維持費用を確保する必要性が生じる可能性がある。 

公開機能として整備する展示室・スペースについては、展示の更新期間などで公文書とし

ての利用がない期間などは、市内の他施設・団体に貸し出すことで、施設の有効利用や来館

者・利用者増加につながると考えられる。 

なお、３案目の博物館等併設型の場合は、公文書管理施設を単独で整備する場合と比較し

て、利用率が低い室や設備等を両施設で共有できる、併設施設があることで利用者の増加に

つながりやすいなどの利点がある一方で、併設施設と共有する機能は、両施設での利用調整

が必要であることや、単独での施設整備に比べて必要な敷地・施設面積が大きくなることに

留意する必要がある。 

 

また、それぞれに共通するが、資料の搬入出で利用する業務用駐車場の確保や、書庫を２階

以上に設ける場合にはエレベーターの整備が必要である。さらに防災面においては、厚木市の

場合は、市役所周辺を含む市内一部の地域が洪水浸水想定区域に該当しているので、資料の保

存面を重視し浸水想定区域外に整備する、浸水想定区域区域内に整備する場合も、保存庫は浸

水想定の高さより上部に作成する、万一に備えて、建物の入口に止水版を設置するなどの浸水

対策が必要である。   
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４ 公文書管理施設の事業候補地 

厚木市では、厚木市公共施設最適化基本計画を定め、将来にわたって安心して快適にサービスを

享受できるよう市民の理解を得ながら、公共施設等の最適化を進めている。公文書管理施設の整備

に当たっては、公文書管理施設の必要性だけでなく、公共施設の最適化の視点の中でしっかりと議

論していくことが必要である。 

現時点で、前記の公文書管理のための施設の設置方法や公文書管理施設の機能モデル案を踏ま

えた厚木市における公文書管理施設の事業候補地・施設と概要については、図表 ４－４－１のと

おりである。 

なお、市を取り巻く社会・経済情勢の刻々と変化しており、今後の公共施設最適化の取組の中で

検討対象となりうる施設についても、今後変化することが想定される。このことから、公文書管理

施設の整備に当たっては、常に最適化の議論の動向にアンテナを張り、機を逃すことなく公文書管

理施設の候補地・施設について、検討を継続することが必要である。 

 

図表４－４－１ 公文書管理施設の事業候補地 

 
出所：公文書管理における公文書館の必要性についての調査研究 第２回委員会資料 

（注）これらの事業候補地・施設については、現時点において今後検討対象となりうる可能性があるものを示した

もので、これらに限られるものではなく、また、施設の整備実施が確定しているものではない。 

   

事業候補地・
施設名

住所
地区
名

最寄駅・
距離

用途地域
既存施設
の延床面
積（㎡）

駐車場
土砂災害警戒区域・
洪水浸水想定区域

への指定

アミューあつぎ
（あつぎ市民交流プラザ）

厚木市中町2-12-15 厚木北
本厚木駅
210m

商業地域
防火地域

25141.
44

時間貸
駐車場
あり

洪水浸水想定区域

生きがいセンタ－ 厚木市松枝2-5-17 厚木北
本厚木駅
1.7km

第1種住居地域
1576.9
9

関係者
用のみ

洪水浸水想定区域

厚木公共職業安定所 厚木市寿町3-7-10 厚木北
本厚木駅
750m

第1種住居地域 862 有 洪水浸水想定区域

あつぎ郷土博物館 厚木市下川入1366-4 依知北
相武台下駅
4.8km

市街化調整区域
2797.4
7

有 洪水浸水想定区域

旧北部学校給食センター 厚木市三田172 睦合北
本厚木駅
6.4ｋｍ

工業区域
1654.1
5

関係者
用のみ

なし

南毛利学習支援センター 厚木市長谷1094-1 南毛利
本厚木駅
2.8km

第1種住居地域
2470.8
9

有 土砂災害警戒区域

飯山小学校 厚木市飯山4400 小鮎
本厚木駅
6.5ｋｍ

市街化調整区域
6826.9
9

有 なし

旧情報プラザ 厚木市岡田3050 相川
本厚木駅
愛甲石田駅
2.1km

準工業地区
特別業務地区
再開発等促進区

688.27
時間貸
駐車場
あり

洪水浸水想定区域
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５ 歴史公文書等の利活用促進のための取組 

（１）公文書管理施設の地域活性化に関する既存の研究、取組について 

公文書館が保存する資料は、地域にとって貴重かつ有為なものであり、着実に資料の整理・

公開・活用を行うことで学術や文化の発展に寄与できる。また、公文書館において地域住民活

動や社会教育活動、学校連携活動の一端を担うことで、歴史公文書等の活用が促進され、公文

書館が地域に根ざした施設となる。公文書管理施設を核とした地域活性化に関する既存研究に

おいても同様の言及がなされている。 

 

 新美 里美 「愛知県公文書館における県民への情報発信に係る取り組みについて～ 

バーチャル文書館を中心に～」 

112 万点もの県史収集資料が一元的に保管されているという点で他県に例がなく、再収集が困

難かつ愛知県に関する歴史資料を網羅的に収集した貴重な資料を着実に整理・公開・活用して

いくことが、公文書館の活性化、ひいては設置目的である「学術及び文化の発展に寄与する」こ

とにつながるとの自覚を胸に、職員一同、力を合わせて業務に当たっていきたい。 

出所：愛知県公文書館 新美 里美「愛知県公文書館における県民への情報発信に係る取り組みについ

て～バーチャル文書館を中心に～」2020 年８月、アーカイブズ第 77 号 

 

 永野 晴康 「地方公共団体の歴史的公文書の利用の促進について」 

公文書館の保存する資料は，地域の防災教育や地域の発展にとって有為なものである。現在

の公文書館の業務からは限界もあるが，様々な分野の歴史的公文書を地域の住民や社会教

育施設，学校等との有機的連携の一端，端緒として捉え直すことで，地方公共団体の有する歴

史的公文書をより良く活用する機会を提供することができ，地方公共団体の公文書館が地域に

根ざした存在になっていくであろう． 

出所：永野 晴康「地方公共団体の歴史的公文書の利用の促進について」2020 年 12 月、広島女学院大

学人間生活学部紀要 第８号 
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（２）公文書管理施設を核とした地域活性化に向けた取組事例 

公文書管理施設を核とした地域活性化に向けた取組の中には、市民のニーズや関心を踏まえ

た情報発信やボランティアの活用、博物館・図書館等の他施設との連携、教育施設との連携な

どの事例が認められる。 

 

図表 ４－５－１ 公文書管理施設を核とした地域活性化に向けた取組事例 

取組事例 取組の詳細 実施団体例 

防災に関する企画展示 

主要災害記録等の特定歴史公文書等や行政資

料、県広報誌、写真・地図・映像資料を活用

し、県における自然災害や、防災事業の取組に

関する企画展を開催 

高知県立公文書館 

古文書整理ボランティ

ア 

古文書のクリーニング、修復、判読・資料整理

等に関するボランティアを、市の広報誌、ウェ

ブサイト等を通じて募集。定期的に活動を実施 

上越市公文書センター 

長岡市歴史文書館 

古文書関連講座開催 

特定歴史公文書や地方文書を資料として、公文

書の保存と活用の重要性や、古文書の読解、地

域の歴史等に関する講座を開催 

長岡市歴史文書館 

郡山市歴史情報博物館 

展示スペースの提供 

地域のスポーツ団体に関する展示や、こどもた

ちの絵画作品の展示のために、施設の展示スペ

ースを開放 

郡山市歴史情報博物館 

大学と連携した企画展

開催 

市内にキャンパスを有する東京外国語大学と連

携し、歴史事象を紹介する企画展を開催。ま

た、同大学では府中市行政文書調査業務を受託 

ふるさと府中歴史館 

小・中・高校生向けの

出前授業・館内学習 

児童・生徒が県の歴史や歴史学習に興味関心を

持つきっかけとなることを目指し、小・中・高

等学校の社会科や特別活動、総合的な学習の時

間を活用した、学校への出前授業や、学生向け

の館内学習を実施 

埼玉県立文書館 

教員向け研修への支援 

学校との連携・協力に向けて、県や市町村主催

の年次研修や各種学校の校内研修等への支援を

実施。収蔵資料の解説や館内の案内のほか、資

料を活用した指導案・教材開発に関するグルー

プワーク研修を実施 

埼玉県立文書館 

※ 地域活性化に関する取組のうち、資料自体の保存、整理、公開等（デジタルアーカイブ含む）の基礎的な取組は

省略している。 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 
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（３）公文書管理施設を核とした地域活性化に向けた取組の方向性 

前述の既存研究や取組事例から、公文書管理施設で保存している資料は、地域にとって貴重

な財産であり、また、資料を継続的に収集・保存・公開することは、地域理解や地域における

学術・文化の発展に寄与するものであることが明らかになった。 

その上で、行政や市民等のニーズや関心、現在実施されている社会活動等も踏まえつつ、公

文書管理施設を核とした形で、市民や市内・近隣自治体の他施設10、教育機関11等とも連携し、

特定歴史公文書等を活用した活動を展開することで、市民への地域理解の醸成や、地域活動・

社会教育活動等の活発化による地域活性化の効果がさらに期待されると考えられる。 

 
図表 ４－５－２ 厚木市での公文書管理施設を核とした地域活性化に向けた取組の方向性のイメージ図 

 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

（４）公文書管理施設でのデジタルアーカイブの整備方法 

① デジタルアーカイブの定義とその役割について 

デジタルアーカイブとは、様々なデジタル情報資源を、収集・保存・提供する仕組みの総

体である。デジタル情報資源には、デジタルコンテンツのほか、コンテンツ全体（アナログ

媒体の資料も含む）の内容や情報を記述した「メタデータ（目録情報等）」、コンテンツの縮

小版や部分表示である「サムネイル／プレビュー」も含まれる。 

 
図表 ４－５－３ デジタルアーカイブの流通単位 

 

 

 

 

 

出所：デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会 

     「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドライン」2023 年９月

（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023.pdf ） 

 
10 あつぎ郷土博物館、厚木市中央図書館、市内公民館、近隣自治体の公文書管理施設等を想定する。 
11 市内小中学校、市内高等学校・市内５大学（神奈川工科大学、松蔭大学、東京工芸大学、東京農業大学、湘北短 

期大学）等を想定 

公文書管理施設

厚木市

他施設（博物館、図書館、
近隣自治体施設等）

教育機関
学術研究機関市民

特定歴史公文書等の移管

資料に関する問い合わせ等

レファレンス

情報提供

特定歴史公文書等の収集・保存・公開・活用に向けた取組

ボランティア活動

資料に関する問い
合わせ

レファレンス

個人所蔵の歴史公文書
等への助言

資料公開活動等での連携・
情報共有

共同での研究・展示 ボランティア活動

授業での資料紹介・
施設見学

共同での研究・展示

出前授業・施設見学の受け入れ

教員向け研修

共同での研究・展示

厚木市情報公開・個人情報
保護・公文書等管理審査会

諮問

答申

メタデータ（目録情報等） 

サムネイル／プレビュー 

コンテンツ 

メタデータとサムネ

イルをオープンに

流通させることで

コンテンツの活用

が促進される 
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デジタルアーカイブは、社会が持つ知や、文化的・歴史的な資源等の記録を未来へ伝える

役割を果たすとともに、教育、研究、観光、地域活性化、防災、ヘルスケア、ビジネスな

ど、様々な分野における有形無形の資源を利活用するための基盤でもある。「ジャパンサーチ

戦略方針 2021-202512」（2021 年９月）及び「ジャパンサーチ・アクションプラン 2021-

2025」（2022 年４月）では、デジタルアーカイブの大切な役割を踏まえ、「デジタルアーカイ

ブが社会を変える３つの価値」について、次の３点を挙げている。 

 記録・記憶の継承と再構築 

 コミュニティを支える共通知識基盤 

 新たな社会ネットワークの形成 

 

デジタルアーカイブによる情報公開は、特定歴史公文書等の情報を未来に伝えるととも

に、幅広い分野との情報連携により、社会課題の解決や新たな知識の創造、蓄積の循環を進

展させる意義がある。 

 

② 資料のデジタル化の流れ 

収蔵資料のデジタル化の流れは、次図のように整理される。 

 

図表 ４－５－４ 資料のデジタル化の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国立国会図書館「国立国会図書館資料デジタル化の手引き 2017 年版」 

（https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10341525_po_digitalguide170428.pdf?contentNo=1&alter

nativeNo=）より三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成   

 
12 内閣府知的財産戦略推進事務局が事務局を務め、国の関係省庁や国立公文書館、国立科学博物館などの関係機関

で組織する、デジタルアーカイブジャパン推進委員会・実務者検討委員会で決定した、ジャパンサーチを核として 

デジタルアーカイブの拡充・利活用を促進するための方針 

資料の特性、劣

化状況、利用者

ニーズ、目録デ

ータの整備状

況、予算等を勘

案し選定 

作業工数等を

推定するため、

コマ数、冊（点）

数、原資料のサ

イズ、資料種

別、形態、劣化

状況等を調査 

デジタル化の成

果物及び作業

に関する要件を

定め、関係者間

で共有 

仕様書で定めた

要件に適合した

画像データを作

製することが可

能か、画像デー

タの作製前に検

証 

④のサンプルが

仕様書で定めた

要件に適合して

いるか検査 

仕様書で定めた

成果物及び作

業に関する要件

を遵守し、画像

データ等を作製 

仕様書で定めた

とおり成果物を

作製したかの検

査を実施 

デジタル化した

原資料、作製し

た画像データは

適切な環境で

保管 

1)対象資

料の選

定 

2)対象

資料の

調査 

3)デジタ

ル化仕

様書の

作成 

4)画像

データ

のサン

プル作

製 

5)サンプ

ルの検

証 

6)画像

データ

等の作

製 

7)成果

物の検

収 

8)原資

料及び

画像デ

ータ等

の保存

処置 
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③ 想定されるデジタルアーカイブの整備方法 

デジタルアーカイブの整備に当たっては、図表 ４－５－５に示すとおり、自館のウェブ

サイトで公開するほかにも、他施設との共同整備、ジャパンサーチや国立公文書館デジタル

アーカイブとの連携も想定される。 

特に、整備方法ごとに期待されるアクセス頻度や市民に広く開かれた形でのデジタルアー

カイブの運用を考慮すると、県内施設との共同整備・公開や、ジャパンサーチとの連携によ

る整備方法が望ましいと考えられる。 

ただし、デジタルアーカイブの整備により、広く情報を公開し市民等への行政としての説

明責任を果たすことは重要ではあるものの、デジタルアーカイブ整備に当たっては一定の費

用や職員への負担がかかるため、費用対効果を踏まえた整備方法を検討することが重要であ

る。 

 

図表 ４－５－５ 想定されるデジタルアーカイブの整備方法 

 
自館のウェブサ

イトで公開 

市内施設が共同

でウェブサイト

を作成、公開 

県内施設が共同

でウェブサイト

を作成・公開 

（市間での連

携・共同整備も

含む） 

（参考） 

ジャパンサーチ

との連携 

（参考） 

国立公文書館デジ

タルアーカイブと

の連携 

連携・ 

調整先 
なし 市内施設 県内施設多数 ジャパンサーチ 国立公文書館 

アクセス

頻度 
△ 〇 ◎ ◎ 〇 

施設例 

八潮市立資料館

デジタルアーカ

イブ、 

こうぶんしょ館

電子展示室一覧

（板橋区）、 

藤沢市文書館 

等 

さがみはらデジ

タルアーカイ

ブ、 

ちがだべ（茅ヶ

崎市）、 

上田市デジタル

アーカイブポー

タルサイト 等 

信州ナレッジス

クエア・信州デ

ジタルコモン

ズ、 

福岡共同公文書

館 等 

富山県立公文書

館、 

福井県文書館、 

上田市公文書館 

等 

越谷市デジタル 

アーカイブ、 

八潮市立資料館、 

名古屋市市政資料

館、 

広島市公文書館 

デジタルアーカイ

ブ・システム 等 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

参考資料：国立国会図書館「国立国会図書館資料デジタル化の手引き 2017 年版」 

（https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10341525_po_digitalguide170428.pdf?contentNo=1&alternativeNo=） 

ジャパンサーチウェブサイト（https://jpsearch.go.jp/） 
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④ 想定されるデジタルアーカイブの整備における検討・準備事項 

デジタルアーカイブの整備に向けては、次表に示す事項に関して、具体的な検討・準備を

進める必要があると考えられる。 

 

図表 ４－５－６ 想定されるデジタルアーカイブの整備における検討・準備事項 

基本方針・実施計画

の策定 

 デジタルアーカイブを構築するに当たって、その目的、目標、提供

方法、デジタルデータの範囲、デジタルコンテンツの品質・フォー

マット、利用対象者などを明確化した基本方針を策定 

 基本方針に基づく、デジタルデータの適切な保存、管理及び利用に

向けた数年単位の実施計画を策定。資料のデジタル化やメタデータ

の作成・更新の仕組み化、データの保存媒体やその寿命に応じた保

存対策、データのバックアップ方法、情報セキュリティ対策につい

て、データ整備・運用時のコストや予算、人材の確保方法も勘案し

つつ検討 

 デジタル技術の最新動向を踏まえ、基本方針及び実施計画は定期的

に見直し 

公開方針・二次利用

条件の設定 

 デジタルアーカイブで公開する資料の公開方針、その公開範囲、二

次利用条件を設定 

メタデータの整備・

公開 

 当該分野で標準とされているメタデータ形式に対応する形で、メタ

データの項目・公開範囲を検討。メタデータを電子的に作成・管理

し、公開範囲に合わせて一般公開を実施 

 他機関のデジタルアーカイブとの連携を考慮する場合は、相互運用

性を確保した管理を実施するとともに、メタデータの連携方法を検

討 

画像データの作成・

公開 

 コストとのバランスを考慮しつつ、品質を確保した資料の画像デー

タを作成し、デジタルコンテンツ（高精細画像）、サムネイル／プ

レビュー（縮小版・部分表示画像）を作成、メタデータとともに公

開 

 他機関のデジタルアーカイブとの連携を考慮する場合は、相互運用

性を確保した公開方法を導入 

デジタルデータの管

理・公開システム 

 コストとのバランスを考慮しつつ、品質を確保した資料の画像デー

タを作成し、デジタルコンテンツ（高精細画像）、サムネイル／プ

レビュー（縮小版・部分表示画像）を作成、メタデータとともに公

開 

 データの管理・公開システムはセキュリティ対策や、情報公開用端

末の状況、情報公開にかかわる業務負荷も踏まえて検討 

 他機関のデジタルアーカイブとの連携を考慮する場合は、相互運用

性を確保した公開方法を導入 

デジタルアーカイブ

に関する情報発信 

 デジタルアーカイブを知的財産として広く活用するために情報発信

を実施 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて作成 

参考資料：デジタルアーカイブジャパン推進委員会実務者検討委員会「デジタルアーカイブ活動」のためのガイドラ

イン」2023 年９月 

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/digitalarchive_suisiniinkai/pdf/guideline_2023.pdf） 
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第５章 おわりに   



 

 

 



 

 

第５章 おわりに 

 

１ 調査・検討結果のまとめ 

本調査では、厚木市における今後の公文書管理に関する図表 ５－１－１の項目について調査

検討を行った。 

厚木市においては、市民共有の知的資源であり、市の諸活動や歴史的事実が記録された特定歴史

公文書等を公文書管理条例に基づく形で保存・管理・公開することの実現に向けて、公文書管理施

設が必要であることが認識された。また、本調査研究での各調査事項に関して委員会からの提言が

行われた。 

第５章では本調査のまとめとして、厚木市における公文書管理に関する方向性、厚木市でのこれ

からの公文書管理に向けた進め方について整理する。 

 

図表 ５－１－１ 「公文書管理における公文書館の必要性についての調査研究」での調査事項 

・現在の公文書管理ルール、保有文書量等の整理 

・先進的な取組を実施している他自治体の事例調査 

・今後の公文書管理に係る課題整理と管理方法の検討 

・公文書管理に関する方向性の検討 

・公文書館の整備・活用に関する方向性の検討 

 

（１）厚木市における公文書管理に関する方向性 

調査結果をもとに、委員会で公文書管理に関する方向性を検討するに当たって、委員から図

表 ５－１－２のように提言があった。公文書管理に関する方向性の検討、公文書館の整備・

活用に関する方向性の検討、公文書館を核とした地域活性化に向けた取組、デジタルアーカイ

ブの整備に関し、それぞれ提言がなされている。   
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図表 ５－１－２ 委員会による提言 

公文書管理に

関する方向性

の検討 

 厚木市の公文書管理施設が目指す方向性によって、施設の基本理念や力を入
れるべき取組は変わる。公文書が適切に保管されるということを最低限確保
した上で、広く市民利用につながる施設とするのかどうかが、厚木市の意向
を反映すべきポイントである。 

 今後も公文書等を利用した催し等を行いつつ、市の独自性を出す形の公文書
管理施設となるように検討してほしい。その結果、地域の歴史理解の醸成に
つながるものと考える。 

 公文書管理施設は、効率性だけでなく専門性も求められる。施設の在り方が
固まり、仮に施設の管理業務を民間に委託することになったとしても、専門
性が失われてはならない。それを踏まえて管理主体についても検討してもら
いたい。 

公文書館の整

備・活用に関

する方向性の

検討 

 施設整備においては、新設や建替えより、既存施設の改修による利活用とい
う方向性が望ましいのではないか。 

 公文書管理施設においては、特定歴史公文書等の保存機能と公開機能それぞ
れが重要であるが、厚木市においては、どの機能を特に重視していくか検討
が必要となる。どちらの機能を重視するかによっても方針が大きく異なるた
め、市の方針を踏まえた上で、事業候補地や施設の機能を具体的に検討する
必要がある。 

 厚木市では、近年複数の施設で更新・改修の必要が生じているが、一定の役
割を廃止した施設については、市民にとっても使いやすい施設として、リノ
ベーションして使っていくのが理に適っていると考える。 

 公文書の保存に重点を置く場合、郷土博物館に併設する形での設置は難しい
かもしれない。 

 今後、新たに公文書管理施設を設ける場合、一番大事な機能である保存機能
を確保し、その上で利用促進機能も加えるべきではないか。 

 保存機能重視型か公開機能重視型かについては、簡単に割り切れるものでは
ない。インターネットが発達したため、閲覧のための機能の利便性は必ずし
も重視されなくなった。一方で、市民に理解してもらうためには、展示は必
要な部分であると思う。 

公文書館を核

とした地域活

性化に向けた

取組 

 公文書や歴史資料関係になると、どうしてもメインの利用者は年齢が高い層

に偏ってしまう。若い方に来てもらうためには、学校との連携が欠かせない。 

 幅広い年齢層の市民に関心を持ってもらえるよう、資料や展示、イベント等

の見せ方を分かりやすく工夫することが重要である。 

 写真・映像資料を公文書管理施設が扱っていない場合、展示資料として見た

時に、市の公文書だけではレパートリーに乏しいと感じる。 

 寄贈寄託資料も特定歴史公文書として扱うことになると思うが、博物館との

棲み分けについても検討が必要になるだろう。今後の取組みとして、専門家

の育成も考えておいた方がよい。 

 公文書館と学校との連携の観点では、こどもへの取組のほかに、埼玉県立公

文書が実施している教員との連携も参考となる。 

デジタルアー

カイブの整備 

 デジタルアーカイブでこども向けのコンテンツ、授業で使えるようなコンテ

ンツを作って活用してもらうのがいいのではないか。 

 自館のみで整備する方法のほかに、市内博物館・図書館や県内市町村間での

広域連携（受益者負担について要検討）やジャパンサーチとの連携可能性も

検討することが求められる。 

 特に、ジャパンサーチは、データ連携の方法が複数あるので、具体的に連携

を検討する際には調べておく必要がある。 

 他施設との連携を検討する場合は、システム間での連携方法についての検討

が必要である。 

 デジタルアーカイブの整備にも費用がかかるため、市民の利用につながる形

での、費用対効果が得られる整備が必要である。 
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前記の内容も踏まえた、今後の厚木市における公文書管理に関する方向性の検討フローの想

定を図表 ５－１－３のとおり例示する。 

本調査では、厚木市における公文書管理の現状や先進事例の取組状況を踏まえ、公文書管理

施設の整備に向けた基礎的な調査検討を行った。今後は、本調査の検討成果を踏まえ、施設整

備方針の検討に必要な追加調査や庁内及び市民のニーズ把握等を実施し、施設に関する市の方

針や重視する機能を決定する必要がある。その上で、施設の基本理念や、整備候補となる用

地・既存施設、求められる機能、公文書管理に向けた取組内容等に関する要件を具体化するた

めの検討を進めることが期待される。 

 

図表 ５－１－３ 今後の厚木市における公文書管理に関する方向性の検討フロー 

 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成   
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（２）厚木市におけるこれからの公文書管理に向けた進め方 

厚木市におけるこれからの公文書管理に向けた進め方に関して、①特定歴史公文書等の選別

スケジュール、②公文書管理施設整備の進め方、の２点を検討した。 

 

① 特定歴史公文書等の選別スケジュール（予定） 

厚木市では、公文書管理条例が制定されたことを受け、2025 年度より保存期間が満了して

いる行政文書の所管部署による選別、審査会での審査とその結果に基づく廃棄又は移管を実

施している。過去に保存期限を満了しているが経過措置を適用した文書についても、並行し

て選別を実施する予定である。現用文書から特定歴史公文書等に文書の区分が変わる際に生

じる非公開期間は、市民の文書利用を想定した場合にはなるべく短いことが望ましいので、

このスケジュールにて選別が実施されることが望まれる。 

また、特定歴史公文書等の目録情報は 2026 年度以降、順次整理できたものからインターネ

ット上で公開を行う予定であり、市民による特定歴史公文書等の主体的な利用に向けた取組

を進めている。 

 

図表 ５－１－４ 厚木市における歴史公文書等選別のスケジュール（予定） 

 

出所：厚木市作成   

2029年度2028年度2027年度2026年度2025年度取組内容

2025年３月31日保存期
間満了文書の選別

2026年３月31日保存期
間満了文書の選別

2027年３月31日保存期
間満了文書の選別
（経過措置適用分）

2027年３月31日保存期
間満了文書の選別

2028年３月31日保存期
間満了文書の選別
（経過措置適用分）

2028年３月31日保存期
間満了文書の選別

2029年３月31日保存期
間満了文書の選別
（経過措置適用分）

2029年３月31日保存期
間満了文書の選別

インターネット上での
目録公開

インターネット上での目録公開

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表

選別・審査会 廃棄・
移管

目録作成 目録
公表
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② 公文書管理施設整備の進め方（予定） 

厚木市では、公文書管理施設整備の進め方に関して、現時点では、公文書館の調査研究、

事業決定・事業実施、運用の検討、公文書館の共用開始、の各段階に分けて計画している。  

現段階では今後の取組に関する具体的な実施時期などの詳細は未定であるものの、引き続

き公文書管理施設の整備に向けた取組を進めていく必要がある。 

なお、本検討は①の特定歴史公文書等の選別と並行して実施されるため、文書主管課の業

務量が増大することが想定される。しかしながら、公文書管理条例の趣旨を鑑みると、特定

歴史公文書等の目録作成と公文書管理施設の整備はどちらも重要度が高い取組であるため、

適切な体制で着実に業務遂行されることを期待したい。 

 

図表 ５－１－５ 厚木市における公文書管理施設整備の進め方（予定） 

 

出所：厚木市作成資料を元に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングにて整理   

施設整備後に
対応すべき取組

今後整備に向けて対応すべき取組
現在検討中
の取組

取組内容
工事中工事前

基本計画
策定前

施設の必要性に関す
る検討

公文書館の
調査研究

公文書館に必要な機
能の検討

他市の取組事例調査

施設整備に向けた課
題の整理

事業地の決定

事業決定・
事業実施

事業手法の決定

基本計画の策定

基本設計・実施設計

工事

収蔵計画
運用の検討

市民の参加・利用

特定歴史公文書等の
適正管理

公文書館の
供用開始

施設の利用促進につ
ながる取組

他機関との連携

検討

検討

検討

検討

検討

検討

検討

設計

事前調査

事前調査

工事

検討

検討 必要に応じ、追加検討

必要に応じ、追加検討

適正管理の実施

取組の実施

連携の実施

事前の検討、トライアル形式の取組

事前の検討、連携に向けた準備
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２ 今後に向けた課題 

最後に、今後の公文書管理施設に関する基本構想等の策定も見据えた、残された課題について整

理する。 

（１）今後の検討課題 

本調査は、先進事例の把握を中心に、厚木市における公文書管理に関する課題や、今後の公

文書管理施設の整備活用の方向性について検討を行ったものである。 

なお、本調査では、検討が行えなかったが、今後、厚木市において文書管理施設に関する基

本構想・基本計画等を策定するに当たって検討すべき課題としては図表 ５－２－１のとおり

想定される。 

 

図表 ５－２－１ 厚木市での公文書管理施設の整備における、本調査での検討事項と今後に向けた課題 

 

出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

 

 各検討課題の詳細は、次のとおりである。 

① 庁内の文書主管課での情報把握 

 今後実施される保存期間満了後の文書の選別結果や、書庫等に保存されている文書の

実態等を踏まえて、特定歴史公文書等の文書量と推計値の精査を行う。 

 市史編さんの事業完了を見据え、文書管理所管課、市史編さん所管課、博物館及び図

書館で保管する文書や資料等の展示・利用方法等について庁内横断的に検討を行う。 

 市史編さん事業完了後に、特定歴史公文書等に指定される可能性がある文書の文書量

の把握と収蔵スペースの検討を行う。 

 施設整備に関する財源や利用可能な補助制度等について、追加の調査検討を行う。 

本調査での調査事項

今後の検討課題

庁
内
で
の
情
報

把
握

ハ
ー
ド
面

の
検
討

ソ
フ
ト
面

の
検
討

先
進
事
例

等
の
調
査

庁
内
で
の

情
報
把
握

ハ
ー
ド
面

の
検
討

先
進
事
例

等
の
調
査

 現在の公文書管理ルール、保有文
書量等の整理

 今後の公文書管理に係る課題整理
と管理方法の検討

 公文書管理に関する方向性の検討

 公文書館の整備・活用に関する方
向性の検討

 先進的な取組を実施している他自
治体の事例調査

 他の公文書館におけるアーキビス
ト等の人材育成

 厚木市の方向性に近しい施設の事例調査
 専門家へのヒアリング等の実施

基
本
構
想
等
の
策
定
に
向
け
た
検
討
へ

 施設に関する方向性の決定
 施設の基本理念や目的、事業計画案等の検討
 施設に関する庁内・市民ニーズの把握
 施設利用者、利用方法・実施事業等の検討

 特定歴史公文書等の文書量と推計値の精査
 市で保管する文書・資料等の展示・利用方法の検討
 市史編さん事業完了後文書の検討
 施設整備に関する財源の検討

 事業候補地の絞り込み
 施設整備に関する機能の構成案やモデルプラン、

工事費用・期間の検討

委
員
会

設
置

 専門家、施設関係者等からなる委員会を設置し、施
設の方向性や基本構想・基本計画を検討

 施設設置後は施設の運営に関する行政評価を実施

人
材

育
成

 文書管理部署における人材の育成（アーキビスト等）
 庁内研修等の実施による職員の意識醸成
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② 公文書管理施設に関するソフト面の検討 

 厚木市として、公文書管理施設の整備に関する方向性を決定する。 

 施設の基本理念や設置目的、事業計画案等について検討を行う。厚木市らしさを踏ま

えた利活用促進の取組の実施やデジタルアーカイブに関する取組の検討も継続して実

施する。 

 特定歴史公文書等や公文書管理施設への庁内全体の管理・保存・活用ニーズ及び市民

からの保存・公開ニーズ並びに連携可能性がある市内・近隣施設からの連携ニーズ等

について、アンケート調査やワークショップ等の実施、トライアル形式での展示等を

行い、より具体的に把握する。 

 ニーズ調査の結果を基に、施設の利用者や利用方法、施設で実施する事業等の詳細に

ついて検討する。 

 

③ 公文書管理施設に関するハード面に関する検討 

 事業候補地の絞り込みを行う。その際、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域等のハ

ザードエリアに設置する場合には、危険性に応じた対応策を十分に検討した上で整備

を進める必要がある。 

 市の文書主管課と設計・建設業者等で連携しつつ、施設整備に関する機能の構成案

や、モデルプラン、工事費用、工事期間の検討を行う。 

 

④ 委員会の設置 

 専門家や公文書管理施設の関係者等からなる委員会を設置し、厚木市の事業に関する

方向性や施設の基本構想・基本計画に関する検討を進める。 

 公文書管理施設の設置後は、当該委員会では施設の運営に関する第三者行政評価を実

施することが望ましい。 

 

⑤ 先進事例等の調査 

 厚木市の検討する方向性に近しい他自治体の公文書管理施設等へ、視察やヒアリング

調査などを行う。 

 専門家へのヒアリング実施等を開催し、厚木市の基本構想の策定に向けた検討内容へ

の意見を伺う。 
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⑥ 人材の育成 

 国が実施しているアーキビスト又は准認証アーキビスト等、認証を受けている職員の

採用、育成等を行う。 

 庁内研修等を実施し、職員一人一人の文書管理の意識の醸成を図る。 

 

（２）公文書管理施設の整備に関する課題検討に向けたロードマップ 

（１）で整理した課題に対応するためのロードマップは図表 ５－２－２のとおり想定す

る。 

まずは、厚木市としての方向性を定めるために必要な取組を推進し、公文書管理施設の方向

性を定めた上で、施設の基本構想策定に向け、施設の基本理念や目的、事業候補地や施設整備

に関する具体的な事項等に関する詳細の検討を深めていくことが期待される。 

なお、行政や市民にとって有効な施設整備を行うためには、これらの検討を進めるに当たっ

て、専門家等による委員会の設置や、先進事例調査、専門家へのヒアリングを適切に実施する

とともに、人材育成に関する取組も進め、文書管理部署及び庁内全体双方で公文書管理に関す

る意識を根付かせることが重要になる。 

 

図表 ５－２－２ 公文書管理施設の整備に関する課題検討に向けたロードマップ 

 
出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成 

方向性の決定後方向性の決定前検討すべき課題や取組事項等

特定歴史公文書等の文書量と推計値の精査
市史編さん事業完了後文書の検討庁内での情報把握
施設整備に関する財源の検討

施設に関する庁内・市民ニーズの把握
施設利用者、利用方法・実施事業等の検討
施設に関する方向性の検討を完了ソフト面の検討

施設の基本理念や目的、事業計画案等の検討

事業候補地の絞り込み

施設整備に関する機能の構成案やモデルプラン、
工事費用・期間の検討

ハード面の検討

厚木市としての方向性や施設の基本構想・基本
計画の検討
施設設置後の事業評価に関する検討

委員会設置

厚木市の方向性に近しい施設の事例調査
専門家へのヒアリング、検討会等の開催先進事例等の調査

検討の実施 必要に応じた、追加検討や情報更新

事前の情報収集

検討の実施

検討の実施

必要に応じた、追加検討や情報更新方向性の決定

検討の実施

事前の情報収集
検討の実施

必要に応じて実施

必要に応じて実施
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委員会名簿   



 

 

 



 

 

委員会名簿 

 

委員長 岩﨑 忠 白鷗大学法学部 教授 

委 員 大賀 妙子 国立公文書館 アドバイザー 

 内藤 潤 神奈川県立公文書館 職員 

 山口 和明 相模原市立公文書館 館長 

 石橋 優子 松陰大学コミュニケーション文化学部 教授 

 高橋 融生 神奈川新聞社経営統括局 経営企画部長兼社長室員 

 秋吉 宏二 厚木市企画部行政経営課 主幹兼公共施設マネジメント係長 

 宇野 哲仁 厚木市総務部行政総務課 副主幹兼情報公開・法制係長 

 大野 一郎 厚木市産業文化スポーツ部文化魅力創造課あつぎ郷土博物館 職員 

 日向 和史 一般財団法人地方自治研究機構 調査研究部長 

   

事務局 鈴木 俊寛 厚木市総務部行政総務課 課長 

 佐藤 航也 厚木市総務部行政総務課 副主幹兼行政総務係長 

 安齊 博之 厚木市総務部行政総務課 主査 

 青木 千鶴 厚木市総務部行政総務課 主査 

 今村 真二 一般財団法人地方自治研究機構 主任研究員 

 戸澤 剛 一般財団法人地方自治研究機構 研究員 

 諏訪部 なずな 一般財団法人地方自治研究機構 研究員 

 

 基礎調査機関  

 関 恵子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 上席主任研究員 

 花輪 永子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員 

 石黒 隆子 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 研究員 
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参考資料   



 

 

 



 

 

参考資料 

１ 厚木市公文書等の管理に関する条例ほか関係例規 

 

厚木市公文書等の管理に関する条例 

令和７年３月18日 

条例第４号 

目次 

第１章 総則（第１条～第３条） 

第２章 行政文書の管理（第４条～第13条） 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等（第14条～第30条） 

第４章 雑則（第31条～第34条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、市民共有の知的資源とし

て、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定

めることにより、行政文書の適正な管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、も

って市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市政に関する市民の知る権利を尊

重し、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 実施機関 市長、厚木市病院事業の設置等に関する条例（平成14年厚木市条例第20号）第２

条第３項に規定する病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。 

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を

いう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機

関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

イ 特定歴史公文書等 

ウ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又

は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

(3) 歴史公文書等 行政文書その他の文書のうち、歴史公文書等選別基準（市政の重要事項に関

わり、将来にわたって市の諸活動及び歴史を跡付け、又は検証する上で重要な資料となる行政

文書その他の文書を選別するための基準として、厚木市情報公開・個人情報保護・公文書等管

理審査会条例（令和４年厚木市条例第20号）第１条に規定する厚木市情報公開・個人情報保

護・公文書等管理審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いた上で市長が定めるものを

いう。）に該当するものをいう。 

(4) 特定歴史公文書等 歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 

ア 第10条第１項の規定により市長が引き続き保存するもの及び同条第２項の規定により市長

に移管されたもの 

イ 法人その他の団体又は個人から市長に対し寄贈又は寄託の申出があったもの（以下「寄贈

等文書」という。） 

(5) 公文書等 行政文書及び特定歴史公文書等をいう。 

（他の法令等との関係） 

第３条 公文書等の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この

条例の定めるところによる。 

第２章 行政文書の管理 

（行政文書の管理に関する原則） 
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第４条 実施機関の職員は、この条例の目的を十分認識し、行政文書の作成、整理、保存等を適切

に行わなければならない。 

（行政文書の作成） 

第５条 実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及

び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なもの

である場合を除き、行政文書を作成しなければならない。 

（行政文書の整理） 

第６条 実施機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該実施機関は、当該行政文

書について、事務又は事業の性質、内容等に応じ分類し、名称を付するとともに、保存期間及び

保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 実施機関は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独で管

理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政文書

（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物（以下「行政文書ファイ

ル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、実施機関は、当該行政文書ファイルについて、事務又は事業の性質、内

容等に応じ分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなけれ

ばならない。 

４ 実施機関は、職務の遂行上必要があるときは、第１項及び前項の規定により設定した保存期間

及び保存期間の満了する日を延長することができる。 

（保存期間が満了したときの措置の定め） 

第７条 実施機関は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下「行政文書ファイ

ル等」という。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同

じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等

に該当するものにあっては引き続き保存の措置（市長以外の実施機関にあっては、市長への移管

の措置）を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

（行政文書ファイル等の保存） 

第８条 実施機関は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了す

る日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するため

に必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存

しなければならない。 

（行政文書ファイル管理簿） 

第９条 実施機関は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、行政文書ファイル等の分類、

名称、保存期間、保存期間の満了する日及び保存期間が満了したときの措置その他の必要な事項

（厚木市情報公開条例（平成13年厚木市条例第15号。以下「情報公開条例」という。）第７条に

規定する非公開情報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「行政文書ファイル管理簿」とい

う。）に記載しなければならない。ただし、１年未満の保存期間が設定された行政文書ファイル

等については、この限りでない。 

２ 実施機関は、行政文書ファイル管理簿をインターネットの利用その他の方法により公表しなけ

ればならない。 

（保存期間が満了した行政文書ファイル等の取扱い） 

第10条 市長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第７条の規定による定めに基

づき、引き続き保存し、又は廃棄しなければならない。 

２ 市長以外の実施機関は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第７条の規定によ

る定めに基づき、市長に移管し、又は廃棄しなければならない。この場合において、市長は、当

該移管された行政文書ファイル等を保存しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとす

るときは、歴史公文書等に該当するか否かについて、審査会の意見を聴かなければならない。た

だし、１年以下の保存期間が設定された行政文書ファイル等については、この限りでない。 

４ 市長以外の実施機関は、第２項の規定により市長に移管する行政文書ファイル等について、第

17条第１項第１号に掲げる場合に該当するものとして利用の制限を行うことが適切であると認め

る場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

（管理状況の報告等） 
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第11条 市長以外の実施機関は、行政文書の管理の状況について、毎年度、市長に報告しなければ

ならない。 

２ 市長は、毎年度、実施機関における行政文書の管理の状況を取りまとめ、その概要をインター

ネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

（行政文書の管理に関する定め） 

第12条 実施機関は、行政文書の管理が第４条から前条までの規定に基づき適正に行われることを

確保するため、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを公表しなければならな

い。 

（電子化の推進） 

第13条 実施機関は、行政文書の適正な管理、事務又は事業の効率化等に資するため、行政文書の

電子化の推進に努めなければならない。 

２ 実施機関は、電子化された行政文書の保存等に係る技術の進展状況等を勘案して、保存期間の

設定その他の行政文書の管理の方法をよりこの条例の目的を達成できる方法に変更するよう努め

なければならない。 

第３章 特定歴史公文書等の保存、利用等 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第14条 市長は、特定歴史公文書等について、第29条第１項の規定により廃棄されるに至る場合を

除き、永久に保存しなければならない。 

２ 市長は、寄贈等文書が歴史公文書等に該当し、特定歴史公文書等として保存すべきか否かにつ

いて専門的な判断を要すると認めるときは、審査会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、

適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易

にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

４ 市長は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と

容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置

を講じなければならない。 

５ 市長は、特定歴史公文書等の名称、保存期間が満了した時点における実施機関又は寄贈若しく

は寄託をした者の名称又は氏名、引き続き保存若しくは移管をし、又は寄贈若しくは寄託を受け

た時期その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事

項を記載した目録を作成し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならな

い。 

（特定歴史公文書等の利用を請求する権利） 

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、市長に対して特定歴史公文書等の利用を請求す

ることができる。 

（利用請求の手続） 

第16条 前条の規定による特定歴史公文書等の利用の請求（以下「利用請求」という。）は、次に

掲げる事項を記載した書面（以下「利用請求書」という。）を市長に提出してしなければならな

い。 

(1) 利用請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、代

表者の氏名 

(2) 利用請求に係る第14条第５項に規定する目録に記載された特定歴史公文書等の名称 

(3) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

２ 市長は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をした者（以下「利用請

求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合におい

て、市長は、利用請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

（利用請求の取扱い） 

第17条 市長は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、これを利用させなければなら

ない。 

(1) 当該特定歴史公文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

ア 情報公開条例第７条第１号に掲げる情報 
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イ 情報公開条例第７条第２号に掲げる情報 

ウ 情報公開条例第７条第４号ア又はオに掲げる情報 

エ 情報公開条例第７条第５号に掲げる情報 

オ 情報公開条例第７条第６号に掲げる情報 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に寄贈され、

又は寄託された寄贈等文書であって、当該期間が経過していない場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を

生ずるおそれがある場合又は市長が修復作業等のために当該原本を現に使用している場合 

２ 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第１号に該当するか否かについて判断するに

当たっては、当該特定歴史公文書等が行政文書として作成され、又は取得されてからの時の経過

を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第10条第４項の規定による意見が付されている場

合には、当該意見を参酌しなければならない。 

３ 市長は、第１項第１号又は第２号に掲げる場合であっても、同項第１号アからオまでに掲げる

情報又は同項第２号に規定する条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くこと

ができるときは、利用請求者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただ

し、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでな

い。 

（利用請求に対する措置） 

第18条 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部又は一部を利用させるときは、その旨の

決定（以下「利用決定」という。）をし、利用請求者に対し、その旨（一部を利用させる旨の決

定をした場合にあっては、その旨及びその理由）及び利用について必要な事項を書面により通知

しなければならない。 

２ 市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、その旨の決定をし、

利用請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。 

（利用決定等の期限） 

第19条 前条各項に規定する決定（以下「利用決定等」という。）は、利用請求があった日から起

算して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第２項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に

規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、市長は、利用請求者

に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

（利用決定等の期限の特例） 

第20条 利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があった日から起算

して60日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる

おそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市長は、利用請求に係る特定歴史公文書等の

うちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定歴史公文書等については相当

の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合において、市長は、同条第１項に規定する期間

内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(1) この条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限 

（本人情報の取扱い） 

第21条 市長は、第17条第１項第１号アの規定にかかわらず、同号アに掲げる情報により識別され

る特定の個人（以下「本人」という。）から、当該情報が記録されている特定歴史公文書等につ

いて利用請求があった場合において、規則で定めるところにより本人であることを示す書類の提

示又は提出があったときは、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報が記録

されている場合を除き、当該特定歴史公文書等につき同号アに掲げる情報が記録されている部分

についても、利用させなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第22条 利用請求に係る特定歴史公文書等に市、国、独立行政法人等（公文書等の管理に関する法

律（平成21年法律第66号）第２条第２項に規定する独立行政法人等をいう。）、他の地方公共団

体、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する

地方独立行政法人をいう。）及び利用請求者以外の者（以下「第三者」という。）に関する情報
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が記録されているときは、市長は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対

し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出

する機会を与えることができる。 

２ 市長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせようとする場合

であって、当該情報が情報公開条例第７条第１号イ若しくはウ又は第２号ただし書に規定する情

報に該当すると認めるときは、利用決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史

公文書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えな

ければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 市長は、前２項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該特定歴史公文書

等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、利用決定をすると

きは、その決定の日と利用させる日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。この場

合において、市長は、利用決定後直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」という。）を提出し

た第三者に対し、利用決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面により通知しなけれ

ばならない。 

（利用の方法） 

第23条 市長が特定歴史公文書等を利用させる場合は、文書又は図画については閲覧又は写しの交

付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法に

より行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定

歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限

り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。 

（費用負担） 

第24条 利用請求の手続に要する費用は、無料とする。 

２ 利用請求に係る特定歴史公文書等（前条ただし書の規定により特定歴史公文書等を複写したも

のを含む。）の写し等の交付に要する費用は、利用請求者の負担とする。 

（行政不服審査法に関する規定の適用除外） 

第25条 利用決定等又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平成

26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

（審査請求に対する諮問等） 

第26条 利用決定等又は利用請求に係る不作為について審査請求があったときは、市長は、次の各

号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求

に対する裁決を行わなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させ

ることとするとき（当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されているときを

除く。）。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第29

条第２項に規定する弁明書、同法第30条第１項に規定する反論書（以下「反論書」という。）及

び同条第２項に規定する意見書（以下「参加人意見書」という。）の写し（反論書及び参加人意

見書の写しにあっては、保有しているときに限る。）を添えてしなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面に

より通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ。） 

(2) 利用請求者（利用請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書を提出した第三者（当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

４ 第22条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。 

(1) 利用決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る利用決定等（利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定

を除く。）を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を利用させる旨の裁決（第三者で

ある参加人が当該特定歴史公文書等の利用に反対の意思を表示している場合に限る。） 

（利用の促進） 
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第27条 市長は、特定歴史公文書等（第17条の規定により利用させることができるものに限る。）

について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努めなければならない。 

（実施機関による利用の特例） 

第28条 特定歴史公文書等を移管した市長以外の実施機関が市長に対してその所掌事務を遂行する

ために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合には、第17条第１項

第１号の規定は、適用しない。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第29条 市長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が重要でなくなったと認める場合に

は、当該文書を廃棄することができる。 

２ 市長は、前項の規定により特定歴史公文書等を廃棄しようとするときは、あらかじめ審査会の

意見を聴かなければならない。 

（保存及び利用の状況の公表） 

第30条 市長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、その概要をインター

ネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

第４章 雑則 

（指定管理者の文書の管理） 

第31条 市が設置する公の施設（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第１項に規定する公の

施設をいう。）の管理を行う指定管理者（同法第244条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する文書を適正に管

理するため必要な措置を講じなければならない。 

２ 実施機関は、指定管理者との間で締結する協定において、前項に規定する指定管理者が講じな

ければならない措置を明らかにしなければならない。 

（出資法人等の文書の管理） 

第32条 市が出資その他の財政上の援助を行う法人であって、規則で定めるもの（以下「出資法人

等」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理について必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人等の文書の適正な管理が推進されるよう必要な施策を講ずるものとす

る。 

（研修） 

第33条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために

必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 

（委任） 

第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項及び附則第４項の規定 公布の日 

(2) 第７条、第10条及び第11条並びに第３章の規定 令和８年４月１日 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。 

（経過措置） 

３ 施行日から令和８年３月31日までの間における第２条第２号の規定の適用については、同号中

「 

イ 特定歴史公文書等 

ウ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な

資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

」とあるのは、「 

イ 市の博物館、図書館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な

資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの 

」とする。 

４ この条例の施行の際、現に実施機関が保有している行政文書に係る第６条から第11条までの規
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定の適用について必要な経過措置その他この条例の施行について必要な経過措置は、規則で定め

る。 
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厚木市公文書等の管理に関する条例施行規則 

令和７年３月31日 

規則第31号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、厚木市公文書等の管理に関する条例（令和７年厚木

市条例第４号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（行政文書等の保存期間等） 

第３条 条例第６条第１項に規定する保存期間は、法令等に別の定めがあるもののほか、別表第１

に定める期間を標準とする。 

２ 市長は、行政文書（保存期間が事務処理上必要な１年未満の期間と設定されるものを除く。以

下この項において同じ。）に係る条例第６条第１項の規定による分類の基準、別表第１に基づき

設定した保存期間その他必要な事項を記載した行政文書基本科目表を作成し、系統的に行政文書

の分類及び整理を行い、検索を容易に行うことができるようにするものとする。 

３ 行政文書ファイルは、原則として、前項に規定する行政文書基本科目表に基づき分類された行

政文書をまとめるものとする。 

（保存期間の起算日） 

第４条 行政文書の保存期間は、行政文書に係る事案の処理が完結した日（以下「完結日」とい

う。）の属する年度の翌年度初日から起算するものとする。ただし、暦年ごとに整理し、保存す

るものの保存期間の起算日は、完結日の属する年の翌年の４月１日とするものとする。 

２ 行政文書ファイルの保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間とし、

その起算日は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の保存期間の起算日とする。 

（保存期間の延長） 

第５条 条例第６条第４項の規定に基づき、次の各号に掲げる行政文書ファイル等について保存期

間を延長する場合は、当該行政文書ファイル等の区分に応じ、当該各号に定める期間が経過する

日までの間、当該行政文書ファイル等を保存しなければならない。この場合において、一の区分

に該当する行政文書ファイル等が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日の

いずれか遅い日までの間、保存しなければならない。 

(1) 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間 

(2) 現に係属している訴訟に関係するもの 当該訴訟が終結するまでの間 

(3) 現に係属している不服申立てに関係するもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の

翌日から起算して１年間 

(4) 情報公開条例第５条の規定による公開又は個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57

号）第76条第１項の規定による開示、同法第90条第１項の規定による訂正若しくは同法第98条

第１項の規定による利用停止の請求があったもの 当該請求に対する諾否の決定の日の翌日か

ら起算して１年間 

(5) その他事務処理上保存期間の延長を必要とするもの 当該事務処理上必要とする間 

（行政文書ファイル管理簿の記載事項等） 

第６条 条例第９条第１項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項

は、次に掲げる事項とする。 

(1) 分類 

(2) 名称 

(3) 保存期間 

(4) 保存期間の満了する日 

(5) 保存期間が満了したときの措置 

(6) 行政文書を作成し、又は取得した日（行政文書ファイルにあっては、当該行政文書ファイル

を作成した日）の属する年度又は年その他これに準ずる期間 

(7) 保存期間の起算日 

(8) その他必要な事項 

（電子化の推進） 

第７条 行政文書は、電磁的記録を正本（行政文書をスキャナ等により変換した電磁的記録をい
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う。以下同じ。）又は原本として管理することを基本とする。 

２ 電磁的記録を正本として管理する場合において、当該電磁的記録に変換する前の行政文書の保

存期間については、１年未満とする。ただし、次に掲げる場合その他電磁的記録に変換する前の

行政文書を保存することが適切と認められる場合については、この限りでない。 

(1) 法令により紙での保存が義務付けられている場合 

(2) 紙でなければ原本としての効力を有しないと判断される場合 

(3) 現に係属している訴訟又は法的な紛争となることが明らかな事案に係る行政文書である場合 

３ 前２項に定めるもののほか、正本の取扱いについて必要な事項は、別に定める。 

（出資法人等） 

第８条 条例第32条第１項に規定する規則で定める出資法人等は、別表第２に定めるものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

行政文書の区分 保存期間 

１ 市の総合計画及び基本方針に関するもの 

２ 特に重要な事務及び事業の計画及び実施に関するもの 

３ 市の廃置分合、境界変更及び行政区画に関するもの 

４ 市の沿革に関するもの 

５ 条例、規則、訓令及び要綱の制定及び改廃に関するもの 

６ 議案、報告その他市議会に関するもの 

７ 訴訟及び審査請求に関するもの 

８ 叙勲、褒章及び市表彰に関するもの 

９ 諮問及び答申に関するもの 

10 市長等の事務引継に関するもの 

11 職員の任免及び賞罰に関するもの 

12 公有財産の取得、処分等に関するもの 

13 予算及び決算に関するもので重要なもの 

14 前各項に掲げるもののほか、30年保存とする必要があると認めるもの 

30年 

１ 重要な事務及び事業の計画及び実施に関するもの 

２ 市の行政運営の基本方針、重要施策等を審議する会議で重要なもの 

３ 審査基準、処分基準及び行政指導指針の制定及び改廃に関するもの 

４ 許認可等の行政処分に関するもので重要なもの 

５ 予算、決算及び出納に関するもの 

６ 契約に関するもので重要なもの 

７ 工事の施行に関するもので重要なもの 

８ 補助金及び交付金に関するもので重要なもの 

９ 行政代執行に関するもの 

10 前各項に掲げるもののほか、10年保存とする必要があると認めるもの 

10年 

１ 事務及び事業の計画及び実施に関するもの 

２ 請願、陳情、要望等に関するもの 

３ 附属機関等に関するもの（諮問及び答申に関するものを除く。） 

４ 許認可等の行政処分に関するもの 

５ 表彰及び行事に関するもの 

６ 契約に関するもの 

７ 工事の施行に関するもの 

８ 補助金及び交付金に関するもの 

９ 施設の管理に関するもの 

10 出納に関するもので軽易なもの 

５年 
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11 職員の服務、研修、給与等に関するもの 

12 非常勤特別職職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免に関するもの 

13 寄附又は贈与の受納に関するもの 

14 調査研究、統計等に関するもの 

15 監査及び審査に関するもの 

16 前各項に掲げるもののほか、５年保存とする必要があると認めるもの 

１ 申請、報告及び届出等に関するもの 

２ 後援又は共催に関するもの 

３ 会議、講習及び研修事業に関するもの 

４ 前３項に掲げるもののほか、３年保存とする必要があると認めるもの 

３年 

  

１ 照会、回答及び通知等で軽易なもの 

２ 事務及び事業の実施に関するもので軽易なもの 

３ 文書の収受及び発送に関するもの 

４ 前３項に掲げるもののほか、１年保存とする必要があると認めるもの 

１年 

１ 軽易なもので供覧、回覧等により用務が終了するもの 

２ 軽易なもので１年以上保存する必要がないと認めるもの 

事務処理上

必要な１年

未満の期間 

台帳、名簿その他の常時使用するもの 常用 

 

別表第２（第８条関係） 

区分 名称 

市の出資率が２分の１以上の法

人 

公益財団法人厚木市スポーツ協会 

公益財団法人厚木市勤労者福祉サービスセンター 

公益財団法人厚木市文化振興財団 

公益財団法人厚木市環境みどり公社 

市の補助金がその運営費の２分

の１以上の法人 

公益社団法人厚木市シルバー人材センター 

社会福祉法人厚木市社会福祉協議会 
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厚木市公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則 

令和７年３月31日 

規則第33号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市公文書等の管理に関する条例（令和７年厚木市条例第４号。以下「条

例」という。）附則第４項の規定に基づき、条例の施行について必要な経過措置を定めるものと

する。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（条例の施行前に作成し、又は取得した行政文書の取扱い） 

第３条 条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成し、又は取得した行政文書（以下

「施行日前行政文書」という。）の施行日以後の管理については、なお従前の例による。 

（保存期間が30年を超える施行日前行政文書の保存期間等） 

第４条 前条の規定にかかわらず、施行日において30年を超える期間が保存期間として定められて

いる施行日前行政文書については、保存期間が30年として設定された行政文書とみなして、条例

の規定を適用する。 

２ 前項の規定により保存期間が30年として設定された行政文書とみなされる施行日前行政文書の

うち、保存期間が既に30年を経過しているものについては、次の各号に掲げる施行日前行政文書

の区分に応じ、当該各号に定める日まで保存期間が延長されているものとみなす。 

(1) 昭和50年度までに作成し、又は取得した施行日前行政文書 令和９年３月31日 

(2) 昭和51年度から昭和60年度までに作成し、又は取得した施行日前行政文書 令和10年３月31

日 

(3) 昭和61年度から平成６年度までに作成し、又は取得した施行日前行政文書 令和11年３月31

日 

（保存期間が30年を超えない施行日前行政文書の取扱い） 

第５条 施行日において30年を超えない期間が保存期間として定められている施行日前行政文書の

うち、当該保存期間を満了してなお保存しているものについては、条例第10条の規定の例によ

り、市長が引き続き保存し、若しくは市長に移管し、又は廃棄するよう努めるものとする。 

２ 施行日において30年を超えない期間が保存期間として定められている施行日前行政文書のう

ち、当該保存期間を満了していないものについては、当該保存期間を条例第６条第１項の規定に

より定めた保存期間とみなして、同条第４項及び条例第10条の規定の例により取り扱うよう努め

るものとする。 

（特定歴史公文書等とみなす行政文書） 

第６条 第４条第２項の規定にかかわらず、条例第10条第１項の規定により市長が引き続き保存

し、及び同条第２項の規定により市長に移管することとなる第４条第２項各号に掲げる施行日前

行政文書のうち、同項各号に定める日前においても、特定歴史公文書等として利用等ができるも

のについては、当該利用等ができるようになった日以降は、特定歴史公文書等とみなす。 

２ 前条の規定により市長が引き続き保存し、又は市長に移管する施行日前行政文書については、

特定歴史公文書等とみなす。 

（行政文書ファイル管理簿の記載事項に関する読替え） 

第７条 令和８年３月31日までの間における条例第９条第１項の規定の適用については、「、保存

期間の満了する日及び保存期間が満了したときの措置」とあるのは、「及び保存期間の満了する

日」とする。 

（指定管理者の文書の管理について講じなければならない措置の明示） 

第８条 この条例の施行の際、現に公の施設の管理をしている指定管理者との間で協定を締結して

いる場合における条例第31条第２項の規定の適用については、同項中「指定管理者との間で締結

する協定において」とあるのは、「指定管理者に対し、書面により」とする。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第６条の規定は、令和８年４月１日から

施行する。 

 

155



 

 

厚木市特定歴史公文書等の保存、利用等に関する規則 

令和７年３月31日 

規則第32号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、厚木市公文書等の管理に関する条例（令和７年厚木市条例第４号。以下「条

例」という。）の規定に基づき、特定歴史公文書等の保存、利用等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

（歴史公文書等の寄贈又は寄託） 

第３条 市長は、法人その他の団体又は個人から寄贈又は寄託の申出があった文書が歴史公文書等

選別基準に該当するときは、当該歴史公文書等の寄贈又は寄託を受けることができる。 

２ 市長は、前項の規定に基づき寄贈又は寄託を受けた特定歴史公文書等について、寄贈又は寄託

をした者の希望に応じ、利用の制限を行う範囲及び期間を定めるものとする。 

（保存方法等） 

第４条 市長は、特定歴史公文書等について、適切に保存するための場所を確保し、その場所の温

度、湿度、照度等を適切に管理するとともに、防犯、防災、防虫等のための適切な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

２ 市長は、特定歴史公文書等の長期保存及び利用のため、記録媒体の変換その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（目録の記載事項等） 

第５条 条例第14条第５項に規定する目録には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、

当該事項に条例第17条第１項第１号に掲げる情報が含まれている場合又はやむを得ない理由によ

り当該事項を記載できない場合にあっては、この限りでない。 

(1) 名称 

(2) 保存期間が満了した時点における実施機関又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名 

(3) 引き続き保存若しくは移管をし、又は寄贈若しくは寄託を受けた時期 

(4) 媒体の種別 

（特定歴史公文書等利用請求書） 

第６条 条例第16条第１項の規定による利用請求は、特定歴史公文書等利用請求書（以下「利用請

求書」という。）により行うものとする。 

２ 条例第16条第１項第３号に規定する規則で定める事項は、利用の方法その他利用に供するため

に必要な情報とする。 

（利用請求の却下） 

第７条 市長は、利用請求者が条例第16条第２項の規定による利用請求書の補正の求めに応じない

ときは、当該利用請求を却下するものとする。この場合において、市長は、速やかに特定歴史公

文書等利用請求却下通知書によりその旨を当該利用請求者に通知するものとする。 

（利用請求に対する決定通知書等） 

第８条 条例第18条第１項の規定による通知は、特定歴史公文書等の全部を利用させる旨の決定を

したときは特定歴史公文書等利用決定通知書により、特定歴史公文書等の一部を利用させる旨の

決定をしたときは特定歴史公文書等部分利用決定通知書により行うものとする。 

２ 条例第18条第２項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用制限決定通知書により行うもの

とする。 

（利用決定等の期間延長の通知） 

第９条 条例第19条第２項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用決定等期間延長通知書によ

り行うものとする。 

２ 条例第20条の規定による通知は、特定歴史公文書等利用決定等期間延長特例通知書により行う

ものとする。 

（本人であることを示す書類） 

第10条 条例第21条に規定する本人であることを示す書類は、次に掲げる書類とする。 

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第

27号）第２条第７項に規定する個人番号カード 
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(2) 運転免許証 

(3) 在留カード又は特別永住者証明書 

(4) 前３号に掲げるもののほか、官公署（独立行政法人等を含む。）が発行した免許証、許可

証、資格証、身分証明書その他これらに類するもの又は法人が発行した身分証明書その他これ

に類するもので、本人であることを確認するため市長が適当と認める書類 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知） 

第11条 条例第22条第１項及び第２項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項（第２号に

掲げる事項にあっては、同条第２項に該当する場合に限る。）とする。 

(1) 利用請求の年月日 

(2) 利用請求に係る特定歴史公文書等を利用させようとする理由 

(3) 利用請求に係る特定歴史公文書等に記載されている当該第三者に関する情報の内容 

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

２ 条例第22条第１項及び第２項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書により行うもの

とする。 

３ 条例第22条第３項の規定による通知は、特定歴史公文書等利用通知書により行うものとする。 

（電磁的記録の利用の方法） 

第12条 条例第23条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、

当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と

認める方法により行うものとする。 

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生

したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付 

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を市長が保有するプログラム（電子計算機に対する指

令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）を使用して用

紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴

又は磁気ディスク等に複写した物の交付 

（特定歴史公文書等の閲覧又は視聴） 

第13条 特定歴史公文書等の閲覧又は視聴は、市長が指定する期日及び場所において行わなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、特定歴史公文書等の閲覧又は視聴をする者は、当該特定歴史公文書等を

丁寧に取り扱うとともに、当該特定歴史公文書等を汚損し、又は破損してはならない。 

３ 前２項の規定に違反した者に対しては、市長は、特定歴史公文書等の閲覧又は視聴を中止さ

せ、又は禁止することができる。 

（特定歴史公文書等の写しの交付部数） 

第14条 特定歴史公文書等の写しを交付するときの交付部数は、利用請求に係る特定歴史公文書等

１件につき１部とする。 

（特定歴史公文書等の写し等の費用） 

第15条 条例第24条第２項に規定する写し等の交付に要する費用は、前納とする。 

（諮問をした旨の通知） 

第16条 条例第26条第３項の規定による通知は、審査会諮問通知書により行うものとする。 

（特定歴史公文書等の貸出し） 

第17条 市長は、国、他の地方公共団体その他市長が適当と認めるものから学術研究、社会教育等

の公共的目的を有する行事等において利用するために特定歴史公文書等の貸出しの申込みがあっ

たときは、市長が別に定めるところにより、当該特定歴史公文書等を貸し出すことができる。 

（実施機関による利用の特例） 

第18条 条例第28条に規定する利用請求の手続については、第６条及び第８条の規定にかかわら

ず、市長が別に定める。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 

第19条 条例第29条第１項に規定する特定歴史公文書等として保存されている文書が重要でなくな

ったと認める場合とは、次に掲げる場合をいう。 

(1) 当該文書の劣化が極限まで進み、判読及び修復が不可能で利用できなくなった場合 

(2) 当該文書が、他の特定歴史公文書等と内容が同一で、かつ、不必要に重複している場合 

(3) 当該文書が、実際には特定歴史公文書等でないことが判明した場合 
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（その他） 

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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厚木市行政文書管理規程 

令和７年３月31日 

訓令第６号 

目次 

第１章 総則（第１条～第７条） 

第２章 行政文書の収受及び配布（第８条～第14条） 

第３章 行政文書の処理（第15条～第32条） 

第４章 行政文書の施行（第33条～第38条） 

第５章 行政文書の保管及び保存（第39条～第50条） 

第６章 雑則（第51条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、厚木市公文書等の管理に関する条例（令和７年厚木市条例第４号。以下「公

文書等管理条例」という。）、厚木市公文書等の管理に関する条例施行規則（令和７年厚木市規

則第31号。以下「公文書等管理条例施行規則」という。）その他別に定めのあるもののほか、本

市における行政文書の管理について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において使用する用語は、公文書等管理条例及び厚木市事務決裁規程（昭和56年

厚木市訓令第10号。以下「事務決裁規程」という。）において使用する用語の例によるほか、次

の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 部 厚木市部設置条例（昭和47年厚木市条例第18号）第２条に規定する部をいう。 

(2) 課等 厚木市事務分掌規則（昭和56年厚木市規則第22号。以下「事務分掌規則」という。）

第２条及び第３条に規定する課（課に相当するものを含む。）をいう。 

(3) 係等 事務分掌規則第２条及び第３条に規定する係（係に相当するものを含む。）をいう。 

（文書管理者の設置） 

第３条 課等における行政文書を管理する者として、課等に文書管理者を置く。 

２ 文書管理者は、課等長をもって充てる。 

（文書管理者の職務） 

第４条 文書管理者は、その課等における次に掲げる文書管理事務に従事する。 

(1) 行政文書の整理、保管及び保存に関すること。 

(2) 行政文書の移管又は廃棄に関すること。 

(3) 行政文書ファイル管理簿への記載に関すること。 

(4) 行政文書の管理状況の点検等に関すること。 

(5) 文書主任者の指導に関すること。 

(6) その他行政文書の管理に関すること。 

（文書主任者及び副文書主任者の設置） 

第５条 課等における行政文書の管理を担当する者として、係等（係等がない課等にあっては、課

等）に文書主任者を置く。 

２ 文書主任者を補佐する者として、課等又は係等に副文書主任者を置く。ただし、文書管理者が

特に認めるときは、この限りでない。 

３ 文書主任者は、係長をもって充てる。ただし、係長が不在のときは、文書管理者が指名する者

をもって文書主任者とする。 

４ 副文書主任者は、文書管理者が所属職員のうちから指名する。 

（文書主任者及び副文書主任者の職務） 

第６条 文書主任者は、上司の命を受け、その課等における次に掲げる文書管理事務に従事する。 

(1) 行政文書の受領、収受、配布及び発送に関すること。 

(2) 行政文書の審査に関すること。 

(3) 行政文書の整理、保管及び保存に関すること。 

(4) 歴史公文書等選別基準による選別に関すること。 

(5) 行政文書の移管又は廃棄に関すること。 

(6) 行政文書の管理の指導及び改善に関すること。 
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(7) 副文書主任者の指導に関すること。 

(8) その他行政文書の管理に関すること。 

２ 副文書主任者は、前項第１号及び第３号から第５号までに掲げる文書管理事務について文書主

任者を補佐する。 

（文書主管課長の職務） 

第７条 文書主管課長は、次に掲げる文書管理事務を行うものとする。 

(1) 行政文書の管理に関する文書管理者との調整及び必要な改善措置の実施に関すること。 

(2) 行政ファイル管理簿及び引き続き保存する旨を記載した目録の調製に関すること。 

(3) 行政文書の管理に関する研修の実施に関すること。 

(4) その他行政文書の管理に関する事務の総括に関すること。 

第２章 行政文書の収受及び配布 

（到達文書の処理） 

第８条 市に到達した行政文書（勤務時間外に到達し、文書主管課に引き継がれる行政文書を含

み、通信回線を利用して到達した行政文書を除く。以下この条から第14条までにおいて同じ。）

は、次条に規定する場合を除き、文書主管課において受領し、直ちに次に定めるところにより処

理しなければならない。 

(1) 市に到達した行政文書は、次号及び第３号に掲げるものを除き、宛先の課等に区分して文書

主管課の文書棚（以下「文書棚」という。）に配布すること。ただし、宛先の課等の表示がな

いものについては、文書主管課で開封し、宛先を確認の上、文書棚に配布すること。 

(2) 書留扱い（内容証明、配達証明及び特別送達の取扱いを含む。以下同じ。）の郵便物、民間

事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２項に規定する

信書便の役務のうち書留扱いに準ずるものによる文書又は文書主管課長が記録を必要と認める

行政文書（以下「書留郵便等」という。）は、書留郵便等整理簿に必要事項を記入し、宛先の

課等の職員又は名宛人に交付し、受領印又は署名を受けること。 

(3) ２以上の課等に関連のある行政文書は、その関連が最も深いと認められる課等に配布するこ

と。 

（課等直送文書の処理） 

第９条 課等において直接受けた行政文書のうち、書留郵便等については、直ちに文書主管課に回

付し、必要な処理を受けなければならない。 

（誤配布文書の回付） 

第10条 配布された行政文書のうち、他の課等の所管に属するものがあるときは、当該主管課等を

余白に記載し、直ちに回付しなければならない。 

（文書配布の時限） 

第11条 到達した行政文書は、当日中に配布するものとする。ただし、勤務時間外に到達した行政

文書は、翌開庁日に配布することができる。 

（収受文書の処理） 

第12条 課等において直接受けた行政文書又は文書主管課から配布を受けた行政文書は、直ちに文

書管理システム（行政文書の作成、管理等を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。）

による収受登録をし、又は当該行政文書の余白に受付印を押さなければならない。 

２ 配布を受けた行政文書で、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文書管理システム

による一応供覧の処理をし、又はその余白に「一応供覧」と記載し、その理由及び回議者名を付

記し押印又は署名するとともに、速やかに上司の閲覧に供し、必要に応じてその指示を受けなけ

ればならない。 

(1) 重要又は異例な行政文書で、上司の指示により処理する必要のあるもの 

(2) 事務の性質上その処理が長期間にわたると認められるもの 

(3) その他処理前に上司の閲覧に供する必要があるもの 

３ 処理を要しない行政文書は、文書管理システムによる供覧の処理をし、又はその余白に「供

覧」と記載し、その理由及び回議者名を付記し押印又は署名するとともに、上司の閲覧に供さな

ければならない。 

（通信回線を利用して到達した行政文書の収受の処理） 

第13条 通信回線を利用して到達した行政文書は、文書管理システムによる収受登録をするものと
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する。 

２ 通信回線を利用して到達した行政文書が他の課等の所管に属するものであるときは、当該主管

課等へ転送するものとする。この場合においては、当該主管課等が前項の収受登録をするものと

する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、通信回線を利用して到達した行政文書のうち文書管理者が必要と

認めたものは、その内容を紙に出力し、紙に記録することができる。 

４ 前項の規定により記録がなされた紙は、到達した行政文書とみなし、第８条から前条までの規

定により、収受の処理を行うものとする。 

（文書管理システムによる収受登録） 

第14条 収受した行政文書について文書管理システムによる収受登録を行う場合は、次に定めると

ころにより行うものとする。 

(1) 収受日等の必要な事項及び収受文書の登録をすること。 

(2) 電磁的記録でない収受文書は、電磁的記録に変換の上、前号の登録をすること。 

(3) 電磁的記録でない収受文書が、大量である等の理由により、前号の変換になじまない場合

は、収受日等の必要な事項のみを登録すること。 

第３章 行政文書の処理 

（発議文書の処理） 

第15条 事務処理の発議は、次に定めるところにより処理しなければならない。 

(1) 行政文書は、原則として１事案につき１起案とすること。ただし、行政文書の分類、保存種

別等が同一性のものである場合には、「案の２、案の３」等の方法により処理することができ

る。 

(2) 起案は、次に掲げる場合に応じ、次に定めるところにより行うこと。 

ア 添付する文書（以下「添付文書」という。）が全て電磁的記録である場合又は添付文書が

ない場合 電子決裁起案（電子的な方法により回議し、決裁を得ることをいう。以下同

じ。） 

イ 添付文書に電磁的記録と紙文書が混在する場合 併用決裁起案（文書管理システムに別途

添付文書がある旨を登録して出力した添付文書管理票を回議するとともに、電子的な方法に

より決裁を得ることをいう。以下同じ。） 

ウ 添付文書が全て紙文書である場合 紙決裁起案（紙文書により回議し、決裁を得ることを

いう。以下同じ。）又は併用決裁起案 

(3) 前号の規定による起案を行うときは、電子決裁起案又は併用決裁起案にあっては起案文の全

部又は一部を文書管理システムに登録し、紙決裁起案にあっては文書管理システムから回議用

紙を出力すること。ただし、定例的若しくは軽易な行政文書、文書管理システムによる起案が

困難である行政文書又は別に定めがある行政文書については、文書管理システムによらず、回

議用紙による紙決裁起案等を行うことができる。 

(4) 起案文には全て標題を明記し、起案の理由、経過、内容説明、根拠法令、予算措置、施行の

方法その他必要事項を簡潔に記載し、関係書類を添付して上司の決裁を受けること。ただし、

定例又は軽易なものにあっては、その一部を省略して回議することができる。 

(5) 前号のほか、起案文には行政文書基本科目表に定める文書分類、保存期間等を表示するこ

と。 

２ 前項に定めるもののほか、行政文書の作成要領については、厚木市行政文書作成規程（昭和57

年厚木市訓令第14号）に定めるところによる。 

（機密文書等の取扱い） 

第16条 機密の保持を要する行政文書又は特に慎重を要する行政文書若しくは緊急を要する行政文

書は、文書管理システムに適切な閲覧の権限を登録し、又は原則として課等長、課長代理、係長

若しくは担当者が自ら携行し、決裁を受け、若しくは閲覧に供さなければならない。 

２ 前項の行政文書には、原則として次の各号に掲げる行政文書の区分に応じ、当該各号に掲げる

表示を文書管理システムに登録し、又は回議用紙の取扱注意事項欄又は回議用紙に付けた外皮に

しなければならない。 

(1) 回議を受けた者等の特定の職員以外の者に対して厳重に機密の保持を要する行政文書 極秘 

(2) 特定の課等の職員以外の者に対して機密の保持を要する行政文書 部外秘 

(3) 職員（当該行政文書に係る事務に関する委託契約等の相手方を含む。）以外の者に対して機
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密の保持を要する行政文書 庁外秘 

(4) 特に慎重を要し、又は重要と認められる行政文書 重要 

(5) 緊急を要する行政文書 至急 

（証明願等の処理） 

第17条 各種証明書は、願出人から提出された証明願により処理することを原則とする。ただし、

台帳等により、他に疑義又は裁量の余地がないものは、証明書として交付することができる。 

２ 証明願は、文書管理システムによる収受登録をし、又はその余白に受付印を押し、証明書交付

簿に登載して処理する。 

３ 証明書は、証明書交付簿に登載して処理する。 

４ 定例又は多量な同一案件の証明で、文書主管課長が認めた場合には、前２項の規定にかかわら

ず証明書交付簿への登載を省略し、又は当該主管課等に証明書交付簿を置き処理することができ

る。課等に証明書交付簿を置いて処理する場合の証明番号の表示は、「厚証（○）第○号」とし

て、当該主管課等の証明であることが明らかとなるようにかっこ書しなければならない。 

例 厚証（都）第７号 

（議会議案等の取扱い） 

第18条 議会の議決若しくは同意を要し、又は報告する行政文書の原議（以下「議案原議」とい

う。）は、次に定めるところにより処理しなければならない。 

(1) 市議会議案であることを文書管理システムに登録し、又は回議用紙の取扱注意事項欄に「市

議会議案」と表示して決裁を受けること。 

(2) 前号により決裁を受けたものは、文書主管課において次に定めるところにより処理するこ

と。 

ア 議会の議決又は同意を要するものは、議案番号簿に登載すること。 

イ 議会に報告するものは、報告番号簿に登載すること。 

(3) 議案原議は、別に定めるものを除くほか、文書主管課において保管すること。 

（例規の取扱い） 

第19条 条例及び規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示（以下「例規」という。）について

は、主管の部等長の決定を得た後、文書主管課の審査を受けなければならない。 

２ 例規のうち条例については、前項の規定による文書主管課の審査の後、厚木市例規審査会規程

（昭和56年厚木市訓令第13号）による審査会の審査を受けなければならない。 

３ 例規の原議は、決裁後速やかに文書主管課長に送付しなければならない。 

４ 文書主管課長は、前項の規定により例規の原議を受理したときは、次に定めるところにより処

理しなければならない。 

(1) 条例は、条例番号簿に登載し、公布すること。 

(2) 規則は、規則番号簿に登載し、公布すること。 

(3) 訓令は、訓令番号簿に登載し、公表すること。 

(4) 告示は、告示番号簿に登載し、公表すること。 

（専決処分書の取扱い） 

第20条 専決処分書は、決裁後専決番号簿に登載し、主管課等において速やかに処理しなければな

らない。 

２ 前項の処理を完了したときは、遅滞なく第18条に定める処理をしなければならない。 

（告示及び公告の取扱い） 

第21条 告示及び公告は、次に定めるところにより処理しなければならない。 

(1) 告示は、告示番号簿に登載し、公表すること。 

(2) 告示及び公告の原議は、主管課等において保管すること。ただし、規程形式を用いる告示の

原議は、文書主管課において保管する。 

（指令の取扱い） 

第22条 指令は、指令番号簿に登載して処理しなければならない。 

２ 定例又は多量な同一案件の指令で、文書主管課長が認めた場合には、当該主管課等に指令番号

簿を置き処理することができる。この場合の指令番号の表示は、「厚木市指令（○）第○号」と

して、当該主管課等の指令であることが明らかとなるようにかっこ書しなければならない。 

例 厚木市指令（都）第15号 

（陳情等の取扱い） 
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第23条 市長への陳情、要望、苦情等（以下「陳情等」という。）は、陳情等取扱主管課において

受理するものとし、その原文（口頭によるときは、その要旨を記録したもの）を上司の閲覧に供

し、その指示を受け、陳情等の写しを添えて、当該事項の主管課等にその処理を依頼するものと

する。 

２ 前項によりその処理の依頼を受けた主管課等長は、主管の部等長の決裁（軽易なものは主管課

等長の決裁）を経て、速やかに陳情等取扱主管課長に回答しなければならない。 

３ 陳情等取扱主管課長は、前項の主管課等長からの回答文書を市政全般から総合的に検討し、回

答文案を作成し、市長の決裁（軽易なものは陳情等取扱主管部等長の決裁）を経て、速やかに陳

情等の提出者に回答しなければならない。 

４ 陳情等の内容が、２以上の部又は課等に関連し調整を必要とするときは、関係する部等長及び

課等長は、第28条第３項及び第４項に準じてその処理方針を協議し、その結果を陳情等取扱主管

課長に報告しなければならない。 

（発信名） 

第24条 発送文書は、市長名を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合は、それぞれに定

める発信名を用いることができる。 

(1) 一定の事項を周知する程度の極めて軽易な事件である場合は、市名、市役所名又は主管の部

等長、次長若しくは課等長名 

(2) 本市の部等長、次長又は課等長宛ての照会、依頼に対する回答文書で、その内容が単に事務

連絡等の軽易な事件である場合は、当該部等長、次長又は課等長名 

（決裁区分） 

第25条 上司の決裁を受け、又は閲覧に供する行政文書には、主管課等において次の決裁区分を表

示しなければならない。 

(1) A 市長の決裁を要するもの 

(2) B 副市長の専決を受けるもの 

(3) C 部等長の専決を受けるもの 

(4) D 次長の専決を受けるもの 

(5) E 課等長（課長代理を含む。）の専決を受けるもの 

（回議） 

第26条 回議を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により決裁又は

決定を行うものとする。 

(1) 電子決裁起案 文書管理システムに承認の意思を登録することによる方法 

(2) 紙決裁起案 文書の所定の欄に押印又は署名をすることによる方法 

(3) 併用決裁起案 添付文書管理票の内容を確認した上で文書管理システムに承認の意思を登録

することによる方法 

２ 電子決裁起案又は併用決裁起案の場合において、文書管理者がやむを得ない事情があると認め

るときは、回議の途中から紙決裁に変更することができる。 

３ 前項の規定により紙決裁起案に変更するときは、変更前の承認の状況が表示された回議用紙そ

の他の起案文を文書管理システムから出力し、これを回議するものとする。 

４ 前項の場合において、電子決裁起案により承認を得ていた回議者への回議は省略することがで

きる。 

５ 前各項の規定により決裁を得たときは、文書管理システムへの決裁日の登録、回議用紙への決

裁日の記載等の方法により意思決定の日付を明らかにしておかなければならない。 

（代決又は後閲） 

第27条 回議を受けた者が決裁責任者である場合において、当該者が不在のときは、事務決裁規程

の定めるところにより代決することができる。 

２ 回議を受けた者が決裁責任者以外の者である場合において、当該者が不在であり、かつ、緊急

に処理する必要があるときは、電子決裁起案又は併用決裁起案にあっては後閲とする旨を登録

し、紙決裁起案にあっては押印又は署名をすべき箇所に「後閲」と表示することにより回議する

ことができる。 

３ 前２項の規定により代決又は後閲の処理をした場合においては、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める措置を採らなければならない。 

(1) 代決により処理した場合 電子決裁起案又は併用決裁起案にあっては決裁責任者は文書管理
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システムにおいて当該行政文書の内容（併用決裁起案にあっては、添付文書管理票の内容を含

む。次号において同じ。）を確認し、紙決裁起案にあっては担当者は重要と認められるものに

ついて決裁責任者の押印又は署名を受けること。 

(2) 後閲により処理した場合 電子決裁起案又は併用決裁起案決裁にあっては不在であった者は

文書管理システムにおいて当該行政文書の内容を確認し、紙決裁にあっては担当者は不在であ

った者の押印又は署名を受けること。 

（合議） 

第28条 他の部及び課等又は係等に関連ある行政文書は、必要な所属及び職名を、文書管理システ

ムに登録し、又は回議用紙若しくは行政文書の余白に表示し、その者の合議を受けなければなら

ない。 

２ 合議を受けた者は、速やかに閲覧し、検討の日時を要するときは、その理由を主管課等に連絡

しなければならない。 

３ 合議を受けた行政文書について、主管課等の案に異議があるときは協議し、協議が一致しない

ときはその意見を添えて回議しなければならない。 

４ 他の部及び課等の関連事項といえども、あらかじめ他の部及び課等において異議がないことが

明らかなものについては合議を省略し、いたずらに形式的合議のみを求めることのないよう留意

しなければならない。 

５ 合議文書に関する責任は、全て主管課等に属し、他の部及び課等に転嫁してはならない。 

（確認の処理） 

第29条 文書管理システムにより合議を受ける場合又は係員に回議する場合において、その合議又

は回議の性質が情報の提供等にとどまるときは、文書管理システムによる確認の処理を行うこと

ができる。 

（文書主管課長等に合議する行政文書） 

第30条 条例その他議会に提出するもの又は規則並びに規程形式の訓令及び告示の文案は、文書主

管課長、文書主管部次長及び文書主管部長に合議しなければならない。 

（決裁年月日） 

第31条 行政文書の決裁年月日は、決裁責任者又は担当者が登録し、又は記入するものとする。 

（廃案起案をする場合の決裁） 

第32条 電子決裁起案又は併用決裁起案により決裁を得た行政文書（以下「決裁済行政文書」とい

う。）を廃案しようとするときは、当該決裁済行政文書を廃案する旨の起案（以下「廃案起案」

という。）をしなければならない。 

２ 前項の規定により廃案起案をするときは、当該決裁済行政文書の決裁責任者の決裁を受けなけ

ればならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、廃案起案に係る決裁済行政文書の内容を修正した行政文書（以下

「修正後の行政文書」という。）を起案する場合であって、当該決裁済行政文書の決裁責任者が

当該修正後の行政文書の決裁責任者又は決定者（事務決裁規程第２条第４号に規定する決定者を

いう。）であるときは、主管課等長を当該廃案起案の決裁責任者とすることができる。 

第４章 行政文書の施行 

（浄書） 

第33条 行政文書のうち浄書を必要とするときは、依頼票により文書主管課長に申し出ることがで

きる。 

（公印） 

第34条 発送文書には、厚木市公印規則（昭和49年厚木市規則第28号）の定めるところにより、公

印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書に該当しない場合は、公印を省略すること

ができる。 

(1) 契約書その他の文書で、法令等の規定により公印の押印を要する文書 

(2) 行政処分に係る文書その他権利又は義務の発生等の効果を伴う文書 

(3) 特定の事実を公印の押印により証明する必要がある文書 

(4) その他公印の押印が必要と認められる文書 

２ 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「（公印省略）」の

表示をするものとする。ただし、庁内連絡文書又は特に軽易な対外文書については、この限りで

ない。 
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３ 第１項の規定により、公印を使用しようとするときは、文書管理システムによる公印使用の承

認処理をし、又は原議書に公印使用承認印を受けなければならない。ただし、文書管理システム

による公印使用の承認処理をし、又は原議書がない場合は、厚木市公印規則に定める公印使用簿

によることができる。 

（行政文書の発送） 

第35条 行政文書の発送は、次に掲げる方法によるものとする。 

(1) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に

規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項

に規定する信書便を利用した方法 

(2) 貨物運送を利用した方法 

(3) 文書棚を利用した方法 

(4) 手渡しによる方法 

２ 行政文書の発送は、課等において行うものとする。 

３ 神奈川県庁宛て逓送の文書は、逓送文書送付票により文書主管課に回付するものとし、その取

扱いは神奈川県の定めるところによる。 

（庁内文書配布の手続） 

第36条 発送文書のうち、庁内各課等長宛ての行政文書は、特に機密を要し、又は散逸のおそれが

あるものを除くほか、封筒は使用しないで配布するものとする。 

（通信回線を利用した発送） 

第37条 行政文書は、次に掲げる場合には、通信回線を利用して発送することができる。 

(1) 公印を省略することができる場合 

(2) 厚木市公印規則第11条第３項の規定により、印影の刷込みについて承認された文書の場合 

(3) 庁内各課等長宛ての行政文書として送信する場合 

２ 前項の規定により発送される行政文書については、文書管理システムにより発送する場合を除

き、当該行政文書の内容を記録した電磁的記録を送信することをもって発送したものとみなす。 

（施行年月日） 

第38条 原議書には、次の各号による施行年月日を登録し、又は記載しなければならない。 

(1) 条例、規則、訓令、告示及び指令にあっては、それぞれ条例番号簿、規則番号簿、訓令番号

簿、告示番号簿又は指令番号簿に登載し、公布、公表等を行った日 

(2) 議会に提出を要するもの（条例を除く。）にあっては、議案を市議会議長へ送付した日 

(3) 発送文書にあっては、発送した日 

(4) 前３号以外のものにあっては、その事務を処理した日 

第５章 行政文書の保管及び保存 

（未処理文書の保管） 

第39条 未処理文書については、常にその行政文書の所在を明らかにしておかなければならない。 

（完結文書の保管） 

第40条 完結文書は、各課等において現年度中保管するほか、原則として当該年度終了の日の翌日

から起算して、なお１年間各課等で保管しなければならない。 

（機密文書の保管） 

第41条 課等長は、未処理文書及び完結文書のうち第16条第２項第１号から第３号までに掲げるも

のを保管するときは、施錠その他の機密の保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（保存文書の引継ぎ） 

第42条 文書管理者は、３年以上の保存期間の行政文書については、文書管理システムにより保管

するものを除き、文書主管課に引き継ぐことができる。 

２ 保存文書の引継ぎは、公文書等管理条例施行規則別表第１の保存期間別に整理した上、文書保

存箱に格納し、文書管理システムにより当該行政文書等の指定等必要な登録をした上で、保存文

書引継書を作成して、文書主管課に引き継ぐものとする。 

３ 前項の保存文書引継書は、３部複写とし、１部を主管課等の控、１部を文書保存箱の側面にの

り付けし、残り１部を文書主管課に提出するものとする。 

（行政文書の保存） 

第43条 文書主管課長は、前条の規定により保存文書の引継ぎを受けたときは、書庫に保存すると

ともに、保存文書引継書に文書保存箱番号を記入の上、これを保存文書台帳として保管しなけれ
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ばならない。 

（書庫の管理） 

第44条 書庫の管理責任者は文書主管課長とし、職員は次の事項を厳守しなければならない。 

(1) 書庫内では、喫煙その他一切の火気を使用しないこと。 

(2) 書庫内は、常に整理、整頓をすること。 

(3) 書庫内には、特別の事情がある場合のほか、部外者を出入りさせないこと。 

(4) 書庫には、文書主管課長が認めたもの以外は搬入しないこと。 

（保存文書の貸出し） 

第45条 職員は、書庫に保存中の行政文書の貸出しを受けようとするときは、文書主管課長に申し

出るものとする。 

（庁外持出しの禁止） 

第46条 保存文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじ

め文書主管課長の承認を得たときは、この限りでない。 

（保管文書の廃棄） 

第47条 課等の保管文書で公文書等管理条例第10条第３項に規定する審査会の意見を聴き、廃棄す

ることとなったもの及び１年以下の保存期間が設定されているものは、主管課等で精査し、当該

文書管理者の承認を得て、当該主管課等において廃棄するものとする。 

２ 文書管理システムにより保管している行政文書で公文書等管理条例第10条第３項に規定する審

査会の意見を聴き、廃棄することとなったものは、文書管理システムによる廃棄の処理をするも

のとする。 

（保存文書の廃棄） 

第48条 文書主管課長は、書庫保存文書で公文書等管理条例第10条第３項に規定する審査会の意見

を聴き、廃棄することとなったものは、関係課等長に連絡し、承認を得て、文書管理システムに

よる廃棄の処理をし、又は第43条の保存文書台帳に廃棄年月日を記入して廃棄しなければならな

い。 

（行政文書の電子化） 

第49条 公文書等管理条例施行規則第７条第１項の規定により、電磁的記録を正本として管理する

場合の当該電磁的記録は、別に定める保存に適した方法により変換したものに限るものとする。 

（行政文書廃棄上の注意） 

第50条 第47条及び第48条並びに公文書等管理条例施行規則第７条第２項の規定により廃棄する行

政文書で、公印その他悪用されるおそれのあるもの又は機密に属するものは、その部分を抹消

し、又は焼却する等適宜の処置をとらなければならない。 

２ 他に悪用されるおそれがないもの又は機密に属さないものであっても、散逸することのないよ

う廃棄しなければならない。 

第６章 雑則 

（雑則） 

第51条 この規程に定めるもののほか、行政文書の管理上疑義があるときは、関係課長等と文書主

管課長が協議して定める。 

附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
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２ 厚木市近隣自治体、同規模自治体の公文書管理施設 

神奈川県内には、県、川崎市、相模原市、藤沢市、寒川町の５団体が公文書館を開設しており、

それらの概要は次表のとおりである。 

 

図表 参－２－１ 参考事例 神奈川県内の公文書館の概要 

団体名 
人口 
※１ 

施設名 

施設概要 施設情報 
オンラインで

の情報提供 

所管 

組織 
設立 

根拠 

条例 

施設位

置付け 

職員

数 

施設 

構造 
※２ 

書架 

面積等 

目録 

公開 

デジ

タル

アー

カイ

ブ 

神奈川

県 

 

920

万人 

神奈川県

立公文書

館 

政策局政

策部情報

公開広聴

課 

1993年 神奈川県立

公文書館条

例 

公文 

書館 

20 

名 

SRC 造地

下１階・

地上４階

建て 

3,189 ㎡ 

○ ○ 

川崎市 153 

万人 

川崎市公

文書館 

総務企画

局コンプ

ライアン

ス推進・

行政情報

管理部公

文書館 

1984年 川崎市公文

書館条例 

公文 

書館 
※３ 

13 

名 

RC 造地下

１階地上

３階建て 

1,245 ㎡

※書架延

長

11.27km ○ × 

相模原

市 

72 

万人 

相模原市

立公文書

館 

情報公

開・文書

管理課 

公文書管

理班 

2014年  相模原市立

公文書館条

例 

 相模原市公

文書管理条

例 

公文 

書館 

10 

名 

鉄骨造３ 

階建て 

書架延長

317ｍ 
※４ 

○ ○ 

藤沢市 45 

万人 

藤沢市文

書館 

市民自治

部市民相

談情報課

文書館 

1974年  藤沢市文書

館条例 

 藤沢市公文

書等の管理

に関する条

例 

文書館 
※５ 

15 

名 

RC 造地下

１階地上

３階建て 

264.9 ㎡ 

※書架延

長 2,620

ｍ 
○ ○ 

寒川町 ５ 

万人 

寒川文書

館 

総務部総

務課 

2006年 寒川文書館

条例 

公文 

書館 

５名 SRC 造地

下１階・

地上４階

建て 

書架延長

2,539ｍ 
○ 

× 
※所蔵

品の一

部のみ

公開 

出所：各施設ウェブサイトの情報※2025 年 12 月確認 

国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月） 

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 

 
※１）各団体の人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（令和６年１月１日現在）に基づ

く。 
※２）施設構造に関し、鉄骨鉄筋コンクリート造は SRC 造、鉄筋コンクリート造は RC 造と記載する。 
※３）川崎市は、例規上に、法律に基づく位置付けは明記されていないが、公文書館法を施設の関係法令に含む扱い

である。 
※４）相模原市では、相模原市立公文書のほかに外部書庫も利用していることが、委員からの情報提供で明らかとな

った。 
※５）藤沢市は、条例上は施設を文書館としているが、公文書館法などの法律に基づく施設の位置付けは明記されて

いない。  

167



 

 

また、厚木市と同等の人口規模（原則として、総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及

び世帯数」（令和６年１月１日現在）において人口 20 万人前後）の団体が開設する公文書館の概要

は次表のとおりである。 

 
図表 参－２－２ 参考事例 厚木市と同規模自治体の公文書館情報 

団体名 
人口 
※１ 

施設名 

施設概要 施設情報 
オンラインで
の情報提供 

所管 
組織 

設立 
根拠 
条例 

施設位
置付け 

職員
数 

施設 
構造 ※２ 

書架 
面積等 

目録 
公開 

デジタ
ルアー
カイブ 

府中市 26.0
万人 

ふるさと府
中歴史館 

文化スポ
ーツ部ふ
るさと文
化財課 

2011 年 府中市立ふ
るさと府中
歴史館条例 

歴史館 
※３ 

29 名 RC 造一部
鉄骨造３階
建て 

170.4 ㎡ 

× × 

長岡市 25.8
万人 

長岡市歴史
文書館 

長岡市教
育委員会
中央図書
館 

2023 年 長岡市歴史
文書館条例 

その他
の教育
機関 

８名 RC 造４階
建て 

478 ㎡ 
※作業室
面積含む 

○ × 

松本市 23.5
万人 

松本市文書
館 

総務部行
政管理課 

1998 年 松本市文書
館条例 

公文 
書館 
※４ 

９名 RC 造２階
建て 

856.2 ㎡ 
○ ○ 

上越市 18.2
万人 

上越市公文
書センター 

総務部総
務課 

2011 年 上越市行政
組織規則 

行政 
庁舎 

９名 RC3 階建て 
※ほか別棟
あり 

施設内
320 ㎡ 
外部書庫
942 ㎡（市

役所地下・

廃校舎 2か

所） 

○ 

○ 
※新潟県

立図書館

のデジタ

ルアーカ

イブで公

開 

小山市 16.7
万人 

小山市文書
館 

総務部行
政総務課 

2007 年 小山市文書
館設置条例 

公文 
書館 

５名 木造１階建
て 
※ほか倉庫
等あり 

書架延長 
本館 125m 
分室、市
書庫 
10,973m 

× × 

磐田市 16.7
万人 

磐田市歴史
文書館 

教育委員
会教育部
文化財課 

2008 年 磐田市歴史
文書館条例 

公文 
書館 

11 名 RC 造３階
建て 

446.1 ㎡ 
※書架延
長 72.8
ｍ 

× × 

上田市 15.2
万人 

上田市公文
書館 

総務部総
務課 

2019 年 上田市公文
書館条例 

公文 
書館 
※５ 

７名 RC 造２階
建て 

２２８．
９㎡ ○ ○ 

武蔵野
市 

14.8
万人 

武蔵野ふる
さと歴史館 

教育部武
蔵野ふる
さと歴史
館 

2014 年 武蔵野市立
武蔵野ふる
さと歴史館
条例 

歴史館 
※６ 

10 名 RC 造２階
建て 

171.1 ㎡ 

○ ○ 

戸田市 
※７ 

14.2
万人 

戸田市アー
カイブズ・
センター 

教育委員
会事務局
生涯学習
課郷土博
物館担当 

2009 年 戸田市アー
カイブズ・
センター規
程 

博物館 11 名 
 

SRC 造地下
１階・地上
4階建て 

書架延長
850.5m 

○ ○ 

出所：各施設ウェブサイトの情報※2025 年 12 月確認、国立公文書館「全国公文書館関係資料集」（2025 年６月）

（https://www.archives.go.jp/about/activity/pdf/2025_kankei.pdf） 
 

※１）各団体の人口は総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（令和６年１月１日現在）に基づ

く。 
※２）施設構造に関し、鉄骨鉄筋コンクリート造は SRC 造、鉄筋コンクリート造は RC 造と記載する。 
※３）府中市は、条例上施設を歴史館としているが、博物館法など法律に基づく位置付けは明記されていない。 
※４）松本市は、松本市文書館条例で公文書館法及び地方自治法第 244 条の２を引用し、位置付けている。 
※５）上田市は、上田市文書館条例で公文書館法及び地方自治法第 244 条の２を引用し、位置付けている。 
※６）武蔵野市は、条例上施設を歴史館としているが、博物館法など法律に基づく位置付けは明記されていない。 
※７）戸田市は、郷土博物館の一部に開設したアーカイブズ・センターのほか、市役所の一部フロアに公文書館を設

置し、行政管理課が所管している。  
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３ ヒアリング調査票 

（１）公文書館用 

１．公文書の管理体制について 

所管組織（職員数 

・資格保有者数） 

①××課（正規●名、会計年度●名、再任用●名・・・・・） 

②××公文書館（正規●名、会計年度●名、再任用●名、アーキビスト資格保有者●

名・・・・・） 

歴史的公文書の 

管理方法 

※歴史的公文書の管理の流れ(一次選別、二次選別、廃棄等の流れ)や管理体制などが分

かる資料等をご提供いただけますと幸いです。 

 

各組織の業務分担 

※資料の選別、目録作成、利用制限判断、保管等に携わる各組織の業務分担についてご

教示ください。 

 

公文書管理体制に 

関する課題認識 

※現在の公文書管理体制において、課題として認識されている事項等があれば、ご教示

ください。 

 

 

２．公文書館について 

施設情報 

※複合施設の場合、公文書館施設にかかる部分についてお答えください。 

利用開始 ●年●月 設置方法 ※新築、リノベーションな

ど 

敷地面積 ㎡ 施設の位置付け ※公文書館、歴史館、資料

館、その他教育機関など 建築面積 ㎡ 

延床面積 ㎡ 施設構造 ※鉄筋コンクリート造●階

建てなど 書架面積 ㎡ 

 余裕率 ％ 外部倉庫の利用  
 

計画上の位置付け等 

・貴市の計画上における公文書館の位置付け 

※貴市の総合計画や公共施設等総合管理計画等の行政計画に、公文書館の位置付けが

あれば、計画名称をご教示ください。 

 

・公共施設等総合管理計画における公文書館の扱い 

※貴市の公共施設等総合管理計画において、公文書館の現状や課題、施設の今後の方

向性の記載があれば、その内容をご教示ください。  

 

169



 

 

設置に至った背景等 

・公文書館設置の背景 

※「なぜ公文書館を設置するに至ったか」「現在の施設形態(例:公文書館単独設置、他

施設と併設など)、設置場所を選択した理由」などをご教示ください。 

・公文書館設置に至るまでの経緯（時系列順） 

年月 事項 

平成●年●月 (例)公文書館新設に関する検討開始 

・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ 

令和●年●月 (例)××公文書館オープン 
 

事業費・財源等 

・事業費 

※公文書館の整備に要した事業費を差し障りがない範囲内でご教示ください。 

 

・財源等 

※財源や予算上の工夫(国の補助金の活用、地方債の発行、整備方式上のコスト削減の

工夫など)を差し障りがない範囲内でご教示ください。 

 

諸室構成等 

※公文書館の諸室構成、諸室配置の考え方、利用上の良かった点・課題などをご教示

ください。 

 

公文書館を整備する 

うえで工夫した点 

※公文書館を整備するうえで特に工夫した点があればご教示ください。 

所蔵する文書等の 

種類と数 

・現在の保有文書等 

※紙文書、デジタルアーカイブ、マイクロフィルム、古文書、その他の刊行物・媒体

など、現在公文書館に所蔵している文書等の種類と数をご教示ください。 

 

・1年当たりの新規受入れの文書等 

※公文書館が 1年間で新たに受け入れている文書等の種類と数をご教示ください。 

 

年間の来館者数・ 

歴史的公文書の利用請

求件数 

・来館者数 

・歴史的公文書の利用請求件数 
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市民向けイベントの 

開催概要 

※歴史的公文書をテーマとした市民向けイベント等を開催している場合、その内容や

開催頻度などをご教示ください。 

 

情報公開・発信等の 

取組 

※デジタルアーカイブを含めたネット上での情報公開・発信の取組状況(年間のアクセ

ス数、ネット経由の利用件数等)、他施設と連携した情報発信などの取組についてご教

示ください。 

 

歴史的公文書の利用促

進や地域活性化等に向

けた取組 

※歴史的公文書の利用促進や、公文書館を活用した地域活性化等に向けた取組を行っ

ている場合、その概要(実施内容、体制、人員・事業費、連携先、得られた成果など)

をご教示ください。 

 

現在の公文書館に 

対する課題認識や 

今後の展望 

※現在の公文書館の運営において課題として認識されている事項や、今後の展望等に

ついてご教示ください。 

 

 

（２）信州デジタルコモンズ 

１．公文書の管理体制について 

所管組織（職員数 

・資格保有者数） 

①××課（正規●名、会計年度●名、再任用●名・・・・・） 

②××公文書館（正規●名、会計年度●名、再任用●名、アーキビスト資格保有者●

名・・・・・） 

歴史的公文書の 

管理方法 

※歴史的公文書の管理の流れ(一次選別、二次選別、廃棄等の流れ)やデジタル化の対象

基準、文書の管理体制（デジタルデータの管理、デジタル化後の原本の保管状況等）な

どが分かる資料等をご提供いただけますと幸いです。 

 

 

各組織の業務分担 

※資料の選別、目録作成、利用制限判断、保管等に携わる各組織の業務分担についてご

教示ください。 

 

 

公文書管理体制に 

関する課題認識 

※現在の公文書管理体制において、課題として認識されている事項等があれば、ご教示

ください。 

 

 

 

 

 

 

171



 

 

２．信州ナレッジスクエア・信州デジタルコモンズについて 

取組開始の背景等 

・信州ナレッジスクエア・信州デジタルコモンズ（前身の「信州デジくら」も含む）

開設の経緯 

※デジタルアーカイブを含めたオンライン上での情報公開を推進するに至った背景・

理由や、複数施設での資料の共有・公開に至る経緯・準備期間などをご教示くださ

い。 

 

 

・信州ナレッジスクエア・信州デジタルコモンズ開設に至るまでの経緯（時系列順） 

年月 事項 

平成●年●月 (例)デジタルアーカイブの運用に向けた検討開始 

・・・ ・・・ 

・・・ 所蔵資料のデジタル化と施設間の共有開始 

・・・ ・・・ 

令和●年●月 (例)信州ナレッジスクエアの運用開始 
 

信州デジタルコモンズ

整備の基本方針・ 

コンセプト 

・「信州デジくら」の整備・運用での基本的な考え方 

※「信州デジくら」の開設当時の理念・目的などについてご教示ください。 

 

・信州ナレッジスクエアの整備・運用に関する基本方針 

※「信州デジくら」の整備・運用のポイントや、「信州 知のプラットフォーム構

想」（2016 年）で示された信州ナレッジスクエアの基本コンセプトについてご教示く

ださい。 

 

費用・財源・運営体制

上の工夫等 

・事業費 

※信州ナレッジスクエアの整備・運用に要した事業費を差し障りがない範囲内でご教

示ください。 

 

 

・財源等 

※財源や予算上の工夫(国の補助金や地方債などによる財源確保、施設設置主体間で

の財源の分担、コスト削減の工夫など)を差し障りがない範囲内でご教示ください。 

 

 

・運営体制 

※体制面（複数施設間の役割分担や運営を所管する施設内での配置職員数等）や設置

主体が異なる施設が参画する上での工夫や課題等をご教示ください。 
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公表資料の選定の 

考え方 

※信州デジタルコモンズで管理する文書のすべてが公表されるものではないと理解し

ております。公表の可否に関する判断基準などあれば、ご教示ください。 

 

所蔵する文書等の 

種類と数 

・現在の保有・管理対象の文書の種類・点数 

※紙文書、デジタルアーカイブ、マイクロフィルム、古文書、その他の刊行物・媒体

など、信州デジタルコモンズ全体で保有・管理している文書等の種類と点数につい

て、可能な範囲でご教示ください。 

 

・1年当たりの新規管理開始の文書等 

※信州デジタルコモンズとして 1年間で新たに管理を開始した文書等の種類と数／新

たに管理を開始した文書等のうち、信州デジタルコモンズ上で公開される割合（概

数）をご教示ください。 

 

年間のアクセス数、オ

ンライン上の利用件数

等 

・年間のアクセス数、閲覧件数の多い文書等の特徴など 

 

・オンライン上での歴史的公文書の利用請求件数 

 

市民向けイベントの 

開催概要 

※歴史的公文書をテーマとした市民向けイベント等を開催している場合、その内容や

開催頻度などご教示ください。 

 

 

公開データを整備する

際の工夫 

※信州デジタルコモンズ上で検索可能な項目の設定や、各資料のメタデータの整備な

ど、資料のアクセス性や管理水準を高める工夫があればご教示ください。 

 

 

歴史的公文書の利用促

進や地域活性化等に向

けた取組 

※歴史的公文書の利用促進や、デジタルアーカイブを活用した地域活性化等に向けた

取組を行っている場合、その概要(実施内容、体制、人員・事業費、連携先、得られ

た成果など)をご教示ください。 

 

 

現在のデジタルアーカ

イブに対する課題認識

や今後の展望 

※現在の信州ナレッジスクエア（特に信州デジタルコモンズ）の運営において課題と

して認識されている事項や、今後の展望等についてご教示ください。 

 

 

 

173



 

 

  



公文書管理における
公文書館の必要性についての調査研究

－令和８年３月発行－

　　　厚木市　総務部　行政総務課
	 〒 243-8511 
	 神奈川県厚木市中町３–17–17
	 電話 046-225-2280

　　　一般財団法人　地方自治研究機構
　　　　〒 104-0061
　　　　　東京都中央区銀座７–14–16 太陽銀座ビル２階
　　　　　　電話 03-5148-0661（代表）



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




